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伊藤善朗先生のご退職によせて

大学院地方政治行政研究科委員長，教授 秋山 義継

2015年3月末をもって，伊藤善朗先生が本学商学部をご退職されます。

伊藤先生には（私が商学部に所属していた時），大変お世話になりまし

た。それ以上に多くの大学関係者がお世話になったことと思います。皆さ

んを代表して，先生の業績や思い出の一端を述べさせていただき，御礼の

挨拶とさせていただきます。

先生とのご縁は，1986年に私が商学部専任講師になった時に始まりま

す。そして当時，先生が担当されていた「経営管理総論」を私が担当する

こととなったのです。もともと，「交通論」や「交通経営論」が私の研究

分野だったので，この機会が私にとって本学での経営学の教員としての出

発点となりました。おかげさまで，今日まで本学で奉職することになった

わけでございます。

伊藤先生は，1968年に本学商学部経営学科を卒業されると，すぐに都

立の商業高校に教諭として赴任されました。その後，1970年に本学大学

院商学研究科修士課程を修了，1971年に本学商学部非常勤講師，1972年

に本学商学部助手となり，1974年に本学商学部専任講師に就任されまし

た。助教授を経て，1986年には本学商学部教授に昇格され，今日に至っ

ております。

先生の研究領域は，過去において予算管理の行動学的側面に焦点を合わ

せての研究でした。しかし現在では，会計の認識方法の限界について行動

科学的な側面からアプローチを試みていらっしゃいます。とりわけ，無形
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資産の評価を中心に研究され，資本のシナジー効果という視点から無形資

産の資産性を取り上げておられます。従来の会計では認識不能な経済活動

をとらえるための枠組みについて様々な試みがなされてきましたが，収益

獲得能力をその根源との関係から総合的にとらえる試みはいまだなされて

いないといえましょう。このことは，企業の内部的な判断に頼るのではな

く，外部的な判断を積極的に取り入れる評価システムの確立なしには，現

在の情報要求に対して的確に応えることはできないことを意味しています。

くわえて，従来の会計システムは，この点に関して有用な情報を提供する

ことはできないともいえます。つまり，見えない資産や見えない負債の価

値が高く評価されることにともなって，会計システムの在り方が根本的に

問われ，この点の解明が極めて重要であるとされております。

このような研究領域を基盤に，本学において「予算統制の有効性に関す

る研究」（1993年）で博士（商学）の学位を取得しておられます。

また，学部教育においては，「管理教育論Ⅰ・Ⅱ」，「原価計算論Ⅰ・Ⅱ」，

「予算管理論」，「3，4年ゼミナール」をご担当され，おもに会計教育に情

熱を傾けてこられました。さらに，大学院前期課程においては，「会計学

原理特論（現代会計の課題）」，「会計学原理特論（会計基準と分析）」を担

当。大学院後期課程では，「会計学原理特殊研究」を担当されました。そ

れにくわえて，先生は多くの学部生，社会人学生や留学生の卒業論文・修

士論文・博士論文の指導などで日夜，尽瘁されました。いうまでもなく，

懇切丁寧で熱心な指導スタイルは多くの学生から敬慕の念を集めていらっ

しゃったようでございます。

一方で大学院教育を熟知されており，日本語が不十分な留学生に対して

も温かい眼差しで見守りながら，時間を惜しまずご指導されるお姿は，我々

教員に大きな規範を示されたといえましょう。他方，大学院の運営会議に

あっては常に中立的な立場での発言・助言をされていたことが思い出され

ます。学内役職では，大学院商学研究科委員長の要職を歴任されました。
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その折に，私は修士論文の副査として，その論文指導の在り方について先

生から身をもって教え導いていただきました。また，経理経営研究所長時

代には，若手所員の論文指導および査読にも精力的に取り組んでこられま

した。そして，同研究所刊行の「経営経理」の出版を遅滞なく進められて

こられたことは先生の手腕であり，今なお感服している次第でございます。

あわせて，温厚で正義感が強いお人柄は，誰からも慕われていました。

このように，先生は本学OBの教員として母校の発展に多大な貢献をさ

れました。まさに伊藤先生は，私にとって，信頼できる先輩であり，模範

とすべき教員像でもありました。

今，本学は文京キャンパスの槌音高らかに，新しい時代へと向かってお

ります。先生におかれましては，このたび，ご定年ということで大学を離

れることになりますが，どうか末永く大学の発展を見守っていただきたい

と思います。これからも，ご健康に留意され，ライフワークとしての研究

をますます発展させながらご活躍されますことをお祈りいたしまして，感

謝の言葉に代えさせていただきます。
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�退職のご挨拶〉

私が予算管理論を研究する契機となったのは，GlennAlbertWelsch

博士の著書（Budgeting:ProfitPlanningandControl）との出会いでし

た。これが助手時代の最初の仕事（同書の翻訳）を生み，さらにテキサス

大学留学，Welsch博士との出会い，そして共同研究へと導き，それらが

生涯忘れることのない思い出として私の心に深く刻み込まれています。と

はいえ，Welsch博士との最初の出会いは極めて厳しいものでした。それ

まで本格的な研究指導を受けたことがなかった私にとっては，最初に提出

した論文が反論と疑問符で埋め尽くされた状態になって戻ってくることな

ど夢にも思わぬことでした。これで甘い留学の夢は一遍に覚めてしまい，

そこから苦闘の日々が始まったといえます。毎日図書館に籠り，反論と疑

問符に応えながら論文を書き直しました。

その過程で最初に気付いたことは，米国の学生は論文の書き方をフォー

マルに学んでいるということです。特に彼らとの対話から分かったことは，

パラグラフの構造に関する明確な知識が私にはないということでした。こ
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の知識をきちんと習得した時に，初めて論文を読むことと書くこととの間

の関係を理解することができるようになりました。そして，書くことを意

識した論文の読み方ができるようになると，資料収集のポイントも掴める

ようになりました。さらに，収集した資料を読みながら，それをトピック

センテンスに関連付ける方法を工夫することができるようになり，パラグ

ラフの構造を意識して論文を書くことができるようになりました。

こうして書き直した論文を再提出したところ，幸いなことに，高い評価

を得て無事帰国することができました。帰国する際にオースチン空港から

電話をすると，秘書のリンダさんが「今日はあなたから電話が来ることに

なっているので，会議中でも繋ぐように言われている」からと，直ちに

Welsch博士に繋いでくれました。そして，電話で共同研究の話になり，

再度留学してテキサス大学大学院のワーキングペーパーに3本の論文を載

せることができました。

帰国後は，Welsch博士との共同研究から生まれたノウハウを自らの研

究と学生の研究指導の双方に活かすことができました。特に留学生の研究

指導では，若き日の私の姿と重ね合わせる機会が多々ありました。このよ

うな良い環境の中で研究と教育ができたのも偏に皆様のご支援の賜物と心

より感謝しております。

最後に，拓殖大学の発展と教職員皆様のご健勝を祈念し，私の退職の挨

拶とさせていただきます。

略 歴

1944年 東京（下谷区光月町）に生まれる。

1970年 拓殖大学大学院商学研究科修士課程修了

1971年 同大学商学部非常勤講師

1972年 同大学商学部助手

1974年 同大学商学部専任講師
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1975年 テキサス大学客員研究員

1976年 拓殖大学商学部助教授

1980～ テキサス大学客員研究員として，

1982年 Welsch博士と共同研究を行う。

1986年 拓殖大学商学部教授，現在に至る。
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Improvement・『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），
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61号，1998年．

48.「コンピュータ支援会計教材の開発 PowerPointによる場

合 」『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），62号，

1999年6月，35�62頁．

49.「コンピュータ簿記教材の開発 関数利用を中心として 」『経

営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），64号，2000年3月，

189�220頁．
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ジェクト研究成果報告書』（拓殖大学研究所紀要），2001年．

51. ・AccountingforaGenuineBusinessEntity・WorkingPaper拓

殖大学大学院商学研究科，2001．

52. ・The Effects ofthe Point-Slope Method on Developing

Student・sAnalyticalandConceptualThinking・WorkingPaper

拓殖大学大学院商学研究科，2001年．

53. ・A New DimensiontoMaterialQuantityVarianceAnalysis・

WorkingPaper 拓殖大学大学院商学研究科，2002年．

54. ・TowardaContributionBasisofValuationinAccounting・

『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），69号，2002年6
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55. ・Improved accounting for intangibles:Toward a More

CompleteDescription・WorkingPaper拓殖大学大学院商学研究

科，2004年．

56. ・AccountingfortheValueofanEnterprise:Sustainabilityas

anUltimateEvidenceoftheExistenceofIntangibles・Working

Paper拓殖大学大学院商学研究科，2004年．

57.「無形資産の会計処理」『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所

紀要），75号，2005年8月，1�24頁．
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58.「原価分解の一般的解法について 高点低点法からの推論」『経営

経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），76号，2005年12月，

1�28頁．

59. ・Materials Quality Variance Analysis Based on Quality

Assessment・『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），77

号，2006年3月，11�32頁．

60.「資産の現在価値について 剥奪価値と公正価値の融合」『経営経

理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），78号，2006年8月，1�

28頁．

61.「現代会計研究の動向」『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所

紀要），79号，2006年12月，1�29頁．

62. ・Measuring theGenuineWealth ofManufactured Capital:

AccountingforaMoreCompleteDescription・『経営経理研究』

（拓殖大学経営経理研究所紀要），79号，2006年12月，31�52頁．

63.「収益認識基準の在り方 会計情報の質的特性と財務報告の目的

からの検討」『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），80

号，2007年3月，13�46頁．

64.「公正価値会計と利益情報の質」『経営経理研究』（拓殖大学経営経

理研究所紀要），85号，2009年3月．

65.「会計情報の質的特性 ExposureDraftMay2008を中心に 」

『経営経理研究』（拓殖大学経営経理研究所紀要），87号，2010年1

月．

66.「IASB/FASB概念フレームワークにおける関連性定義の二重性に

ついて 関連性理論からの検討 」『経営経理研究』（拓殖大学

経営経理研究所紀要），96号，2012年12月．
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三代川正秀先生のご退職に寄せて

拓殖大学経営経理研究所長・商学部教授 潜道 文子

2015年3月をもちまして，三代川正秀商学部教授が定年退職を迎えら

れることになりました。三代川先生は，1970年に本学経理研究所の講師

として奉職されて以来，本年までの45年間，本学で教鞭をとってこられ

ました。実は，1964年から6年間の本学での学生としての在籍を含める

と50年間という長きに渡り，本学に関わってこられたことになります。

また，本学において要職を歴任され，2007年4月から2009年3月までは

経営経理研究所長，2009年4月から2011年3月までは商学部長，2010年

4月から2013年3月までは副学長としてご活躍されました。

このように大学において多くの貢献をされてこられた三代川先生ですが，

特に，経営経理研究所において実践してこられた教育活動や，研究所にお

ける図書や資料の収集・保存・管理に関するお話を伺うたびに感じること

は，先生が，研究者，そして研究機関のメンバーとして，われわれがなす

べきことについて明確な信念をお持ちであるということです。2013年に

は，『経営経理研究』第100号発行記念として，経営経理研究所の歴代所

長による座談会を行いましたが，その中で，先生が，「私たちが研究に使っ

た文献や文書などは，研究成果とともに大切に保存すべきです。今は，不

要に思えるかもしれないが，100年後にその価値が見直され，貴重な資料

となるかもしれない」とおっしゃっていらしたのがとても印象的でした。

本退職記念号に掲載させて頂いております，三代川先生にご執筆頂いた

「研究所が教育機関であったころ」においては，本研究所の歴史などにつ
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いても触れて頂いておりますが，様々な外部環境の変化の中で，本研究所

の変遷を見守ってこられた先生のお言葉には，長期間に渡り，本研究所の

ために多くの貢献をされてこられた先生ならではの，研究所に対する熱い

想いと愛情を感じます。また，同時に，そこには，われわれ後輩を激励す

るメッセージを読み取ることができます。

三代川先生のご専門分野は，財務会計と会計史ですが，先生によると，

その中でも特に「家計簿の歴史」がご専門とのことです。先生は，2001

年に明治大学より経営学博士号を授与されていますが，学位論文のテーマ

は，「日本家計簿記生成史論」です。私自身は，会計学についての知識は

皆無ですが，「家計簿」ということをお聞きした瞬間に，会計学が，急に

身近に感じられました。今年度11月に，経営経理研究所主催の公開講座

の講師を三代川先生にお願いし，「福澤諭吉の『帳合学のすすめ』」という

テーマでお話し頂きましたが，ご講演の中で，珍しい昔のそろばんや簿記

棒，秤等，簿記に関係する道具が披露され，さらに，『帳合之法』の初編

と二編の現物が回覧されました。先生のご講義の特徴といえるのかと思い

ますが，会計学をわれわれの身近な生活の中から考えるという視点を受講

者に伝えていらっしゃるように思えました。

三代川先生は，学部の講義では，「会計史」，「財務会計論Ⅰ・Ⅱ」，「中

級簿記」，「3，4年ゼミナール」 を担当され，大学院では，演習の他，大

学院博士前期課程においては「財務会計特論（財務報告・比較会計史）」，

「財務会計特論（会計史研究方法論）」，大学院博士後期課程においては

「財務会計特殊研究（会計制度・比較会計史）」を担当されてこられました。

前述の公開講座などにも多くの卒業生の方々が参加されていましたが，先

生を慕う方々を拝見するたびに，先生の熱心なご指導や卓越した講義を垣

間見るような気がいたしております。

三代川先生が，学生の立場に立って講義を行われたり，学生の目線で学

生たちの話をお聞きになったりされてこられたからか，先生がゼミの卒業
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生一人ひとりをよく覚えていらして，彼ら・彼女らの活躍を，ご自分のこ

とのように誇らしく，われわれにお話になられることが素晴らしいなあと，

常々思っております。

また，先生の優れた講義の背景には，先生の幅広い分野へのご興味やあ

くなき探求心の存在があると考えられます。それは，研究業績の多さにも

示されています。長期間にわたり，高いレベルの研究を続けるのは並大抵

の努力ではなしえないように思われますが，三代川先生の場合，近年，益々，

ご研究へのエネルギーレベルを上昇させていらっしゃるのではないかと思

われます。

私は，2010年4月に本学商学部に着任させて頂きました。その時の学

部長が三代川先生でした。先生は，新人の私がスムーズに仕事や雰囲気に

慣れるようにと，学科長の先生方と共に様々な配慮をしてくださいました。

また，研究者として，そして教員としてどのような姿勢で大学において仕

事をすべきか，どのような生き方をすべきか等，非常に貴重なアドバイス

をたくさんいただきました。どうもありがとうございました。

最後になりましたが，これまでの拓殖大学および経営経理研究所の発展

における三代川先生のご貢献，そしてご指導とご助言に対し，深く感謝申

し上げます。加えて，先生の今後の益々のご活躍とご健勝を心よりお祈り

申し上げまして，三代川正秀先生への感謝の言葉とさせて頂きます。
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�退職のご挨拶〉

は じ め に

本誌へ退職の辞掲載の要請が経営経理研究所長からあり，渋々ワープロ

に向かってみたものの，研究成果を学内外へ発信する紀要に学内向けの挨

拶文を載せることの可否に悩んできました。

最近面白く読んでいる雑誌『税經通信』の連載記事に神奈川大学教授田

中弘氏の「会計学はどこへ行くのか」があります。読まれた方も多いこと

でしょう。わたしより一つ年上で，戦後会計学の変遷を同じ目線で見てこ

られたことから，戦友にも思える同氏が定年退職（同大学名誉教授）する

にあたり，会計世界を総括し，歯に衣着せぬ語り口で，現在の会計学の動

向を批判，「これが会計学なのか」と素直な気持ちを綴っておられる。こ

の話の続きは本稿の末尾で述べたい。

学生時代に経理研究所（以下，「研究所」と称す）の税理士講座を受講

し，修士課程を修了した昭和45年の秋から研究所の講師を命ぜられ，か

れこれ半世紀の間ここで過ごしてきました。そこで研究所への想いを一言
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であったころ

三代川 正 秀
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書き残しておきたいと考えました。

初期の研究所スタッフ

本学の商学・経営学・会計学の基礎を築いたのは大正9年に卒業した青

山楚一教授（戦後復興期の専務理事）です。ご子息が数年前まで静岡県立

大学で経営学を教授されておられた青山英男氏であることから，ご存知の

方も多いと存じます。青山教授の弟子に初代研究所長（以下，○数字は所

長の歴代順位を示す）を務めた佐藤勘助先生1）がいます。佐藤先生は昭和

8年に本学を卒業して大学に残ったが，戦中はほとんど軍役にあって復員

後青山教授の会計学を引き継ぎ，大堺利實③（敬称を略す，以下同じ）や

西村林⑤を，時代が少し下って嶋和重⑧や筆者⑮らを育てた。

大堺は都立第二商業高等学校の教諭を，西村は故郷福島県立若松商業高

校の教諭を経て，ともに本学の教員として戻ってきました。大堺の弟子の

伊藤善朗⑪⑭や梶井憲俊も教諭経験者であった。また西村のもとには小原

博⑫や北星学園大学の西脇隆二が育ちました。この経緯は拙稿「会計学の

系譜」2）に綴ったので参照されたい。

ほとんどの教員が商業高校の教育経験者であったことから，みな簿記教

育に長けていました。大堺が本学に戻った昭和40年のころは，まだ簿記

会計の中心にあった銀行簿記を専門とし，のちに原価計算や管理会計へ進

まれた。またその5年後に戻られた西村は長らく日本消費経済学会長を務

め，商学・マーケティングの草分けでしたが，農業簿記の専門家でもあり

ました。

正規の授業に飽き足らない学生たちが集まり，教員が学部や短大の講義

の合間を縫って「薄暗い電灯のもと暖房もないなかを白い息をはきながら

授業をしたのがこの研究所の始まりであり，こんななかからも，経理研究

所は幾多の学者，会計士，税理士の職業会計人と経理マンを養成してき
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た」3）とされています。簿記会計の教員のほとんどが税理士試験会計科目

の合格者でしたから，このように学生の求めに応じた，にわかつくりの資

格受験講座を核にして研究所が制度化されました。

研究所の開講する各種講座が最盛期を迎えた大堺所長時代の「昭和52

年度研究所講座案内」には次のように紹介されています。

拓殖大学経理研究所は，初歩的な簿記・会計学の理論および実務の

習得，税理士，公認会計士2次試験の受験準備をしようとする人びと

の要望にそって，研究所開所と時を同じくして昭和34年4月に公開

講座が開始された。本講座は簿記講座（1級簿記検定），税理士受験

講座，公認会計士2次試験受験講座に区分…，初歩から完成までを指

導します。

当時の公認会計士講座の担当者は政経学部長を務める森垣淑が経済学，

商学部長を長らく務めた小林末男⑥が経営学（その後伊藤善朗に引き継が

れる）を，その跡を継いだ商学部長嶋和重が財務諸表論を担当している。

税理士講座では右山昌一郎が所得税，石田八郎が法人税，相続税を和知

弘昇，そして嶋和重が財務諸表論，三代川正秀が簿記論を講じていた。

（日商一級）簿記講座は会計学が三代川，商業簿記が西村で，のちに簿記

二級，三級講座ができて，高等学校教諭の経験者である鬼形功，金山一隆

が担当，総勢20余名の体制でした。

学部・大学院からの教育委託

� 税理士講座

大学院商学研究科並びに経済学研究科には税理士試験の一部科目受験免

除の特典があったことから，昭和40年代の各研究科は毎年30名ほどの一

部免除者を輩出していました。このことが税理士の粗製乱造につながるの

ではと危惧されたので，専門的知識は大学院で教授し，実務に必要な税務
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計算や申告書作成実務については研究所の税理士受験講座を受けさせるこ

とで国税庁も了解していた。その後，他大学もこれに準じて講座を設けた

ようです。

このシステムが定着して暫くしたころ，経済学研究科で財政学を担当す

る教員が「研究所の受講認定を受けない者は免除申請を許さない」とする

大学院の申し合わせは違法であるから，講座を受講せずに直訴してみては，

と院生をけしかけるに至った。

このことが受講認定制度を破綻させてしまったばかりか，平成13年の

税理士試験制度の改革で，大学院修了者に対する科目免除特典を縮小させ

て会計並びに税法の試験科目のうち必ず一科目は試験に合格しなければな

らないとする法改正がなされた。そこまでして特典を得るぐらいなら，全

科目の受験合格を目指そうとする者が増えて大学院で学ぶ魅力を失わせて

しまいました。さらには，税法科目の免除を認めてきた「財政学」がこの

特典の対象から外されました。

� 学部簿記再履修講座

商学部の期待する教育像は，商人，とくに商社マンを理想の姿としてき

ました。海外で働く商人に語学力と帳簿記帳能力を身につけさせることが

建学以来の教育目標でした。そこで毎年多数生じる再履修学生の教育機関

として，「語学」については語学研究所4）が，「簿記」については経理研究

所が学部の委託を受けて単位認定講座を開いていました。

各種教育活動

� 日商簿記講座

商工会議所簿記検定の受験会場に拓殖大学（文京・八王子両キャンパス

で実施）があてられるようになったのは当時の西村所長の努力でした。多
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くの学生がチャレンジし，二級，三級に合格して次のステップに進みまし

た5）。商学部に会計学科ができるころから合格率の低迷が顕著となりまし

た6）。それが理由であったのか，昭和54年から実施してきた検定試験の会

場を平成27年には返上するそうです。

会計士試験に毎年トップの合格者を輩出する大学の悩みを聞いたことが

あります。会計士志望者は大学入学とときを同じくして，相当高額な受講

料を一括納入して専門学校に通い，学内の大学生活は謳歌せずに卒業して

しまうそうです。こうして国家試験に合格して実務研修を経て就職するこ

とから，大学の教育・研究の後継者が育たないという趣旨の話でした。

このような経済的余裕のある学生は本学には少なく，経理研究所の廉価

な受講料を，それも支払免除の研究所奨学生の特典を生かして勉強しよう

とする学生たちです。

彼らの中から研究所の講座を利用して資格を取ろうという同好会「経営

経理研究会」ができ，上級生が一年生に初級簿記の指導をしていました。

その発端は40年ほど前のこと，税法研究会の会長であった紺野晴郎（福

島県内で現在税理士開業）が3年次の夏に税理士試験を受けることから，

研究会恒例の夏合宿に出られなくなったそうです。そこで研究会を退会し，

同好の志を集め，その年税理士試験「簿記論」に合格したと聞いています。

また，大原簿記学校主催の全国大学対抗簿記大会「パチョーリ賞」を目指

して切磋琢磨していた学生も多かったようです。

他方，税法研究会が主催する八王子税務署出前の「税を考える週間」

（11月開催）の講演会も昭和54年に和知弘昇先生（本学税法学担当）の

努力で実現し今日も続いています。

専門学校による職業会計人養成が最盛期を迎え，受験志望者がこぞって

通うようになると，専門学校の高額な受講料を払えない学生や地域住民が

研究所の会計士や税理士講座に細々と通ってくるところとなりました。ち

なみに平成10年度の税理士講座年間受講生数は学内外を通じて82名7）で
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した。

開所以来43年続けてきたこれらの講座が平成15年度に突然消えました。

講座を取り纏めていた教員が受講生の少ないことを理由に新任の研究所長

に閉講を申し出たようです。長い歴史のある講座を所長の独断で閉鎖する

ことができないことから商学部（長）の意向を聞くようにその教員に指示

したと聞きます。しかし，学部には，所長が実業界の人脈を駆使して「経

営塾」を開きたいと言っていると伝えられて，長い歴史を閉じてしまいま

した。研究所発足の動機が学生支援であっただけに，この担当教員の発言

は痛恨の極みです。

� 電子計算機講座

研究所に活気がみなぎっていたころは会計教育だけではなく，多岐にわ

たる活動をしていました8）。そのところを，当時研究所の事務方としてか

かわった高山好正氏の随筆『春秋記』（鳳書房2002年）から拾ってみます。

昭和47年に本学初のコンピュータがE館二階に据えられて，その

翌年全国の「高校の先生を対象にしたコンピュータ教育がこのLL教

室で行われた。…講師は後藤玉夫先生④⑦を中心に，小原博，立川丈

夫，遠藤幸男講師らが，テレビ画面に細かい数式などを映し出して説

明していた」9）と素描しています。

会計人会の教育支援

� 販売士講座

職業会計人となった卒業生たちが研究所を精力的に支えてくれました。

大学創設70年の節目となる昭和44年に拓殖大学会計人会10）が発足し，会

長に日本税理士会連合会長前田幸蔵氏，副会長に公認会計士の中西豊平，

税理士の平林恒博，公認会計士の堀江康夫の各氏が就任しました。この会
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の中核となったのは三代川正一②のもとで育った職業会計人250余名の集

り「三水会」でした。前出の髙山氏は会務について次のように書き残して

います11）。

この会の主な活動は，会員の資質向上を目指した研究会の開催，及

びその研究内容などを『会計人界』（たしか年二回発行）という雑誌

に発表すること，それに販売士資格取得講座の開講と会員間の親睦を

図ることであった。…この会の活動の中で一番盛況だったのが販売士

受験講座だった。…本学学部生を対象にしたもので（筆者挿入：法政，

学習院，跡見などの周辺大学からも多くの受講者がいた），毎年秋に

統一試験があり，それを目指して六カ月ほどの講習と集中講義があっ

た。講師は本学商学部の教員と外部講師が受け持ち，かなり熱のこもっ

た講義をしていた。受講生のほうも二級，三級合わせて毎年五百人ぐ

らいだった。この講座は四，五年続いたと思うが，何かの事情で一年

間開講しなかったことがある。一年後に再び開講したが受講生が激減

し，それがもとで昭和59年以降は閉められてしまった」。

� 珠算競技会

戦前から続いていた在学生たちの会計学研究会が関東地方の商業学校生

を招待した珠算競技会を主催していました。会計人会はこの活動を支援し，

また現在の研究所奨学論文の先駆けとなる奨学論文を募り，創立記念式典

の席上これを表彰していました。

その後，この会計人会は人事を巡って混乱し，消滅しました。その事情

を高山氏は，「会の運営は，副会長の三人が合議で決め，これを会長が了

承するという形であったが，どうもこの三人の仲がしっくりいかず，…い

くらごたごたが続いても会長が一声発すると，今までのことがなかったよ

うに万事ことが運んだ」12）と言う。どうも人間関係のもつれにあったよう

です。
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教育支援から研究支援へ

長年研究所の運営とその教育に携わり，昭和62年から平成3年まで所

長を務めた嶋は「初期の経理研究所は，学部並びに大学院の会計学・租税

法の教育と連携しつつその充実のために非常に重要な役割を果たした」13）

が，所長として「在任期間中最も重視したのは，経理研究所本来のあり方

として，学部の研究拠点としての役割を発展させること，すなわち研究支

援活動をさらに活発化することでした。そのために所員としての先生方が

主体的に研究所への帰属意識を強くして頂くことが必要と考え，運営は常

に所員会議において意思決定し…研究会は毎月…徹底した論議を行うこと

をまず実践していこうと考えました。…実質的な議論の時間を多くとり，

その後懇親を兼ねて一杯飲みながら続きを，ということが多かったと思い

ます」14）と当時を振り返っています。

その後開所40年を迎えた折の小原所長も「大学は，教育，研究，社会

還元などがその使命となるが，当然のことながら，研究所であるから研究

がその本流にあるべきであろう」15）と述べていることから，このころに研

究所の機能の重点移動が起きたようです。

平成19年に会計学科が商学部に開設され，これに合わせて，学部付置

の「会計教育センター」（現会計学習支援室）ができました。検定簿記の

受験経験がない，工業簿記・原価計算などの幅のある知識の苦手な教員は

センターの管理運営を大学院生（TA）に任せて，センターに集まる学生

と交わることはほとんどなかった。

他方，研究拠点となる図書室は，新たに入所した研究員らはその存在す

ら知らず，また関心もなかったことから，キャンパス再開発事業にともなっ

て，平成26年に解体されて閉鎖しました16）。こうして知恵を蓄積する場

も失った研究所の機能は，形式的な月例研究会と僅かな研究資金の配分機
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関となり，これらの成果を掲載する紀要編集の場所と化しまった。

む す び

先の田中弘氏の憤りとも最近の会計世界を達観した話に戻しましょう。

現今の会計（学）は投資家や経営者のための用具ではなくして，身勝手な

投機家の企業評価に資する用具のようです。これは金融資本を代弁するロ

ビイストに誘導された会計士団体と研究室に閉じこもってあるべき会計を

極めようとする研究者の責任です。こうして出来上がった規範は会計思考

ではなくして，情報理論とファイナンス理論を駆使した得体のしれない枠

組みです。その発信元であるアメリカの会計施策の失敗を，いちいちルー

ル化した国際会計基準が世界中の会計界に不必要な改革とコストを強いた

のです17）。

こうしたなか，故武田隆二神戸大学名誉教授は会計が実践される「場の

条件」18）を主張されていました。欧米の契約社会の場，大企業の多国籍企

業の場，中小零細の場によって，それぞれ会計は実践を異にするのである

から，一律に規制すべきではないと主張されたのです。また，最近では行

き過ぎた公正価値に対する反省の論調がみられるようになりました。研究

所の歴史という本稿の文脈から離れて田中弘と上述の武田隆二の主張を引

用してきましたが，賢明な読者諸氏には会計実践の場と同様にそれぞれの

大学研究所の立ち位置の相違がお分かりいただけると思います。

研究に専念される研究者の場は理解しますが，本学の教育の場を考えた

時には先人が積み重ねてきた教育システムをいとも簡単に抹殺する無神経

さに驚かされます。大学のすべての「研究所」が理化学研究所のような国

家予算を消化し，純粋真理の培養を求める場である必要はないのであって，

その大学の置かれている現状に即して学生を中心に据えた教育の場であっ

ても，また研究者へのニーズ提供の場であっても，敢えて言うなら学生・
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教員・卒業生の親睦を軸とする研究の場であってもよいのではなかろうか。

本学の教育の場に立ちかえって学生の能力を伸ばすことを考えたとき，

八王子校舎という場所柄，専門学校は立川か，町田にしかなく，千葉方面

の学生は通学の途中水道橋に通う者もいたが，ほとんどは経済的，時間的

余裕が持てない学生たちです。とくに平成19年4月に開設された会計学

科の教育目標は，資格を求める学生への確実な合格支援にあったが，現状

（脚注6に示した「会計教育センター報告」）のままでは大志を抱いて入学

した学生たちが哀れである。片意地を張った「一年次からの簿記を必修科

目として学習し，1年次終了までに日商簿記検定2級合格，2年次終了ま

でに1級合格を目標に」という会計学科のキャッチフレーズを取り外さな

ければ，商学部の「品質保証」が地に落ちかねない。

ある時期「経営研究所」だとか，「経理研究所」という名称で学生と教

員の切磋琢磨する機関の設立がブームとなりました。中央大学をはじめと

する古参の大学はどうされたのであろうか。それらの研究所の現況を知り

たい。ぜひともご意見を伺い，自ら資格試験を求める学生と研究者がとも

に満足できる「場」を商学部に構築していただけることを願う。

経理研究所と同様な役割を担って創設された語学（言語文化）研究所は

現在，文京キャンパスで火・水・木曜日の午後7時から8時30分にわたっ

て，18か国の言語の初級・中級・上級講座を展開し，語学力を身に着け

ようと通う学生や市民へのエレガントな教育・交流の場に変身しました。

今は昔となった半世紀の間に降り積もった，歴史の薄皮を剥がすように

書き綴ってみました。これをもって，研究所への拙い想いを締め括りたい。

研究所のみなさん，ごきげんよう，さようなら。

1） 昭和43年のころ，佐藤勘助先生の「経営経理特論」を専攻していた院生並び

にその修了者が先生を囲む会「きかん会」を結成した。その折の「会報第1号」
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に掲載した先生の挨拶文がある。なお，青山先生は「経営財務特論」を担当し

ていた。

鬼の勘助を囲む会というのである。「鬼の勘助」即鬼勘「きかん会」とい

うことらしい。私自身は鬼のような行為に出たこともないし，そんな気持

ちは生来持ったことがないのだから，鬼の勘助とは冕罪も甚だしい。既に

大学院を修了した誰かが…院生に対する指導態度，採点評価が厳しいこと

から，仏心がない，従って鬼のようだといった者がある。そんなところか

ら発現したものらしい。…

なお，先生の御経歴や逸話については三代川正一稿「佐藤勘助先生を偲ぶ」

『経営経理研究』No.47が詳しい。

2） 三代川正秀稿「会計学の系譜 拓殖大学経営経理研究所創設50周年記念

に寄せて 」『経営経理研究』No.88.

3） 三代川正一稿「創刊のことば」『経営経理研究』No.1（昭和43年10月）p.1.

4） 拓殖大学創立百年史編纂専門委員会編『拓殖大学百年史 部局史編』（ぎょ

うせい 平成14年）p.405.

学部の必須科目である英語や第二語学の単位を取得できない者に対しては，

追試験あるいは翌年再履修させるのが一般的な方法であるが，本学の場合

にはその数が多かったために正規の授業に組み入れることが非常に物理的

にも困難であった。そこで正規の授業と切り離して語学の再教育をしよう

という考えから誕生したのが，この語学研究所の再履修講座の始まりであっ

た。

5） 平成10年に本学で開催された日商簿記（年二回）の受験者数は八王子年間

累計218名，文京同200名，うち一級受験者は各々3名であった（出典：上掲

『拓殖大学百年史』p.397）。

6） 平成25年度「会計教育センター活動報告書」よると，平成10年と比して，

受験生が激減し，平成22年度（年三回）の受験者276（うち1級8）名，23

年311（1級9）名，24年248（1級2）名，25年384（1級2）名，それぞれ

の1級を除く年度の平均合格率は18（全国平均33）％，22（同41）％，17

（同36）％，15（同33）％と全国平均の合格率の50％でしかない。

7） 拓殖大学創立百年史編纂専門委員会編『上掲書』p.395参照。

8） 研究所が再履修講座や受験講座を持ち，図書室の整理などの事務もあったこ

とから，茨木，望月，矢野らの事務長と，小堀，檜森，杉本，そして田島らの

事務職員がいて，研究所としては大所帯であった。

9） 高山好正著『春秋記』（鳳書房 2002年）pp.47�48.

10） この「拓殖大学会計人会」が成立する15・6年前に，在京の税務署に勤める
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者と職業会計人が「税拓会」を結成し，年一回程度の親睦を図っていた。会長

は真下政治，村島鉄太郎，桜井勉氏と代わった（出典：三代川正一稿「発会に

際して」『会計人界』創刊号［拓殖大学会計人会］1969，p.4参照）。

11） 高山好正著『前掲書』pp.72�73.

12） 高山好正著『前掲書』p.72.

13） 嶋和重稿「創設50周年を記念して」『経営経理研究』No.88p.24.

14） 嶋和重稿「上掲あいさつ文」『経営経理研究』No.88p.27.

15） 小原博稿「経営経理研究所創立50年を祝す」『経営経理研究』No.88p.30.

16） 研究所書庫の閉鎖については拙稿「経理研究所の昨今」（拙著『みち草』）に

その顛末を納めたが，平成10年ころに手狭になった書庫収容の解決策として

単行本の八王子図書館へ移設に始まり，ルネサンス事業に伴う商・政経学部の

文京回帰によって，キャンパス内の収容能力を失ったことにある。

17） 田中弘稿「会計学の黙示録」『税經通信』2011年12月号p.50参照。

18） 武田隆二稿「企業会計基準の改訂への提言」『税經通信』2009年 1月号

pp.22�23参照。

略 歴

昭和19年7月18日 東京都世田谷区三宿に生まれる。

昭和38年3月 東京都立白鴎高等学校卒業

昭和39年4月 拓殖大学商学部経営学科入学

昭和43年3月 拓殖大学商学部経営学科会計コース卒業

昭和45年3月 拓殖大学大学院商学研究科修了

昭和46年10月 税理士登録

平成13年10月 明治大学大学院より経営学博士号授与

（論文博士「日本家計簿記生成史論」）

昭和45年11月 拓殖大学経理研究所講師

昭和47年4月 拓殖大学商学部非常勤講師

昭和49年4月 拓殖大学商学部専任講師

昭和51年4月 拓殖大学商学部助教授

昭和61年4月 拓殖大学商学部教授（平成27年3月まで）
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平成11年4月 日本大学法学部非常勤講師（平成24年3月まで）

平成13年12月 中小企業診断士試験口述委員（平成22年12月まで）

平成15年4月 拓殖大学商学部経営学科長（平成19年3月まで）

平成19年4月 拓殖大学経営経理研究所所長（平成21年3月まで）

平成21年4月 拓殖大学商学部長（平成23年3月まで）

平成22年4月 拓殖大学副学長（平成25年3月まで）

研究業績

著 書 『営業報告書制度論』税務経理協会（1984）

『財務会計総論』 〃 （1994）

『日本家計簿記史』 〃 （1997）

『辺境会計への史的展開』拓殖大学研究叢書（2006）

『テキストブック財務会計』DTP出版（2003）

『会計の基礎と展開』DTP出版（2005）

『カレッジ・ブックキーピング』DTP出版（2005）

翻訳書 『O.テン・ハーヴェ著 会計史』税務経理協会（1987）

『新訳 会計史』税務経理協会（2001）

共 著 『基本簿記』税務経理協会（1997）

『我国パチョーリ簿記論の軌跡』雄松堂（1998）

『基本会計』税務経理協会（1999）

『企業と環境』税務経理協会（1999）

『会計学の諸相』白桃書房（2008）

辞 典 『経営行動科学辞典』創成社（1987）

『現代商業・流通辞典』中央経済社（1992）

『現代消費生活経済辞典』税務経理協会（1996）

『現代会計用語辞典』税務経理協会（1999）
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�論 文〉

日本のエネルギー資源貿易政策（15）

米国QEドル政策の転換と

国際石油市場の変容

武 上 幸之助

要 約

国際石油価格が下落した2014年末，FRBは，これまでの量的緩和QE

（金利引下げでなく当座預金残高量を拡大させることにより金融緩和する

政策：即ち米国のインフレ輸出政策）を，政策転換して金融引き締め政策

を実施することとなった。また2015年初には順次ゼロ金利政策も転換，

見直しされる。このドル政策の引き締め転換は，石油市場価格に，ドル高

（円安），またドル金利上昇を見越したドル債券投資，国際石油市場からの

ドル供給減少，市場信用取引収縮というデフレを呼込んだ。ドル通貨供給

総量引き締めによる米国への還流により，中東，アジア，日本，また新興

国などからも投資資金の引揚げが本格化すると，外貨準備ドルの緩衝バッ

ファーの乏しい石油輸入依存国は急激に国際収支も悪化する。90年代ア

ジア通貨危機は米国のドル供給過剰が創出したインフレ輸出により，各国

は貿易基軸通貨であるドルを通じて，通貨価値減価（通貨毀損）となるデ

フレに見舞われた。

石油価格を論じる場合，ドルを基軸とする取引通貨の担保保証として，

国際主要商品市場では，ドル信用により先物決済が行なわれており，特に

石油はキャッシュとしてデリバティブ他，金融債券，証券に組み込まれ二

次，三次信用創造と現物，原資価値をはるかに越えて取引され，しかもそ

の市況は決済通貨ドルの価値変動により，大きく影響を受けるという価格

決定メカニズムの支配下にある。現在，国際決済通貨ドルは，米国内でも



問題意識

石油製品の市場価格需要弾力性は，その上流部門では極めて小さく，下

流部門では相対的に大きくなる事から，近年の米国シェールオイル輸出の

開始，また生産カルテルOPECの生産量保持など，特に前者での供給拡

大の動向が国際石油市場WTIでの石油製品価格の下落に結び付いたとの

一般的理解がある。これは資源価格は実態需給変動の範囲内の値動きであ

るとの考えによるが，相対的な供給過剰要因が，継続すれば，国際生産カ

ルテルであるOPECの価格意思決定が，市場価格決定要因として今後，

大きくなると考えられる。これはスウィング・プロデューサーとして

OPECが意図する思惑通りの市場戦略である。

だが実需をはるかに越えた仮需要により価格変動が急激化する場合，現

在の市場価格動向から見ると，石油製品は，世界経済成長に必需要因とな

る石油製品限界量が極めて大きい事由から，相対的に値上り傾向が長期に

渡って継続し，その結果，投資利益比率（ROI）が極めて高い，投資資金

を誘引するコモディティとして金融商品の市場キャッシュ性を取り込んで

きたと理解される。

石油価格が1980年代から2000年代まで20年間に及び低迷し，2000年

代から新興経済国の資源需要の高まりから急速に価格上昇してきたとする

一般的理解は，石油製品の基礎的価格決定が実需要因に基づくとするもの
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であるが，一方で，石油価格市場は，ほぼ先物商品相場においてドル信用

決済により成長してきたことから，この石油価格低迷期には，米国のドル

緊縮デフレ政策が採られ，米国内へのドル供給還流が各国に通貨危機を引

き起こし，また石油高騰期にはドル供給緩和インフレ政策が採用されてき

たという経済的背景を考察すると，現在の米国QE政策からのドル引締め

政策転換が，今後及ぼす石油価格動向は，ドル高と石油価格下落に留まら

ず，各国需要国における通貨価値下落，毀損つまりは米国のデフレ輸出と

いう世界市場でのドル信用収縮にも結び付く通貨価値毀損の懸念要因も決

して小さくはない。

石油製品の主要決済通貨が合衆国ドルであることで，ドル通貨価値下落

は，石油製品の価格低下を招くが，石油価格低下はデフレ・スパイラルを

招くことにもなる。長期に渡った低利子率の及ぼす通貨価値低下，即ち利

子率革命の進行するデフレ経済下，現内閣府はインフレ・ターゲットを

1.9％とするなか「円安傾向にある現在，石油価格下落は，国内価格でも

石油価格低下となることから製造コストの相対的引下げになり日本の景気

にとって有利」と解釈するが，もはや実需給要因だけでは決定されない国

際石油市場では，オイルダラーの米国への還流が及ぼすドル信用伸縮が，

大きな経済リスクとなっている懸念をここで喚起したい。

1．国際石油市場でのドル信用収縮

1�1 国際石油市場での石油価格構造の変容

90年代から2000年代は，軟調に推移した石油市場価格であったが，

2007年に入ると新興経済国の台頭と共に拡大する石油需要が，2014年に

至るまで，長らく国際石油市場での価格上昇を招いてきた。

これまで世界最大石油輸入，需要国である米国において，シェールオイ

ル開発と増産が本格的に開始された事により，一転して石油輸入減少，逆
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に輸出国となり，国際石油価格WTIは一転して下落した。

米国の石油貿易市場では2010年ピーク（日量120万BRL）に達してい

た米国の石油輸入が，2014年末から急激に縮小し，逆に米国内シェール

オイルおよびコンデンセートの輸出が同年から開始され，米国が戦前以来

の石油輸出大国に立ち返り，世界市場は供給過剰状況となった。

ここで生産国間カルテルOPECが，この米国輸出に対してシェア獲得

の為の対抗手段とも言える生産増加（2014年11月27日OPEC総会公表）

に踏み切り，更に量的供給量を増加させるに至り，国際石油市場では需要

の価格限界性を超え，「資源安ショック」とも呼称される石油価格下落を

もたらした1）。

またOPECでは，現在の供給過剰が進み，1バレル20ドルにまで価格

低下した場合があっても減産には踏み切らないとするサウジ石油相の石油

生産シェア拡大優先政策を主張し続けている2）。

一方で2014年末，非在来型米国内シェールオイル生産企業は，もし1

バレル60ドルにまで価格低下するとすれば，経営リスク極大化を迎える

として，減産，廃業に追込まれる事例も生じてきた。さらに2015年1月

13日にはWTIが実際に45ドルを下回り，エクソン，アルコア他，資源

安により急激に経営収支を悪化させる大手石油，資源企業も現れ，石油業

界には，大きな衝撃が問題となっている。また東京工業品取引所TOCOM

でも今後の原油先物価格市況を低下傾向と方向付けを行っている3）。

この状況について，日本の各研究機関は，石油安に伴う，経済成長のコ

ストアップインフレ要因の後退で，日本景気へは，プラス効果を生むと好

感する一方で，米国研究機関では「資源安により世界的デフレからの脱却

を困難視する」との報告もあり，原油安の理解には専門家により，真逆の

理解が生じている4）。

本稿では，石油製品のキャッシュ化を問題点とし，石油需給の実需と仮

需要面では，市場要因が異なり，実需給の変動を上回るドル投資の仮需要
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面の要因を分析の柱とする。

仮需要面では，米国インデックス・ファンドが，そのファンド構成を組

み替える動きが加速化しており，石油価格反転をにらんだ思惑投資が進ん

でいる。また東商取の原油に投資資金が流入加速化している「金融商品を

経由，建て玉1年ぶりの高水準」日経新聞2015年1月15日）等の市況反

転を思惑とした先行投資も活発化している。例えば東証上場ETN上場投

資証券は2014年12月に前月11月の取引高の16倍，98万口を集めてお

り，「原油先物（野村ブル）」減価（2014年 1月 14日 1キロリットル

36320円で6年ぶりの安値，これは5年過去平均の3割安）に対し，建て

玉（1枚50キロリットル）が3割強を上回り2万枚を越えている（特集

「東商取の原油に資金流入」日経2014年1月15日）など実需とは背反す

る価格動向がある。これら石油製品市場の仮需要，投資行動に最も影響を

与える要因は，合衆国ドルの政策合意であろう。

上掲，2007年からの石油市況の長期高騰化，一転して2014年末からの

市況急転の状況には，米国のドル政策QE実施とパフォーマンスが背景で

律しており，ドル政策を通じた米国のインフレ・デフレ輸出が，石油とい

うドルとリンクし，市況に担保価値付けられてきた金融商品の価格に影響

を与え，価値変動しているのである。先の「資源安により世界的デフレか

らの脱却は困難となる」との報告は，この問題に指摘を加えたと考えられ

る。

1�2 金融商品キャッシュ化とドル量的金融緩和政策（QE）の影響

世界最大の貿易財は取引物量，金額においてでも米国における石油輸入

であり，国際石油価格指標WTIは，その本来は米国内石油価格指標であ

るが，米国内石油市場取引が，そのまま，石油取引の基軸通貨ドル・リン

クによる世界石油価格市場と国際信用市場を形成している。即ち，石油製

品は，主な市場マーカーではドルでしか取引できず，その主要取引，国際
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決済通貨は一国通貨の合衆国ドルであり，国内価格指標WTIが国際価格

指標となり，ドル先物取引による信用取引が，世界経済最大の金融信用市

場を構成する市場要因の背景がある。

石油価格市場では，この決済通貨ドルの信用創造が，米国一国の政策判

断で実施され，国際信用市場に大きな影響を与えている。

石油価格が急転下落した2014年末，FRB（連邦準備制度理事会）が米

国金融のこれまでの量的緩和QE（金利引下げでなく当座預金残高量を拡

大させることにより金融緩和する政策：即ち米国のインフレ輸出政策）を，

政策転換して金融引き締め政策を実施することとなった。また2015年初

には，順次ゼロ金利政策も転換，見直しされる。このドル政策の引締め転

換は，石油市場価格に，ドル高（円安），またドル金利上昇を見越したド

ル債券投資，国際石油市場からのドル供給減少，市場信用取引収縮という

デフレを呼込んだ。

従来，米国は国内景気がデフレの場合，ユーロダラー，オイルダラー，

アジアダラーそしてオイルマニーなどと呼称される海外に撒かれたドルの

価値を下げて（米国民主党の政策標語でもある「弱いドル政策」），量的緩

和政策を実施する。一方，国内景気がインフレになると（「強いドル政策」

を採用），ドルの量的縮小政策に転換する。この米国の一国通貨ドルが，

国際通貨として全世界の対外資産，外貨（即ち国富）の基礎となっている

ことから，米国内のインフレ／デフレを，間接的にドルを通じて輸出・輸

入をおこない，世界の主要ドル為替相場を米国内景気の調整弁とすること

がかつてからFRBの政策の根幹にあったといえる。特に長らく石油市況

高騰化の背景にある投資仮需要は，このQEによる豊富なドルの供給によ

り投資資金が，標榜する米国の「ゼロ」金利政策で，市場に投入されたこ

とから生じている。

今回のドル供給量的引締め政策に先行したQE1～3を概観すると表1�1

のようになる。
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QE3の終了と共に石油市況は急転して下落，債券，S&P500株式他

も急落し，米国市場は混乱となった。日本においてもG7（8）の為替政

策合意があったものの，急速な円安となった。

2014年末，連邦公開市場委員会（FOMC）により，事実上のゼロ金利

政策を，2014年終盤から2015年半ばまで延長することが追加公表された

が，FRBの政策実施する引締め方針が，今回，市場で大きな負の影響を

及ぼしたことにより修正されたこととなる。

この各QEの及ぼしたドル価値変動を米国フォレックスライブ社テクニ

カルデータで見てみると以下のようになる（図表1�2）。

各QEの実施においても政策効果は，かなり異なる。QE開始時にはS

&P500はかなり上昇しているものの，QE1に比べQE2では逆に下落幅

が大きくなっている。次いでQE3の上昇幅そして，量的緩和期間をみる

と，ほぼ効果が現れていない。

S&P500と同様，QE1では大きなインフレ効果が実現されたものの，

QE2では縮小，QE3では効果がマイナスとなっている。次に各主要国の

ドル為替レートには，多大な影響があり，各通貨暴落率ではユーロ，カナ

ダドル，インドルピー，インドネシアルピア，英国ポンドなどで平均3～
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表1�1 QE1・QE2・QE3の期間と規模

QE 期間
供給規模①

（米国債TB）

供給規模②

MBS

供給規模③

その他
合計 備考

QE1 08年11月

～10年6月

米国債

3000億ドル

MBS

1.25兆ドル

その他

1,750億ドル

1.725

兆ドル

QE2 10年11月

～11年6月

米国債

6000億ドル
― ―

6000億

ドル

QE3 12年9月

～2014年末

買い取り規

模，月額

400億ドル

― ―

約3兆

ドル

＊オペレー

ションツイ

ストと並行

（出典） 連邦公開市場委員会（FOMC）公表データより作成



5％までマイナス効果（通貨価値下落による価値毀損）が生じている5）。

QE1もQE2も終了とほぼ同時期にダウが低下した。QE3も縮小が続

いており，2014年の10月頃に終了した。米国ではQE1を停止した後，

金融危機の再発や，景気回復の持続性の問題からQE2を実施した。QE2

を停止した後も同様，結果的にQE3に追い込まれた。

量的緩和の開始は，余剰資金を創出，金利が下がり，現物商品投資，ま

た株式相場上昇を招く。量的緩和の終了は，逆に株や商品などの相場には

マイナス影響を及ぼす。QE2の終了した5月下旬から7月にかけてQE3

の規模縮小観測により世界の金融市場は，株安，債券安（金利高）のダブル

安となった。また，多くの新興国では，通貨安を加えトリプル安となった。

この10年近くに及ぶ実質上のゼロ金利政策（利子率革命）は，ドルを

決済通貨（基軸通貨）とする各国に通貨の毀損を招き，通貨価値の下落を

招く事となる。
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図表1�2�1 各QEの及ぼしたドル価値変動の推移（S&P500）

（出典） www.forexlive.com及びhttp://www.forexlive.com/technical-analysis/
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一方，QEの膨大な財源は，これら各国に与えたデフレ効果から得たフ

レーミング効果の成果である。日本の失われた10年といわれる平成複合

不況の根幹には，円高（ドル安）の為替問題が背景となっており，米国の

インフレ輸出，日本のデフレ輸入によって日本の失った国富（外貨準備高）

は，米国へ還流し，新興経済国のMNC（多くは米国で資金調達）へ流れ

たと推察できる。

現在FRBは，毎月850億ドルの資産を買い入れしてQE3を強化して

いる。既に実施したQE1とQE2，そしてQE3により，QEの残高は約2

兆ドル規模に増加した（図表1�2�4）。

ここで注意すべきは，米国銀行および信用状などドル信用を利用した決

済ネットワーク上の各国貿易コルレス銀行が直接，間接的にFRBに預け

る預金，即ち準備預金であり，この準備預金の残高蓄積がQEの原資とな
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図表1�2�2 各QEの及ぼしたドル価値変動の推移（ドル・エクィティ）

（出典） www.advisorperspectives.com
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図表1�2�3 各QEの及ぼしたドル価値変動の推移（為替レート）

（出典） blog.goo.ne.jp

（出典） Haverより，りそな銀行作成

図表1�2�4 QE1，QE2，QE3の準備預金の残高増加



る。中央銀行FRBは意図してQEを用いインフレを生じさせ，高金利，

高利率投資に資金需要を向かわせる。QE3は，各国金融機関にドル貸出

やドル債券投資を積極化させて，民間資金需要を喚起，リスク選好（Hunt

forYield）し，インフレを加速させることを意図するものである。

1�3 QEとコモディティ価格の影響

ここで，特に米国の量的緩和（QE1,QE2）がコモディティをはじめと

する商品市場に及ぼした影響について，2009年から2011年までのコモディ

ティの先物取引価格の指標（CRB-CCI）の変動と量的緩和をめぐるFRB

の動きを概観する。

ロイター・ジェフリーズCRB指数（CRB-CCI）はエネルギーや貴金属，

農産物などのコモディティ指標であり，代表的な国際商品指数の一つであ

り，主に米英の商品取引所で取引されている原油，天然ガス，とうもろこ

し，大豆，砂糖，金，銀，ニッケル等の各先物の取引価格から算出されて

いる（図表1�3）。

QE政策実施と商品市場の動向を追うと以下の様になる。2010年QE2

を開始する11月に先駆けて，商品市場・株式市場は上昇を開始。同年6

月QE2を予定通り終了することが公表，QE2の延長を期待していた市

場は実際にQE2が終了する前に下落へと転じた。2011年9月のFOMC

では，QE3を発表するのではないかとの期待が一部であったようなのだ

が，QE3は見送られて，その後，商品市場・株式市場は大きく下落した。

量的緩和と期待・予測が商品市場に大きな影響を与えていることは明らか

なように思われるが，以下，各箇所コメントを加えるとすると，「①コモ

ディティ価格の高騰は新興国の需給，中東情勢等を反映しているといわれ

るが，少なくともこの期間においては，指標上ではそのような影響を確認

する事が出来ない。この指標を構成する個別の指標（例えば原油価格

（WTI））においても，量的緩和に関連するFRBの動きがこれだけはっき
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りとコモディティを広く網羅した指標上で見て取れるのと比較すればその

影響の度合いの小ささは明らかである」。「②FRB以外の先進国中央銀行

の金融政策についてもその影響が指標上で明確には確認できない。この指

標自体は主に米国の商品取引所における各商品の取引価格をベースとした

指標であるのでFRBの影響が大きくなる傾向がある事は確かであるが，

為替で見ればドル／ユーロは乱高下があったものの2009年初頭と2011年

末ではほぼ同じレンジに戻ってきており，ドル減価にも関連する」6）。

「本来であればコモディティ価格は主として需給要因によって左右され

るものであるはずだが，金融商品化した現在のコモディティ市場はヘッジ

ファンド等の「投機」先の一つとなっており，金融政策に反応して需給の

変化に関係なく大きく変動するようになっている。つまり金融緩和が同時

―48―

（出典） http://thomsonreuters.com/commodity-indices/StockChartcomより引用

図表1�3 CRB-CCI



にコモディティ市場に対する押し上げ要因にもなっている」7）。

IEAによると4）商品価格の高騰の要因は一部に「投機」によるものとし

ている。これを「貨幣価値の毀損」からみると「金融緩和による貨幣価値

の毀損は，供給が容易に上昇しないものについては大きく毀損し，供給が

過剰なものについてはあまり毀損しない。これは賃金に対する資源・食料

などの相対価格が上昇するということであり，この予測は更に投機資金の

流入を呼び込み，価格高騰を後押しする。」一つの問題はこれがドルとい

う基軸通貨で起こった場合，ドルだけでなく殆どの国の貨幣が同様の「貨

幣価値の毀損」の影響を受けることだろう。自国通貨がドル連動で価値が

毀損すればコモディティ価格が上昇し，これを自国通貨高（ドル安）で相

殺すれば輸出企業が損失を受けることとなる。

2章では，ドル政策と国際商品市場との関連性について，改めて総括し

てみる。

2． 石油製品市場価格と米国ドル政策

2�1 石油製品の市場コモディティ化とQE

2000年代から国際金融市場では，資源商品の金融商品（キャッシュ）

化が進み，供給過剰となった投資ドル資金を呼込み商品市場価格上昇が顕

著であった。極めて高水準のROIを持つことから石油製品は，最も市場

コモディティ化の進んだ投資商品の一つであった。

象徴的に国際石油先物市場WTIの運用資金は1兆5,000億ドルを越え，

実態経済をはるかに上回る投資仮需要が，さらに信用拡大を生み，その結

果，投資を合理付けする高利子率を長期間維持していた。

だがQE政策によるドル資金量が市場に供給過剰になると利子率が長期

的に低下しデフレ経済となる。そこで2014年合衆国ドルの金融引締め政

策が打出され，インフレ政策に舵取りされると，これまではドル流入によ
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る過剰流動性から高値留まりであった国際石油市場において，急速に仮需

要投資資金に対する信用収縮が生じ，QE3の終了時には，投資限界効用

が一転して2014年10月ころより，石油などキャッシュ市場商品の急激な

値下がり状況となった。

ここで触れておきたいのは，このQEの実施された約10年間に渡った

低金利政策が及ぼすドルの通貨価値毀損の問題，即ち利子率革命である。

2�2 利子率革命とドル減価

2008年リーマン・ショック以降に経済が持ち直した米国は，ドル量的

緩和政策を2014年に終了した。2015年半ばには事実上のゼロ金利を解除

し，ドルの利上げに踏み切る。

だが一方で世界貿易におけるドルの支配体制は，世界的な長期デフレに

より「利子率革命（2％以下の超低金利が長期間続く状況）」が生じ，10

年以上に渡ってそれが続き，著しく価値低下している。

現代の利子率革命，投資家に実物投資リターンを得られる投資機会が存

在し得なくなり，投資収益を支える利子率が著しく低い状態が長期化する

ことは，各企業にとっても経済活動をしていくための必要最低限の資本蓄

積ができないということにもなる。限界効用がゼロに近似すると，投資機

会が消滅し，資本の行き先がなくなり，過剰流動性が高まる事になる。

通貨の総合的な価値を示す日経通貨インデックス（2008年＝100）でみ

ると，ドルは22日，09年3月以来約6年ぶりの高水準をつけた。急激な

ドル高は大幅な原油安にもつながった。この原因は米国中央銀行，連邦準

備制度理事会（FRB）が，量的緩和政策の段階的な転換を始め，昨年10

月末には完了したことが上げられる。依然，石油需要は世界的にも増大す

る傾向が強い中で，合衆国へのドルの還流が及ぼす石油取引の仮信用需要

は急激に減少しており，嘗てはアジア通貨危機に表出されるドル信用経済

が石油需要国への負の連鎖影響が懸念される。
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2�3 米国のシェールオイル開発の背景リスク

このQE時期に，米国は国内採掘シェールオイルの海外輸出を約40年

ぶりに開始した。「米国勢調査局は7日，11月の米原油輸出量が日量50

万1,766バレルとなったと発表した。比較可能な統計が存在する1920年

以来最大となる。前回，輸出量が過去最大となったのは1957年」5）。米エ

ネルギー省エネルギー情報局（EIA）は国勢調査局の統計に基づき，11

月の原油輸出統計を今月末に公表する。一方でシェールオイルの輸出市場

は，米国にとり久しく未開拓であり，対立競合するOPECは，米国シェー

ルオイルに利益供与する生産調整を拒否していることから，IEAなどで

は石油市場価格は今後も下落傾向が深まる事が予測されている。この背景

から，昨年より一転して米国シェールオイルの輸出販売が減少し，開発投

資も控えられるようになってきた。またこの数年間にシェールオイル開発

に投資してきた日本企業の巨大損失も一部に表面化してきたが，その要因

は以下に記した金融要因である。

シェールオイル開発は，高騰する石油価格を緩衝する供給役割を期待さ

れ，エネルギー市場での「シェール革命」とされたが，世界的に実需要量

が増加しながら，QEによる仮需要減少から価格下落を受け，先行きが厳

しくなっている。シェールオイル開発の資金はハイ・イールド債と呼ばれ

る投機的格付け株であり，株式に対する一年間の利益額（利回り）の高い

社債である。2014年10月末米国エネルギー企業が発行した総額は2,972

億ドルに及び，米国の金融債券市場で約14％までを占めている。その中

で石油価格下落により，かなりの額がデフォルトの状態になっている8）。

結 語

ドル通貨供給総量引き締めによる米国への還流により，中東，アジア，
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日本，また新興国などからも投資資金の引上げが本格化すると，外貨準備

の緩衝バッファーの乏しい石油輸入依存国は急激に国際収支も悪化する。

90年代アジア通貨危機は米国のドル供給過剰が創出したインフレ輸出に

より，各国は貿易基軸通貨であるドルを通じて，通貨価値減価（通貨毀損）

となるデフレに見舞われた。

日本の石油輸入は年間約28兆円前後のペースで，ほぼ全量がドル信用

状決済が行なわれている。80％を中東依存にしており，これもLDS（ロ

イヤルダッチ�シェル）の戦前からのシンガポールルートで，運賃，保険，

その他諸経費に渡りドル決済が実施される。資源小国日本は，ユーザンス

付荷為替手形により，国内販売を前提に，輸入代金を後払いにしてドル決

済する。

石油価格を論じる場合，ドルを基軸とする取引通貨の担保保証として，

国際主要商品市場では，ドル信用により先物決済が行なわれており，特に

石油はキャッシュとしてデリバティブ他，金融債券，証券に組み込まれ二

次，三次信用創造と現物，原資価値をはるかに越えて取引され，しかもそ

の市況は決済通貨ドルの価値変動により，大きく影響を受けるという価格

決定メカニズムの支配下にある。現在，国際決済通貨ドルは，米国内でも

利子率革命に表現される通貨価値毀損問題に直面しており重大な局面に至っ

ている。

1） 毎日新聞社編「エコノミスト」「特集 資源安ショック」毎日新聞社 2014

年11月25日号

2） サウジ石油相「石油シェア最優先」日本経済新聞 2014年1月8日

3） 日刊工業新聞「原油下落，危険水域の直面」日刊工業新聞 2014年11月7

日

4）「原油価格，半年で 50％下落，海外機関が指摘する 3つのリスク」News

Sphere 2015年1月6日
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5）「原油安逆風，カナダドル，下落基調続く：各通貨暴落率」日経新聞 2015

年1月13日

6） Reuters/JefferiesCRBIndex（ロイター・ジェフリーズCRB指数）は，

米国の商品取引所で取引されている先物取引価格から算出される商品先物指数。

1967年平均を100とする。ニューヨーク商品取引所（NYBOT＝NewYork

BoardofTrade）において，ロイター・ジェフリーズCRB指数の先物及びオ

プションが取引されている。CRB指数は，1957年に米国のCRB（Commodity

ResearchBureau）社により28品目の指数として開発され，それ以降，構成

品目の入れ替え等の修正が行われ，2005年6月20日の10回目の修正時にロ

イター・ジェフリーズCRB指数という名称になった。改定前の指数はCRB

（CCI＝ContinuousCommodityIndex）（Datastreamコード NYFECRB）

として引き続き計算されている。

7） 原油市場は「新たな時代」突入，価格の早期回復見込めず」IEA［ロンドン

14日 ロイター］ 国際エネルギー機関（IEA）は14日に公表した月報で，

原油価格が早期に従来の高水準に戻ることは見込みにくいとの見方を示した。

IEAは，中国の経済成長鈍化や米国のシェールガスブームにより，世界の原

油市場は「新たな時代」に突入したとみている。さらに，原油価格は来年さら

に下落する可能性があるとの見方も示した。IEAが価格見通しに言及するの

はまれ。月報でIEAは「シェールガスなど非従来型資源は生産コストが高い

ため，北海ブレントは1バレル＝80～90ドルで均衡するとの観測もある」と

する一方で，「需要と供給のバランスをみると，まだその状態にはなっていな

い」と指摘。供給に障害が生じない限り，「2015年前半まで価格への下方圧力

は高まるだろう」との見方を示した。

8）「米シェールオイル開発で1,700億円損失＝住商，純利益2,400億円減少」

［時事通信 2014/9/29］米国タイトオイル（シェールオイル）開発プロジェ

クトで減損損失1,700億円が発生するのが主因。損失が最大となる米国シェー

ルオイル開発プロジェクトは効率的な石油，ガスの回収が難しいとわかった北

部地域のリース権，井戸・関連設備を譲渡することに伴い，減損損失を計上す

る。

1．http://www.forexlive.com/technical-analysis/

2．http://thomsonreuters.com/commodity-indices/StockChartcom

3．www.advisorperspectives.com
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QE&ConversionofUSDollarPolicy

andTransformationofInternationalOilMarket

TAKEGAMIKonosuke

Abstract

Oilpricesaresluggishfrom1980sthrough2000sfor20yearsanddothe

understandingthatdidpricehikefromasurgeoftheresourcesdemandfora

newdevelopingeconomycountryrapidlyfromthe2000swhentheunderlying

pricingofoilproductsisbasedonanactualdemandfactor,but,ontheother

hand,intheoilpricesmarket,intheoilpricestrendthatthedollartightening

policyU-turnfromcurrentUnitedStatesQEpolicywillgiveinfuture,asfor

themonetaryvaluefallineachcountrydemandcountry,thedamageclog-

ging,theconcernfactorofthemonetaryvaluedamagetobetiedtoacredit

contractionintheglobalmarketcalledtheAmericandeflationexportisnot

approximatelysmallatall.

whenanAmericandollarshrinkagedeflationarypolicyisadoptedin

forwardratefortheseoilpricesslumpperiodbythedollartrustsettlement

becauseIgrew up,anddollarsupplyreturncurrenttotheUnitedStates

causesacurrencycrisisineachcountry,andadollarsupplyrelaxationinfla-

tionarypolicyconsiderstheeconomicalbackgroundthathasbeenadopted

againfortheoilremarkableriseperiodwithoutremaininginstrongdollar

andoilpricesfall.Becausethemainsettlementmoneyofoilproductsisthe

UnitedStatesdollar,thedollarmonetaryvaluefallresultsinthepriceerosion

ofoilproducts,buttheoilpricesdropistocauseadeflationspiral.Because,

asfor・theoilpricesfall,evenasforcountryprice,itisoilpricesdroptheweak

yentendency,nowwhileprogressingdeflationeconomybottomofthemone-

taryvaluedropthatthelowinterestrateforalongterm givesnamelythe

interestraterevolution,existingCabinetOfficedoaninflationtargetwith
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1.9％;oftheproductioncostrelative;reduceit,andsaywithanadvantagefor

Japaneseeconomy,butthetrustexpansionandcontractionthatreturncur-

rentofthedollargivesintheInternationalOilTradingmarketwhereisnot

decidedinthesupplyanddemandfactoranymorewantstorouseaneconomy

risk.
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は じ め に

今日，スマートフォンの普及や各種ソーシャルメディアの利用機会の増

加など，メディアとメディアを取り巻く環境の変化は激しい。野村総合研

究所の2012年9月の調査によれば，Twitter，Facebook，mixiなどの

ソーシャルメディアの利用者数は現在 3200万人おり，消費規模は1兆
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要 約

本稿は，今日のスマートフォンの普及や各種ソーシャルメディアの利用

機会の増加などのメディアを取り巻く環境の変化に注目し，そうした変化

が消費者行動や企業のマーケティングに対して与えるインパクトについて

事例を交えながら試論を展開するものである。まず，ソーシャルメディア

時代の消費者行動の特徴を戦後からの消費者行動の歴史の中に位置づけた

上で，ソーシャルメディアが企業のマーケティングに与えるインパクトを，

消費者の購買意思決定過程の可視化という観点から論じる。次に，今日の

消費者に対して企業がいかにマーケティング対応すべきなのかを，消費者

の内部情報と外部情報の向上という観点から考察する。

ソーシャルメディア時代の

消費者行動の変化とマーケティング

増大する消費者の内部情報と

外部情報へのマーケティング対応

田 嶋 規 雄

�論 文〉



5,200億円であると推計され，今後はそれぞれ6,000万人，3兆1,900億円

にまで拡大すると予想されている1）。

本稿ではソーシャルメディアが消費者行動や企業のマーケティングに対

して与えるインパクトについて事例を交えながら試論を展開する。特に消

費者行動への影響については，近年の消費者行動の特徴を，戦後からの消

費者行動の歴史の中に位置づけながら論じ，消費者にとっての内部情報と

外部情報の向上という観点から，今日の消費者に対して企業がいかにマー

ケティング対応すべきなのかを考察していく。

1．近年におけるメディアの変化

1990年代から2000年代におけるメディア環境の変化を振り返ると，

1990年代は，企業が，消費者による認知獲得という目的で，インターネッ

トをプッシュ型広告の配信として活用しており，ネットといえどもマスメ

ディア的色彩が強かった。2000年代前半には，検索連動型広告の登場に

より，これまでのプッシュ型広告だけの手法から，広告手法の多様化が進

み，特にプル型広告の活用が進んだ。そして2000年代後半になると，

CGM（ConsumerGeneratedMedia）と呼ばれる，消費者が主体的に情

報発信するためのメディアが大きく成長し，また，パソコンとともに携帯

電話からのインターネットへの高速通信も普及したため，企業はCGMお

よびモバイルの活用にも積極的に乗り出すことになる。さらに2010年以

降は，TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアが台頭し，それに

伴い，ソーシャルメディアを活用したマーケティングの展開が模索される

ことになる。加えて，スマートフォンの普及によりアプリケーションなど

新たな告知メディアや手法が登場することになる。

このようなメディアの変化に伴い，消費者による情報の受信・発信方法

や，受信・発信する情報の内容も変化してきている。2000年代後半まで
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のWeb2.0と呼ばれる時代においては，情報発信に対するモチベーショ

ンやリテラシーの高い人々が，パソコンを主要デバイスとして用い，個人

のブログや掲示板を通じて，そして比較的長文で情報発信するスタイルが

主流であった。一方で2010年以降，ソーシャルメディアの利用が増大し

てくると，情報発信する人々のすそ野は広がり，スマートフォンを主要デ

バイスとして用い，twitterやFacebookなどを通じて，誰もが気軽に，

多頻度で，リアルタイムに，そして短文で情報発信するスタイルが定着す

るようになる。しかも情報の拡散力はWeb2.0の時代に比べて非常に強

いものとなった。

2．ソーシャルメディア時代の消費者行動の特徴

ソーシャルメディアの普及によって消費者の行動も大きく変化すると考

えられる。本章では，ソーシャルメディア時代の消費者行動の特徴を消費

者行動の歴史の中に位置づけた上で，いかなるマーケティングが実践され，

そして，いかなるマーケティングが必要となってくるのかを論じていくこ

ととする。

行動科学的な観点から消費者行動研究の歴史を振り返ってみると，各年

代における消費者行動研究の潮流は，その時代ごとの実際の消費者行動と

密接に関連している（齋藤・田嶋 2014）。例えば，60年代の Howard-

Sheth（HowardandSheth1968,1969）モデルに代表される刺激―反応

型高関与モデルが，奇しくも当時のマーケティング戦略，消費者特性に一

致している。また，その後の消費者情報処理モデルは，80年代以降の高

低関与・高低知識消費者といった市場の多様性を理解するための特徴を奇

しくも備えている。「奇しくも」という意味は，心理学における刺激―反

応連合から情報処理への認知革命ともいわれることになるパラダイム・シ

フトは，マーケティング・消費者行動研究とは独立して心理学において起
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こったものであるにもかかわらず，マーケティングにおける問題を解決す

るための変化であるかのようなシンクロニシティを見せたことである。こ

れは，消費者行動研究においては，実際の消費者行動やマーケティング実

践との関連で研究の焦点が変わっていくことを示している。

図表1は，各年代の消費者行動の特徴とそれに対応した消費者行動研究
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図表1 実際の消費者行動と消費者行動研究の歴史

実際の消費者

行動の特徴

消費者行動研究の集計水準
低い 高い

個別の消費者

行動研究
消費者の類型化研究 市場形成研究

1950

年代

新製品の採用行

動

モチベーション・

リサーチ

準拠集団

社会階層研究

イノベーションの採用者

カテゴリー

イノベーショ

ンの普及研究

1960

年代

製品の買い替え・

買い増し

ブランド選択行

動

Howard-Sheth

モデル

多属性態度モデ

ル

包括的意思決定

モデル

市場細分化研究

問題解決行動のタイプ分

け

（拡大的問題解決行動・

限定的問題解決行動・日

常的反応行動）

プロダクト・

ライフサイク

ルと消費者の

問題解決行動

のタイプ

1970

年代

市場の多様化 情報処理モデル

消費者関与

ライフスタイル研究

1980

年代

消費者知識の役

割

知識構造 Assaelの購買行動類型

（関与×ブランド間の知

覚差異）

精緻化見込みモデル

1990

年代

主観的に統合さ

れた知識（ブラ

ンドに関する知

識，自己知識な

ど）の役割

知識ベースのブ

ランド論

多様な情報概念

2000

年代

内部情報と外部

情報の増加

アナロジーを用

いた新製品

採用行動

齊藤・田嶋（2014）を加筆修正



のトレンドを集計水準ごとにまとめたものである。図表1に示されるよう

に，実際の消費者行動は，1950年代の新製品の採用行動，1960年代にお

けるブランド選択行動へのシフト，1970年代における市場の多様化，

1980年代における消費者知識の役割の増大，1990年代におけるブランド

に関する知識や自己知識の役割の増大，そして2000年代以降，特に2010

年以降のソーシャルメディア時代における消費者の内部情報・外部情報の

増加へと推移する。特に1980年代以降は，消費者が記憶の中に蓄積する

製品やブランドに関する内部情報が，自身の購買への影響力を強めていく

過程であり，詳細は次節以降で説明する。

2�1 1980年代の消費者行動の特徴

1980年代は，アメリカにおいても日本においても，国全体として高度

経済成長期が終焉し，安定成長期または成熟期を迎えることになる。成長

期から成熟期への移行は，単に需要の量的変化だけでなく質的変化をもも

たらす。質的変化とは，あらゆる耐久消費財などを新規購買していた時代

から，買い替えや買い増しといった反復購買をする時代へのシフトを意味

する。そして，新規購買から反復購買への移行は，消費者に行動の大きな

変化をもたらす。

成長期すなわち，消費者がテレビ，冷蔵庫，車，洗濯機，掃除機，エア

コンなどの消費財を一つ一つ買い揃えて行く時代においては，消費者は製

品に関する内部情報を十分に持ち合わせているとは言えず，販売員による

説明や推奨などの商業的な外部情報源に大きく影響を受けながら購買意思

決定を行わなければならない状態だった。

やがて成熟期に入り，成長期に既に購入したことのある各耐久消費財を

買い替えや買い増しという形で再び購入することになると，消費者は1台

目の購買経験や使用経験を参考にしながら購買意思決定を行うことができ

るようになる。このことは，記憶の中に既に蓄積されている内部情報が購
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買意思決定への影響力を強めていくことを意味する。

2�2 1990年代の消費者行動の特徴

1990年代における消費者行動の大きな特徴は，その購買意思決定にお

いて消費者自身の自己知識の果たす役割が増大した点であろう。自己知識

（selfknowledge）とは，消費者が自身の記憶の中に蓄積している，自己

に関連した知識構造であり，消費者個人の特性，価値観，信念から構成さ

れる集合体である。

あらゆる購買や消費において多かれ少なかれ消費者自身の自己知識が反

映されるものであるが，その反映のされ方は消費社会の成熟度によって異

なるものと考えられる。

A.H.マズローは，その欲求段階説において，人間の基本的に欲求には，

生理的欲求，安全欲求，社会的欲求，自尊欲求，自己実現欲求の5つの欲

求があるとし，人間は，低次の生理的欲求から高次の欲求へと順番に満た

していくと主張した。この考え方に従えば，戦後日本の消費社会は，食料

等の確保などの生理的欲求を充足することに重点が置かれていた1950年

代から始まった。続く1960年代は住宅や三種の神器（白黒テレビ，電気

洗濯機，電気冷蔵庫）に代表される耐久消費財を購入することで「安全」

で快適な暮らしを実現することを志向し，1970年代は3C（Car，Cooler，

ColorTV）に代表される耐久消費財を購入することで「人並み」の生活

を志向した。1980年代になると，高級ブランドなどを盲目的に購入する

ことなどで自尊欲求の充足を重視し，そして1990年代以降は，消費者自

身の価値観，感性，ライフスタイルまたは生き方などをより強く反映した

消費を実現していくステージへと移行してきたと考えることができる。

1990年代以降が自己実現欲求充足の時代として捉えることができるの

であれば，1990年代では，購買や消費において消費者の「自己知識」が

果たす役割は増大してくることを意味する。例えば，消費者がいわゆるブ
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ランド品を購入する際にも，単に高級・高価という理由だけではなく，自

分にふさわしいブランドなのかどうか，自分らしいブランドなのかどうか

など，ブランドと自己知識との適合度をも考慮に入れて購買意思決定を行

うことになる。また，製品やサービスの形態には，標準化されたものより

も，自分に合うようカスタマイズされたものに，より魅力を感じるかもし

れない。このように消費者としての成熟度とともに自己知識が購買に反映

される度合いは高まっていくと考えられるのである。

1990年代におけるマーケティング戦略の一つの特徴は，顧客との長期

的関係を築くための戦略，すなわち，関係性マーケティングやブランド・

ビルディングといったマーケティングへの注目である。関係性マーケティ

ングは，顧客との協調的な関係構築および発展を志向するマーケティング

（南2010）のことであり，その特徴は，一回きりの取引を前提とするので

はなく，継続的な取引を喚起する点にある。特に消費財市場における関係

性マーケティングは，1990年代頃から盛んに議論されるようになってき

た。関係性マーケティングの実践は，1990年代からの情報通信技術の発

展によるところも大きい。情報通信技術の発展によって，顧客のプロフィー

ルや購買履歴などを大量にデータベース化することが可能になり，そこか

ら顧客の購買履歴から顧客の好みを割り出し，次にターゲティングを行い，

そしてネットを通じて個々の消費者にアプローチすることができるように

なった。個々にアプローチされた消費者にとっては，その企業のサービス

や提案はその消費者にとって特別なものとして捉えられるため，消費者の

自己知識と結び付きやすく，うまくいけば消費者はその企業との継続な取

引にコミットすることになる。

また，ブランド・ビルディングは，強いブランドを構築することが企業

の競争優位を確立する上での重要な取り組みの一つになるという考え方で

ある。関係性マーケティングと同様，強いブランドを作ることも，企業と

消費者との長期的関係を構築する上で重要な取り組みとなる。強いブラン
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ドとは，Keller（1998）によれば，最終的に消費者とブランドとのリレー

ションシップを構築することによって達成される。

以上のように，顧客との長期的関係を築くための戦略は，消費者行動の

観点からすれば，企業やブランドを消費者の記憶の中で重要な内部情報と

して位置づけるための企業の取り組みとして解釈できる。特定の企業やブ

ランドが消費者の記憶の中で消費者の自己知識と強く結びつくのであれば，

すなわち，消費者自身が自己知識との関わりの中で企業やブランドに主観

的な意味づけを行うことができれば，その企業やブランドは持続的な優位

性を構築することが可能であると考えられる。このように，顧客との長期

的関係を築こうとする1990年代のマーケティングの特徴を鑑みても，主

観的に意味づけされた知識が消費者の行動に大きな影響を与えていると考

えられるのである。

2�3 2000年代以降の消費者行動の特徴

2000年代以降は，情報通信技術の発展，特にソーシャルメディアの普

及によって消費者が処理する情報の量は格段に増加することになる。コミュ

ニケーションのあり方も変わり，消費者は企業から発信された情報をただ

受信するだけではなく，能動的に情報発信するようになった。当然消費者

は，それ以前の消費者に比べて，他の消費者から発信された情報も含めて，

より多くの情報に基づいて購買意思決定を行うことができるようになった。

消費者の記憶の中に蓄積されている内部情報の増大もさることながら，消

費者の記憶の外にある情報，すなわち外部情報も増大し，こうした消費者

行動の変化に対して，企業はいかにマーケティング対応すればよいのかを

模索することになる。
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3．ソーシャルメディアの特徴

ソーシャルメディアの利用可能性の増大にともない，企業にとって利用

可能なメディアの分類方法もソーシャルメディアを含めた形で捉え直され

るようになってきた。従来，企業にとって利用可能なメディアは，マーケ

ティングにおける4Pのプロモーション手段として，大別して広告，販売

促進，人的販売，パブリシティの4種類で分類されることが多かった。こ

れに対して近年では「トリプルメディア」と呼ばれるメディア分類に基づ

き企業のコミュニケーションをデザインするようになってきた。トリプル

メディアとは，企業が媒体に料金を支払って利用するPaidMedia，企業

自体が所有する OwnedMedia，そして利用者間で情報を共有する
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図表2 トリプルメディア

種類・定義 分類 例 役 割

PaidMedia

「買うメディア」

ブランドが購入可能

な接点

Online ディスプレイ広告，検索連動型

広告，スポンサーシップ

広く認知を獲得し，

OwnedMediaや

EarnedMediaに

見込み客を誘導す

る

Real マスメディア広告，OOH，ペ

イドパブ

OwnedMedia

「所有するメディア」

ブランドが自ら所有

する接点

Online ウェブサイトやブログ，モバイ

ルサイト，ツィッターなどのア

カウント，メールマガジン

深いコミュニケー

ションにより見込

み客を顧客に転換

したりロイヤリ

ティーを強化する
Real 商品パッケージ，カタログ，店

頭POP，自社社員，販売員

EarnedMedia

「信頼や評判を得る

メディア」

消費者をはじめとす

る第三者が情報発信

する接点

Online ニュースサイトの記事，掲示板

への投稿，消費者のブログ，専

門家（の評価）

Paid Mediaや

OwnedMediaが

有効に機能したと

きに世評が発生す

る
Real マスコミ報道，ユーザーのクチ

コミ，販売員の自主的な推奨

横山（2010）pp.26�27より作成



EarnedMediaから成る3種類のメディアを指す。詳細は図表2の通りだ

が，「役割」によってメディアを分類した点において，トリプルメディア

は従来の「形態」によるメディア分類と大きく異なる。

トリプルメディアによるメディア分類の意義は2つある。一つは，口コ

ミなど中立的立場からの世評を伝えるメディアとしてのEarnedMedia

を，PaidMediaやOwnedMediaと同じ重要性をもって扱ったことであ

る。EarnedMediaは，従来は企業にとって統制可能性が低いと考えられ

てきたために，それほど重要性をもって扱われてこなかったが，ソーシャ

ルメディアの活用によって口コミ等の統制可能性が上がることがわかると，

企業のマーケティングにとって非常に効果的なメディアであるとの認識が

広がってきた。

もう一つは，ソーシャルメディアが単にEarnedMediaとしての側面

をもつだけでなく，OwnedMediaやPaidMediaとしての側面をもつと

捉えた点である。ソーシャルメディアは消費者間で情報を共有するメディ

アとして捉える場合にはEarnedMediaとして分類されるものであるが，

企業自体がソーシャルメディアに参加し情報発信する場合には，それは

OwnedMediaになる。企業がアカウントを取得して，OwnedMediaと

してソーシャルメディアを活用することで，従来，接点のなかった顧客と

のコミュニケーションをはかることができるようになった。特に，直営店

等を持たないようなメーカーにとっては，ソーシャルメディアを介して流

通業者の先にいる最終消費者と直接コミュニケーションをとることができ，

最終消費者への情報提供のみならず，消費者からの情報収集も可能となり，

非常に利用価値の高いメディアとなりつつあるのである。

また，ソーシャルメディアの運営会社が有料で提供するサービスを企業

が活用することでソーシャルメディアはPaidMediaとしての性格も持つ。

例えば，テレビ朝日は，Twitterのサービスの一つである Twitter

Amplifyと呼ばれる手法を使って，ターゲティングしたフォロワーでは
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ない消費者のTwitter画面に生番組の裏方情報をプッシュ的に強制表示

し，番組やテレビ朝日に関心を持っていなかった消費者のリアルタイム視

聴とリツイート（拡散）を促す取り組みを行った2）。

このように，ソーシャルメディアはトリプルメディアとして分類される

PaidMedia，OwnedMedia，そしてEarnedMediaの3つの側面を併

せ持つという意味で従来のメディアとは大きく異なることがわかる。

4．ソーシャルメディアによって可視化される消費者の購買

意思決定プロセス

第1章で述べたように，ソーシャルメディア時代における消費者の情報

発信は，誰もが気軽に多頻度で，リアルタイムに，短文で情報発信する点

に大きな特徴がある。このことは，一般的な消費者の心理情報が可視化さ

れることを意味する。図表3のように，消費者の購買意思決定プロセスを，
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図表3 可視化される消費者の購買意思決定プロセス



問題認識→情報探索→選択肢評価→購買→消費→購買後評価として捉える

とすると，ソーシャルメディア上では各段階において消費者が何を考え，

そして何を感じているのかが情報として発信される。例えば，消費者のニー

ズが顕在化する「問題認識」の段階では，製品やブランドに対する興味や

購入意向の有無などが，また，「購買後評価」の段階では，購入した製品

やブランドに対する満足度などがソーシャルメディア上に投稿されること

になる。

消費者によるこうした投稿は，口コミ情報として，他の消費者の購買に

とっての参考情報になる。そして，このような投稿内容は誰にとっても閲

覧が可能であることから製品やブランドを提供する企業にとっても閲覧が

可能であり，マーケティングを計画する上での有効な情報源となりうる。

従来は消費者が何かを購入する際に何を考えているのかを知るためには，

アンケート等によって事後的に調査せざるを得ず，そこには消費者の記憶

の曖昧性や，アンケートという形式を取る以上，消費者が購買局面におい

て実際に何を考え感じているのかを正確に把握することには限界があった。

しかしながら，ソーシャルメディア上の投稿は，一般的な消費者がその瞬

間に実際に考えていることを，企業が即時的に把握することを可能にし，

企業にとってのマーケティングの幅を大きく広げることになる。

5．可視化される消費者の意思決定プロセスとマーケティング

では，こうして可視化された消費者の購買意思決定プロセスは企業のマー

ケティングの可能性をどのように広げるのであろうか。本章ではマーケティ

ングの可能性を広げるソーシャルメディアの役割を，①ブランドと消費者

との関係構築および維持のための接点，②情報拡散をコントロールするた

めのプラットフォーム，③消費者情報を収集および蓄積するためのツール

の3つに整理し，それぞれについて概説していく。
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5�1 ブランドと消費者との関係構築および維持のための接点

第3章で述べたように，企業はOwnedMediaを活用することで，企

業やブランドと消費者との関係性を構築および維持することが可能である。

あるブランドに対して好意的な態度を持つ消費者がそのブランドサイトを

訪問し，そのブランドに関して多くのことを学習したり，ソーシャルメディ

アのアカウントを持つ企業の担当者と消費者との間で情報のやり取りを行っ

たりすることができるようになる。現在，多くの企業が自社サイトやソー

シャルメディアのカウントを保有し，積極的に情報発信を行っている。近

年では，製品情報とは直接関係のないものの，消費者にとって有益な情報

や快楽性を消費者に提供することによって，企業やブランドのファンだけ

でなく，一般消費者との接点を確保する取り組みが進んでいる。例えば，

味の素のサイトでは，1,000以上の料理のレシピを紹介し，日常的に消費

者にサイトを利用してもらうための取り組みを行っている。また，コカ・

コーラ社のコカ・コーラパークというサイトでは様々なゲームを掲載し，

多くの消費者がサイトにアクセスしてゲームを楽しむことができるように

なっている。

このような企業の取り組みは今日，「コンテンツ・マーケティング」と

して理論化が進んでおり，商品に関する商業的な情報を提供することより

も，まず消費者との接点を確保し，そして企業と消費者との関係性を構築

していくことが志向されている3）。

5�2 情報拡散をコントロールするためのプラットフォーム

先述したように，ソーシャルメディア上では，消費者による投稿を企業

も閲覧することができる上，企業自体がアカウントを持って投稿を行うこ

ともできる。従って，企業は自らが投稿することでソーシャルメディア上

の情報をコントロールすることがある程度可能である。例えば，日本マイ
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クロソフト社は，ActiveSupportと呼ばれるサービスを通じて自社製品

に関する情報拡散のコントロールを行っている4）。ActiveSupportとは，

ソーシャルメディアを使った顧客への対応行為のことであり，同社は，

twitter上で，ソフトのインストールの仕方がわからないなどの同社商品

に関して対応を必要とするような投稿があった場合には，サポート担当者

がその投稿者に対して迅速に返信し，解決策などを提示する。サポート担

当者による投稿は，他の消費者も閲覧できることから，特に消費者による

ネガティブな投稿があった場合には，速やかに対応することによってネガ

ティブ情報の拡散を抑制することができる。このように，企業自らがアカ

ウントを持ってソーシャルメディアを活用することで，自社商品に関する

情報の拡散をコントロールすることができ，ソーシャルメディアは口コミ

をコントロールするためのプラットフォームになりうるのである。

5�3 消費者情報を収集および蓄積するためのツール

ソーシャルメディアによって可視化された消費者の様々な心理情報はマー

ケティングのデータベースとして蓄積することが可能である。例えば，日

本マイクロソフト社が展開するソーシャル・リスニングというサービスは，

ソーシャルメディア上で人々が日常的に語っている会話や自然な行動に関

するデータを収集し，調査・分析によって業界動向把握やトレンド予測，

自社・ブランド・商品に対する評価・評判の理解や改善に活かすものであ

る5）。

上述したソーシャルメディアを活用したマーケティングにおける3つの

方向性は図表4のように整理することができる。「①ブランドと消費者と

の関係構築および維持のための接点」は，企業と消費者との双方向の矢印

として，「②情報拡散をコントロールするためのプラットフォーム」は消

費者間のコミュニケーションに介入する矢印として，そして「③消費者情

報を収集および蓄積するためのツール」は消費者から企業のへの情報の流
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れを表す矢印として捉えることができよう。

6．ソーシャルメディア時代に求められるマーケティング対応

これまで述べてきたように，ソーシャルメディア時代においては，従来

直接接点のなかった企業から提供される情報（図表4の①や②）や，他の

消費者の可視化された心理情報など，消費者にとって利用可能な外部情報

は格段に増加したものと考えられる。しかしながら，そのことが消費者に

とっての最適な購買意思決定を保証するものではない。消費者にとって利

用可能な情報が増大したとしても，それを処理する消費者の能力が向上し

なければ，消費者は情報過負荷の状態を起こし，膨大な情報の中から必要

な情報を選択するために多くの労力が費やされることになる。また，情報

探索や情報処理するための意欲が低い，いわゆる関与度の低い状態にいる

消費者にとっては，外部情報の量の多さは必ずしも魅力には映らないので

ある。

そして，消費者の内部情報の増大も，外部情報の増大と同様に，必ずし

も最適な購買意思決定を導くとは限らないのである。消費者が自身の記憶

の中にいくら多くの内部情報を保有していたとしても，適切なタイミング

で適切な情報を記憶から引き出すことができなければ，最適な意思決定を

行うことはできないのである。内部情報が多くなればなるほど，外部情報
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図表4 ソーシャルメディアのマーケティングへの活用



と同様に，最適な内部情報の選択に負荷がかかるのである。では，外部情

報と内部情報の増大に対して企業はいかにマーケティング対応していくべ

きなのであろうか。

まず，外部情報の増大に対しては，企業は情報の量を魅力とするだけで

はなく，情報を整理，要約，編集して消費者に伝えていく工夫が求められ

る。

例えば，資生堂は2014年12月に，同社がソーシャルメディアで発信し

た記事を集めたまとめサイトを自社ホームページ上に開設した。資生堂は

国内だけでグループ企業も含めて42のSNS公式アカウントを保有して

いることから，1アカウントあたりの閲覧読者数の規模が小さく情報を伝

えきれていないという課題があった。そこで，過去記事などをブランドご

とや美容情報といった分類ごとに整理し直し，一覧で表示して消費者にとっ

ての情報収集を容易にする取り組みを行った。この取り組みによって，1

アカウントあたりの閲覧読者数を増やしたり，自社ホームページへのアク

セスを増やしたりして情報をより伝わりやすくする効果が期待される6）。

次に，内部情報の増大に対しては，企業は，消費者の記憶内で自社に有

利な内部情報の検索を誘導するコミュニケーションを行っていく必要があ

る。特に，ハイブリッド製品と呼ばれる，パソコン，デジタルカメラ，光

ディスク・プレーヤー・レコーダー，薄型テレビ，携帯電話，デジタルビ

デオカメラ，カーナビゲーションシステム，デジタル携帯音楽プレーヤー，

スマートフォン，タブレット型端末などの，複数の既存製品カテゴリーを

横断して機能を内包する製品を購買する場合に重要となる。Moreau,

Markman,andLehmann（2001）によれば，ハイブリッド製品のような

製品は複数の既存の製品クラスからカテゴリー化されるため，マーケティ

ング担当者には新製品をどのようにポジショニングするのかについて選択

肢があるという。すなわち，新製品について消費者の理解・評価・採用を

促進するために，企業は，消費者が既に記憶の中に蓄積している既存の製
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品カテゴリーに関する知識のうち，どの製品カテゴリーに関する知識を使っ

てもらうのかについて選択することができるというものである。どのよう

な知識が記憶から引き出されるのかについては，基本的には消費者自身に

委ねられるものであるが，マーケティングによってある程度コントロール

も可能なのである。

従って，新製品を市場に導入する企業は，新製品を消費者に理解しても

らうために，既存ブランドの活用，製品のインターフェイス，広告表現，

陳列，店員による説明などを工夫することで，消費者が既に記憶に蓄積し

ている情報の中で，自社に有利となる内部情報を引き出すことができる。

例えば，チョーヤ梅酒株式会社の「酔わないウメッシュ」という梅酒テイ

スト飲料は，アルコール分が0.00％という点で，もはや梅「酒」ではなく，

中身はむしろ梅ジュースに近いのかもしれない。しかし，この商品に対す

る消費者の適切な理解を促進するためには，従来の梅酒で使用したブラン

ド「ウメッシュ」を活用し，CMでも梅酒との類似性を強調し，そして店

頭では梅酒の棚に陳列することによって「梅酒」としてカテゴリー化し，

消費者の記憶の中で梅酒に関する内部情報を引き出して，解釈してもらう

ことの方が，マーケティング上有効なのである。

おわりに

本稿では，今日のスマートフォンの普及や各種ソーシャルメディアの利

用機会の増加などのメディアを取り巻く環境の変化に注目し，そうした変

化が消費者行動や企業のマーケティングに対して与えるインパクトについ

て事例を交えながら試論を展開してきた。ソーシャルメディアを通じて，

誰もが気軽に多頻度で，リアルタイムに，短文で情報発信できる点におい

て，ソーシャルメディアは消費者の購買意思決定プロセスを可視化する特

徴を持つ。そして，ソーシャルメディアはトリプルメディアで示された
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OwnedMedia，PaidMedia，EarnedMediaの3つの側面を持つことか

ら，可視化された情報は消費者間のみならず，消費者と企業との間でも伝

達され，特に企業は可視化された消費者の情報に基づいたマーケティング

が展開できるのである。ただ，ソーシャルメディアの消費者行動への影響

については，近年の消費者行動を戦後からの消費者行動の歴史の中に位置

づけながら論じることで，消費者の内部情報および外部情報の増大という

特徴を浮き彫りにすることができた。そして，消費者の内部情報及び外部

情報の増大と，消費者の情報処理能力の限界との非対称を解消することが

今日のマーケティングの重要な課題の一つであると結論づけることができ

るのである。

1） 日経MJ 2012年11月4日7面

2） テレビ朝日のtwitteramplifyについては次のサイトを参照のことhttp://

company.tv-asahi.co.jp/contents/press/0278/data/130718-twitter.pdf#sear

ch＝％27％E3％83％86％E3％83％AC％E3％83％93％E6％9C％9D％E6％97％

A5＋twitter＋amplufy％27

3） コンテンツ・マーケティングについてはLier（2012）やPulizzi（2014）に

詳しい。

4） 日本マイクロソフト社のActivesupportについては，以下のサイトに詳し

い。http://www.advertimes.com/20120918/article85780/

5） 日本マイクロソフト社のSocialListeningについては以下のサイトに詳し

い。http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-social.aspx

6） 日経MJ 2014年12月10日5面

池尾恭一（1999）『日本型マーケティングの革新』有斐閣

恩蔵直人・ADKR3プロジェクト（2011）『R3コミュニケーション』宣伝会議

齊藤通貴・田嶋規雄（2014）「行動科学的消費者行動研究の諸問題」（第5章）

KMS著『戦略的マーケティングの構図』第5章同文館
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1．はじめに

1�1 問題の所在

知的財産権の保護については，1970年代後半からアメリカのプロ＝パ

テント政策のもとで国際的な制度調整の交渉が活発化し，1994年にはガッ

ト・ウルグアイラウンド交渉において TRIPs協定（Agreementon

Trade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights：知的所有権の

貿易関連の側面に関する協定）が成立している。しかし，設立協定の付属
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知的財産権保護の国際交渉モデル
1）

海老名 一 郎

要 約

本論文では，知的財産権の保護について内生的成長理論から基礎づけを

行い，経済厚生の上でどのような意味を持つのかを議論した。また，国際

交渉の枠組みによって保護水準が変化することを示した。

特許制度の国際統合を志向した場合，知的財産権の保護水準は過剰とな

り，経済厚生を低下させることが結論として得られた。

キーワード：特許，知的財産権，内生的成長理論

�論 文〉

1） 本研究にあたっては，拓殖大学経営経理研究所研究から助成を受けた。また，

査読者より大変有意義なコメントをいただいた。記して感謝申し上げる。



書としてTRIPs協定を含んでいるWTO自体が機能不全をおこす中で，

他の通商交渉と同様に，中心的な舞台がWTOにおける多角交渉から，

FTA（自由貿易協定）の2国，もしくは少数国間での交渉に移ってきて

いる。

知的財産権の保護，特に本論が分析対象とする特許をはじめとした産業

財産権が，なぜ，どのような水準まで保護されなくてはならないのかにつ

いて，一致した見解があるわけではない。純粋に自然権的な所有権を発明，

発見に認めるならば，経済的な合理性とは無関係に，無制限の独占的利用

が認められるべきであろう。一方で，知識や技術が持つ公共財的な性質2）

に注目するならば，自由な利用に供されるのが望ましく，開発にともなう

費用は公的な負担で行われるべきでる。現実に基礎研究の分野では，公的

な機関や財政支援を受けた大学などの研究機関が研究を行い，近年までは

自由な利用を認めてきた。

しかし特許の対象となる多くの応用的な産業技術は，営利企業によって

技術開発が行われる。この場合，開発失敗のリスクも見込んだ費用を上回

る利益が期待されなければ投資は行われない。この開発者利益は，知的財

産権の保護による技術の独占的な利用によって得られる。純粋に経済厚生

の観点から知的財産権保護の望ましい水準を考えるならば，保護の結果と

しての新技術がもたらす便益と，保護の結果として公の利用が排除される

機会費用の差が最も大きくなる水準に保護の水準が決定されることになる。

このような経済厚生の観点から知的財産権の保護水準を考えたとき，国

際交渉を通じて知的財産権保護の水準は低下することが期待される。なぜ

ならば，開発企業が独占的な利益を得ることができる市場が国際的に拡大
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2）「公共財」という概念は，多くの人が同時に利用できる性質（非排他性）と，

利用を排除することができないという性質（排除不可能性）を併せ持った概念

である。特許によって保護可能な場合，知的財産は排除不可能性を持たないた

め，純粋な公共財とは言えない。



するならば，より低い保護水準で開発費用が補償されるからである。しか

し現実には，TRIPs協定は従来の「工業所有権の保護に関するパリ条約」

よりも保護水準を高める「パリ・プラス・アプローチ」のもとに進められ，

さらにTRIPs協定は加盟国が遵守すべき最低基準（ミニマム・スタンダー

ド）として位置づけられているため，今後の交渉も知的財産権の保護水準

を高める方向で進むことになる。このことは，知的財産権の保護が国際交

渉の戦略的な要因によって，少なくとも経済合理性の観点からは高すぎる

水準にある，あるいは向かっていることを示唆している。

本論文では，まず内生的経済成長理論にもとづいた知的財産権保護の経

済的モデル提示し，そこでの考察にもとづいて，国際交渉を通じた知的財

産権保護水準の上昇について分析を行う。

1�2 理論的背景

アメリカのプロパテント政策の方向性を決定づけたとされる1985年の

「ヤング・レポート」は，研究開発の推進と知的財産権の保護を競争戦略

の柱として掲げた。同時期から，経済学では「内生的経済成長論」が

Romer（1986）を嚆矢として発展した。この理論群では，技術進歩をモ

デルに取り入れることで，伝統的な新古典派経済成長理論（Solow1956；

Swan1956）による成長停止（1人当たりGDPの固定化）の難点を乗り

越える大きな進歩をもたらした。

内生的経済成長論で内生化された技術進歩には，技術開発のための開発

者利益の保護が必要であり，それは独占的利益によってもたらされる。し

かし難点であるのは，内生変数のすべての成長率が等しくなる定常状態に

注目しているため，資本制約によってマクロに技術開発の量が規定されて

しまい，Romer（1986）も含め，多くのモデルでは知的財産権の保護の

観点が抜け落ちている。

本論文では，内生的経済成長論の文脈でモデルを構成しながら，定率成

―79―



長という意味での定常状態の分析を行うのではなく，変動のプロセスに着

目したモデルを構築している点に独自性がある。

2．基本モデル（閉鎖経済）

2�1 最終財の生産

最終財Y（finalgoods）は，消費だけでなく中間財X（intermediate

input）として他の最終財の生産にも用いられものとする。また，完全競

争市場において，価格1（ニュメレール）で取引されることを仮定する。

企業iの生産関数はDixitetal.（1997），Romer（1990），Barroetal.

（2003）などに従い，コブ�ダグラス型生産関数

で表されるとする（A・0,0・・・1）。ここでAは一般的な技術水準を

表すパラメーター，Liは企業iの雇用量，Xi・j・は企業iが生産に用いる

N種類の中間財jそれぞれの量を表す。

企業iの利潤関数・jは，賃金率をw中間財jの価格をP・j・とすると，

と表される。

完全競争市場の仮定から，wとP・j・を所与として

が，すべてのjについて成り立つ。

（4）をP・j・について解くことで，企業iによる中間財jに対する需要
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関数

が得られる。また，（3）（4）から

となるので，最終財の市場においては利潤が0となる。

2�2 技術開発

中間財の生産には，あらかじめ技術開発が必要であり，既存のN種類

の中間財に，t期において・Nだけの種類が新たに加わるものとする3）。

技術開発を新たに行うかどうかは，技術開発にかかる費用と，技術開発

の結果得られる利益の大小関係による。

技術開発のコストが低い順に財の種類を並べ，インデックス k・k・

・0,・・・でその順番を表すとき，技術開発の限界コストがC
・
・k・・・・0

で増加することを仮定する。

この中間財の生産が特許によって保護されることなく，1単位の最終生

産財に等しい限界費用（＝平均費用）でどの企業によっても作成可能であ

れば，技術開発に伴う利益が存在しないため・N・0となる。一方，特

許によって独占的にその技術を独占することが可能であれば，N種の最

終財を生産する企業それぞれが，利潤関数
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Xi・j・・ Li・ A・

P・j・・
1

1・・

・5・

wLi・・1・・・Yi ・6・

P・j・X・j・・・X・j・ ・7・

・・j・・・P・j・・1・L・ A・

P・j・・
1

1・・

・8・

3） 後でみるように，・Nは時不変である。



がP・j・について最大化になるよう，

で販売する。このとき，利潤の大きさは

となる。

保護の期間が・期であり，現在割引率をrとすると，・期間に渡る利潤

の現在割引価値は

であり，技術開発を行うかどうかの分岐点となるk
・
について，利潤の現

在割引価値と技術開発のために現在時点でかかる費用が等しいことから，

が成り立つ。

（12）から，各期において

だけの新規開発が行われることとなる。

（13）を・で微分すると
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となるので，保護期間が長いほど技術開発が進むことがわかる。

また（14）は，人口規模が大きいほど，技術開発のコストが小さいほど，

技術開発が活発に行われることを表しているが，これは直感的な推論と整

合的である。

特許によって保護された財の需要は，（5）に価格P・j・・
1
・
を代入す

ることで，

知的財産権によって保護されない財については，P・j・・1であるから，
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・k

・・
・ e

・r・
・L・・0 ・14・

図1 ・N（新規技術開発）と・（保護年数）の関係

（r・0.05,・・0.5,A・1,L・200,・・0.001）

・N

・

2�3 中間財の生産

XP・j・・・A・
2
・

1

1・・Li ・15・



となる。

初期状態における最終財の中間財の種類NtをN0とすると，特許によっ

て保護された中間財の数NPはt期において

であり，保護されていない中間財の数NFは

となる。

それぞれの財について，企業ごとに（17）（18）だけの需要があるので，保

護された中間財の需要の全体XPと，保護されていない保護された中間財

の需要の全体XFは，

で表される。

2�4 閉鎖経済における経済厚生と知的財産権の保護

中間財の生産量から，一国全体における最終財の生産量の大きさが

となることが分かる。

最終財が中間財，および技術開発のための投資にも用いられることを考
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慮すると，GDPの大きさは

となる。

政府は，将来にわたるGDPの現在割引価値合計が最大になるように知

的財産権の水準を決定する。つまり，

を最大にする・を求めることになる。

残念ながら・・・・は非常に複雑な式となり，解析的に最大化条件を満た

す・を求めることはできない。しかしこれまでの考察から，・が・に与え

る要因が3つ挙げられる。

① ・の増加によって保護される中間財が増加し，市場価格が限界費用

の1・・倍となり，利用される中間財が減少する。これはY（最終財

生産）の減少をもたらす。

② ・の増加にともなって・Nが増加し，Y（最終財生産）の増大をも

たらす。

これらの要素のうち①②は比例的に，③は2乗で作用する。単純化のた

めに
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③ 限界費用が・・Nに等しい水準まで開発が行われることによって，

だけの費用がかかる。これは・の増加による・Nの増加に

対し，2乗でマイナスの効果を生む。

1
2
・・N

2

・・・・・ a・b・・c・
2

・a,b,c・0・ ・28・



と考えるならば，

より最適な知的財産権保護の水準として

を得る。

3．知的財産権をめぐる国際交渉

本節では，国際交渉の枠組み設定によって，知的財産権の保護水準がど

のように変化するか分析する。

同質的なA国とB国が，それぞれ・A,・Bの最大化を図り，最適な・

の水準を考えるものとする4）。前節での考察のうち，①②については基本

的に閉鎖経済の場合と共通するが，③については自国での開発についての

み費用がかかるので，

が各国政府の利得関数となる。

それぞれの国が・A,・Bについて最適化をはかるとき，もしも・A・ ・B

が許される前提であれば，前節で考察した閉鎖経済の場合と同じで，最適

な知的財産権保護の水準は
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4） 特許の輸出入によって生じる所得移転が考えられるが，ここでは同質的な国

家を想定しているので，特許サービスの輸出入はちょうどキャンセルする。



となる5）。これはベルヌ条約のように，各国が個別に取りうる特許制度の

中で，内国民待遇を求めるような枠組みでの交渉に対応する。

一方，TRIPs協定のように，各国が守るべき共通の知的財産権の水準を

設定する枠組みでは，・・ ・A・ ・Bの制約の下での最適化問題となるので，

について各国が最適な・を求めることとなる。このとき，

が保護水準として選択されることになる。

交渉制度の違いが，なぜ異なる結果をもたらすのか。・・ ・A・ ・Bの制

約がある場合には，・を引き上げることによって，国内企業だけでなく，

貿易相手国の開発費も引き上げられることになる。一方で，開発を通じた

中間財の種類増加は，費用負担の有無にかかわりなく利益をもたらす。

その結果，内国民待遇だけでなく，制度の統一を志向した交渉の枠組み

を設けることで，知的財産権保護の水準が引き上げられることがわかる。

しかし，制度の統一を志向した交渉の結果は，閉鎖経済の場合と比較し

て高い水準にある。これが過剰な水準になっていることは，A国とB国

が仮に完全に経済統合して単一の経済単位となったとき，最適な保護の水

準が，閉鎖経済のそれと等しくなることから明らかである。

4．まとめ

本論文では，知的財産権の保護について内生的成長理論から基礎づけを
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5） 結果として等しい保護水準になっているのであり，あらかじめ制約として課

せられているわけではないことに注意が必要である。



行い，経済厚生の上でどのような意味を持つのかを議論した。結論は，①

中間財の価格上昇からもたらされる生産の減少，②利用可能な中間財の増

加にともなう最終財生産の増大，③開発費用の増大，であった。

また，保護水準の上昇が2次関数的に経済厚生に影響をあたえることを

指摘し，交渉制度の違いによってどのように国際合意が影響をうけるのか

を考察した。結果として，制度的な統一を志向したTRIPs型の交渉方式

が，経済合理性からは高すぎる保護の水準をもたらした可能性が高いこと

が示された。
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1．は じ め に

技術革新を担っているのは産業で競争するさまざまな企業であり，競争

を通じて技術革新が積み重ねられることによって，その産業は発展してい

く。その際，個々の企業が技術革新を遂行するのは，それによって自社の

競争力を高めようとするからである。従来その産業をリードしていた企業
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MOTが企業経営に与える影響

金 山 茂 雄

要 約

米国と同様に日本においてコンピュータが実用的に用いられ，ITを利

用しはじめてから，まだ半世紀ぐらいしか経っていないが，社会では企業

の業務から日常生活に至るまでになっている。そして，産業という大きな

枠の中では産業活動が必ずしも必須のものというわけではなく，我々の文

化にも組み込まれている。そのために我々は，自らの責任において環境の

変化に適応していかなければならない。これからの情報ネットワークを基

盤とする経済社会は，従来よりももっと精密であり敏感で，多面的なもの

となるだろう。

ある産業の発展の背後には，さまざまな技術革新がある。企業は競合他

社に対する競争力を強めるために技術革新を進めている。企業が技術革新

を導入することで，従来からの企業経営にどのような影響を与えているの

か。そして今後企業は，技術革新にどのように対応すれば良いのかを資料

等から整理・検討・考察してみることにする。



が，技術革新によってさらに競争力を強化することもあるし，劣位にあっ

た企業が技術革新によって飛躍的に競争力を高めて優位に立つこともある。

また，新しい技術を基礎にしてその産業に参入した企業が，産業の様相を

一変させることもある。

競争関係を変化させる技術革新には，従来その産業の基盤となっていた

既存の技術をさらに進歩させるものもあるし，既存の技術に取って代わる

新しい技術をもたらすものもある。既存の技術の優位性に基づいて従来そ

の産業をリードしていた企業が，その技術をさらに進歩させることによっ

て競争優位の維持をはかっている間に，劣位にあった企業や新規参入企業

が新しい技術を開発して競争優位を逆転させることもある。もちろん，既

存の技術に優れていた企業が，積極的に新しい技術に乗り換えていくこと

もある。産業の発展過程では，このような技術革新をめぐる企業間の競争

が展開されている。

21世紀の展望する今日の社会において，コンピュータないし情報シス

テムを土台としたいわゆる情報化は，ほとんどあらゆる領域において展開

され，社会の将来に大きなインパクトを与えていることは改めて指摘する

までもない。その様相は80年代半ば以降，コンピュータ・ネットワーク

の本格的な展開を迎えて，明らかに新しい社会に入っているように思われ

る。今日の情報ネットワークにはこれまでの情報システムの延長ではなく，

むしろそれらをいっそう高い次元で体系化したトータル・システムである。

企業は，情報システムがこれまでのように一つの経営資源であるにとどま

らず，経営それ自体の次元で展開されるようになっている。情報システム

を武器として業務を効率化し，情報ネットワークを基盤として組織と管理，

さらには経営戦略全体も見直しされようとしているのである。トータル・

システムとしての情報ネットワークに比べれば，これまでの個別情報シス

テムは素朴なシステムに見えるほどであり，ネットワーク時代は時間と共

に新しい時代に入り進んでいくだろう。その際，それらが極度に複雑化し
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たシステムとして企業の経営と労働に深刻な矛盾を呼び起こしている現実

がある。明らかに情報化は21世紀に向けて一つの時代を創造している。

しかしながら，社会科学の分野ではこの新しい時代の特徴がまだ十分にと

らえられていないといえる。その背景には，情報システムが技術的に展開

される外的要因とみなされ，経営の内在的な問題としてはまだ十分に認識

されていないという事情があるように思われる。産業革命史に範をとるな

ら，これまでの情報システムがいわば「機械体系」の次元でとらえてきた

とすれば，今日の情報ネットワークは少なくとも「機械制大工業」の次元

でとらえられるべきものだろう。こうした現代の情報ネットワーク時代の

特徴を簡単に説明し，そして今後企業は，技術革新にどのように対応すれ

ば良いのかを資料等から整理・検討・考察してみることにする。

2．コンピュータと社会

米国と同様に日本において，コンピュータが実用的に用いられ情報技術

（総称としてITと呼ぶ）を利用しはじめてから，まだ半世紀ぐらいしか

経っていないが，社会では企業の業務から日常生活に至るまで，その機能

と性能を利用している。そして，今ではコンピュータも一つの産業という

大きな枠の中で活動が行われている。しかし，それ以前は必ずしもなくて

はならないものではなかった。知らず知らずに我々の文化にも組み込まれ，

その結果，現代のように変わってきたのであろう。さらに，コンピュータ

の利用が社会環境の変化にも適応していかなければならない。今後，コン

ピュータと通信技術による新たな産業は，情報ネットワークと呼ばれる技

術とその商品を基盤とする，いわゆる経済社会が従来よりももっと精密で

あり敏感で，多面的なものとなるだろう。ここでは，コンピュータの史的

な展開が企業のような組織体にどのような影響とその結果をもたらしたの

か，ある一面を概観し，次に進むことにする。
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2．1 コンピュータと史的区分

現代社会では社会活動，企業活動など，あらゆる場面で情報の役割が重

要視されており，それは情報を取り扱う業務が多く，その手段としてのコ

ンピュータ等の利用が多いからである。そのようなコンピュータの発展・

発達抜きに考えることはできないだろう。コンピュータは，どんなに他の

道具や機械と異なっても，ごく普通の電機機械にほかならない。しかし，

一般社会では，やはりごく普通の機械とは大きな違いがある。一般に機械

は，ある特定の生産部門の技術と労働の問題としてとらえられるが，コン

ピュータは特定の部門どころかあらゆる業務と結びついている。日常的な

企業や組織体等の業務ばかりでなく家庭用の機器でさえ数多くのコンピュー

タ（マイクロコンピュータ）が使われている。こうしてコンピュータはあ

らゆる労働と生活のスタイルを大きく変えることになる。そして，コンピュー

タは誰にとっても身近な存在になっている。その上でコンピュータの役割

は，極めて多様性があり，柔軟性，機能性もあることが分かる。また，生

産工場にある機械の制御から情報管理，さらには音楽や映画の世界といっ

た芸術の分野にも及んでいる。このような多様性と柔軟性，機能性が，コ

ンピュータの広範な利用を可能にした。コンピュータが登場して半世紀以

上経過したが，その役割は成熟期を迎えるどころか，とどまることなく多

様化と高度化，さらに機能化へと進んでいる。それは社会全般に観ること

ができ，社会生活を支えているのである。このようなコンピュータのしく

みは，これまでのどんな機械にもない。コンピュータは小型化し，より精

密で精細なモノに変わり，それがいろいろなところで利用され，特に，マ

イクロエレクトロニクスと呼ばれているように小型化によって本格的なも

のに発展することになる。その本質は，人間に代わって情報のメディアを

操作する論理的な思考というところにある。コンピュータの最大の特徴は，

形式的な意味では，その論理的仕組みに原理的な限界がないことである。
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そのため，コンピュータが社会の要求に対応してとどまることなく発展し

つづけていることである。コンピュータと言えば，ハードウェアをイメー

ジし，一方で情報という言葉は，ソフトウェアをイメージするだろう。

情報は，何よりも社会的コミュニケーションを媒介するものであるから，

これは「コミュニケーション革命」といってよいだろう。ここで言えるこ

とは，コンピュータは技術問題であるととらえる者が多いが，実は大きな

社会の問題なのである。このようにコンピュータと社会との関係と共に大

きく変わってきたということは言うまでもない。史的区分の視点から観る

とデータ処理機械の時代，個別情報システムの時代，そして総合情報シス

テムの時代の3つの時期に分けるのが妥当である。

1960年代末までのデータ処理の時代には，コンピュータが計算機械で

あり，紙テープやパンチカードに記録されたデータを自動的に読み取り，

集計や分類を行うだけのシステムであった。1970年代以降のオンライン・

システムの登場とその後の発展・進歩により，コンピュータは個別業務と

一体のものになった。様々に細分化された業務がシステムとして再編成さ

れ，自動化，集中化，即時化を中心として業務の流れに変わった。これが

個別システムの時代である。1980年代半ば以降，コンピュータ・ネット

ワークの本格的な展開が開始され，個別業務システムは互いに結びつけら

れ，企業全体をカバーする総合情報システムに生まれ変わった。コンピュー

タは，業務の効率化の手段だけではなく，企業の組織そのものがシステム

に組み込まれ，再編成される時代となった。こうしてコンピュータと社会

の関係は一つの完成形態を迎えた。これらの区分では，コンピュータの特

徴を保持しながら新たな段階へ進む様子が次への発展へ移り変わっていく。

よって，コンピュータの変化は，本質的に一つの進化の過程ということが

できる1）。

―93―



2．2 コンピュータとネットワーク

コンピュータと通信技術の結合によって，ネットワークが誕生し，一般

社会では，情報ネットワーク，コンピュータ・ネットワークなどの呼び名

で親しんでいく。しかし，情報ネットワークというもの自体は新しいもの

ではない。情報もネットワークも，共に昔から存在している。人と人との

間で情報が伝わり，そこからいくつかの薪しい考えが生み出されてくる過

程はほとんど同じである。情報という視点から社会を観るには，その原点

をまずしっかりと把握し理解しなくてはならない。情報を生み出すのは人

であり，人と人との接触であり，相互作用である。経済で役に立つ情報も，

人々が業務の現場で業務を進める過程で，人と接触しつつ掴む情報なので

あるから，その原点は変わらないのである。それでは，今と昔では何が変

わったのだろうか。それは情報を生み出すために大量の資本と人が投入さ

れ，組織的な努力が行われているようになったことである。また，イノベー

ションが通信のコストを安くし，ネットワークの構築が基本的に変わって

きたことである。つまり，情報を生み出すのが人間であるにしても，そこ

に有力な補助手段があらわれてきただけであり，またネットワークとは人

と人との連結にほかならないとしても，その連結をつかさどる新しい技術

と媒体ができ，それが社会の仕組みを変え，新しい社会を生みだすのであ

る。経済的側面から社会を3つの層に分けて観ると，底辺の部分のインフ

ラストラクチャー（社会基盤）があり，その上に産業や企業の活動の層が

あり，さらにそれらの上で我々の生活や行動があるという構造を考えるこ

とができる。情報ネットワーク社会とは，社会の基盤のインフラストラク

チャーが情報通信系統の社会資本をもとにハードウェア，ソフトウェアを

含めて形成され，まさにダウンサイジングがそうである。そして産業や企

業が情報を資源としてネットワーク型に形成され，人々の生活がそれらの

ネットワークを活用するという社会構成になっている2）。
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マイクロエレクトロニクス（総称としてMEと呼ぶ）は，数ミリ角の

シリコンチップに数十万を超えるトランジスタ（Tr）の回路を作る技術

であり，非常に高機能がある特性にもかかわらず安い価格である。つまり，

一般的な価値体系の中では，貴重なものでないことを意味する。1970年

代後半からのMEの発展では，機械，電機，電子，通信など，あらゆる

製造過程を一変させた。MEによってコンピュータのコストは大きく低下

し，それによって機械の複数の自動制御（NC）が経済的に実現し，単機

能機械のみならず多品種の加工を行う加工用工作機械も自動化された。こ

れらの機械は，また1つの製造ライン全体にわたって集中制御され，自動

化されるようになった。それは労働生産性を飛躍的に向上させ，生産労働

の様子を大きく変え，それまでの大量生産に代わって多品種少量生産を効

率的に行うことを可能にした。機械工業の生産性は急速に増大し，景気回

復とともにおびただしい種類の製品が市場にあふれ出した。競争は激しく

なり，企業は市場を求めて争って海外に進出した。国際化と競争激化に直

面して，企業は世界市場のニーズに即した一層の製品多様化と市場変化に

対する迅速な対応が求められるようになった。個別業務の改善だけでなく，

関連業務の連携を密にして市場対応力を高めるなどの経営革新を迫られた

のである。こうした業務間の連携は個別の業務を超えたものであり，また

計数・数値データだけではなく，それまでの業務そのものが困難になった。

そこで生産過程で威力を発揮したMEをこれらの分野に導入して，オフィ

スの「オートメーション化」が目指され，典型的な大量計数処理にほぼ限

定されていたコンピュータ利用の範囲は大きく拡大された。これらは管理

情報などの計数的データ以外の広範囲な情報のシステム化の可能性を開い

た。80年代に入ると，これらのOA機器は大量に事務処理に導入され，

オフィス・オートメーション（OA）がはじまった。

コンピュータ・ネットワークの展開，経営革新のためには部門ごとの個

別システムを相互に結び付け，管理情報をもシステムに統合し，部門ごと
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に分散している経営情報を統合して意思決定に結びつける必要がある。決

定的なのは，MEがこれらを可能にするコンピュータ・ネットワークを現

実のものにしたことである。

コンピュータ・ネットワークは，異機種のコンピュータが通信回線を介

入してさまざまな種類のデータを交換しあうシステムである。そのために

はきわめて複雑かつ大量高速なデータ交換の処理が必要となるが，MEは

それを経済的に実現可能なものにしたのである。こうして複数の業務シス

テムがネットワークで相互に統合され，総合情報システムが実現される。

個別システムに分散していたデータは一元管理され，1つのデータベース

に集中される。データベースとは異なるシステムから多目的な利用ができ

るように系統的に管理されたデータ・ファイルである。こうして個別シス

テムはネットワークのサブシステムとなる。このように業務システムが互

いに結びつけられ，企業内に獲得されたデータないし情報がデータベース

にただちに一元的に集積されれば，それをもとに関連する業務を「合理的」

に調整する意思決定も迅速に行うことができるようになる。

これは異なる業務の連携プレイがシステム化されることを意味する。こ

うしてこれまで管理者が行っていた業務間の調整の多くも，ネットワーク

を通じて即時化され，日常的なものになるのである3）。

情報ネットワークは，広域の事業展開を特徴とする物流や金融，流通の

分野で目立っている。宅配便の貨物追跡システム，銀行の第三のオンライ

ン，航空会社や旅行業のCRS（座席予約システム）。POS（販売時点管理）

システム，それを発展させた流通VAN（付加価値網）などである。これ

らは国境を超えて世界的規模で展開され，さらに業種を超えたネットワー

クに発展している。銀行と小売店を結んだ銀行POS,銀行と企業，個人を

結んだファーム・バンキング・システムやホーム・バンキング，メーカと

小売店を結んだEOS（電子発注システム）などがそれである4）。

近年，多くの企業がこれらの構築に全力をあげているが，それは情報の
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多角的収集を早めて市場への対応力を強めるというだけではない。むしろ

取引先や消費者をネットワークに囲い込んで競争優位にすることに狙いが

ある。こうして物流，金融の技術的な提携と並んで，ネットワークを媒介

とした新しい企業統合が展開される。

さらに都心では，LANを張りめぐらしたインテリジェント・ビルが立

ち並び，テレポートを通じて情報を収集し，それらを処理する各業務シス

テムやワークステーションがネットワークに接続されている。企業がこう

した武器を財テクに利用しバブル経済を演出したのはまだ記憶に新しい。

しかし，その背後では東京一極集中が進みネットワークで管理された労働

者はめまぐるしい情報への対応に追われて過労死にさらされているのであ

る5）。製造業においては，工場システムを統合し販売部門とも一体化した

CIM（コンピュータ統合生産）の構築が進められている。今や機械体系は

人間に直接操作されるものではなくなり，ネットワークを通じて操作され

るものになりつつある。これは道具から機械への進化に匹敵する生産シス

テムの革命といえるだろう6）。こうした情報ネットワークの展開は，情報

通信産業を新たな基幹産業に押し上げつつある。また，中間的な生成物た

る情報そのものの囲いこみが重要になり，当時の知的所有権などの法整備

も進められたが，この側面では極めて矛盾に満ちた状況が生まれている。

だがネットワークへの投資に見合う効果をあげることは，必ずしも容易で

はない。企業全体をカバーするにいたったシステムは巨大化，複雑化の一

途をたどり，投資が巨額化するだけでなく，複雑さゆえの様々なリスクを

抱え込むことになるからである7）。

一方では，システムの規模が大きいだけに，システムのダウンの影響は

はかり知れない。そこでシステムのセキュリティを保護するためシステム

監査の必要性が強調されているが，複雑化したシステムを十分に監査でき

るエンジニアの育成は事態に追いついていない。システム開発でもこれま

でのユーザが仕様を提示しシステム・メーカがそれを具体化してきたが，
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今まではメーカがシステムの仕様を提案する時代になっていた。単なるシ

ステム・メーカではなく，経営コンサルトの役割を兼ねたシステム・イン

テグレータが要求されているのである。

システムを計画するSEは，コンピュータや業務知識だけではなく経営

そのものを分析評価する力量が求められている。だが，企業全体をカバー

するような総合情報システムの計画は，非常に難しく，こうしたSEや

KEの育成もこれからの課題である。そして，新たなソフトウェア危機が

生まれているが，この事情は情報科学に対してもこれまでのコンピュータ

科学を越えた情報社会学の成立を促しているといえるだろう8）,9）。

3．MOTに見られる技術と革新的な経営の変化

ここでは，MOT（ManagementofTechnology）を細分化し，「技術，

革新，経営」の三つの言葉から企業経営にもたらした要因が何か，探求す

る。

技術という言葉の歴史は古く，科学以前から存在していたと見られる10）。

近代的な製鋼法を科学的現象として理論的に解明する以前に，日本刀の玉

鋼技術による製鋼技術は存在していた。このように技術は当初ものの造り

方，つまり製造法を意味していた。ここで製造法とは，ある「モノ」を造

るための合理的に一つにまとめるための手順の総称と捉えて良い。このよ

うな技術は，当初の簡単な道具を利用しての手作りでの方法から機械を中

心とする方法へと発展してきた。技術は，その洗練の中から様々な道具や

機械を生み出した。それらは技術の具体的な現れであり，技術の一部分で

ある。しかし道具から機械，機械から様々な機能・役割を果たすための総

合的な機械のシステムへと進歩するにつれて，これらの持つ技術的重要性

が高まった。別の言い方をすると，技術に人の及ぼす直接的影響部分が後

退していった。人は技術の後にあって，アイデアの創造，道具，機械，そ
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して，それらのシステムの設計と製作を担当する。他方，作業内容に対応

した機械による体系は，情報を外部から得て自律的に作業を行う。このよ

うな変化は人の持つ，いわゆるソフトウェアのある部分を機械や機械シス

テムに移転するという変化である。つまり，人が生み出し，保有する技術

（この場合は「モノ」を造るための合理的な一つにまとめるための手順の

総称である）は，ハードウェアという道具，機械そして機械システムとし

て分離され，同時に自動制御というソフトウェアが同様に人から分離され

たことになる。技術は人を創造の原点としながらも，ハードウェア，ソフ

トウェアとして不断に技術を外部へ分離している。しかし，現代の機械と

機械化体系は，人の生み出した形に現れた技術，つまり，技術の分身であ

る。技術は本来抽象的な方法の体系である。以前（昔）は人の頭と体につ

いた熟練こそが技術だった。頭で考えたことが熟練を媒介として，「モノ」

という形に現れる。技術の本質は，あくまでも頭で考えた目標とこれを達

成する手段の関連にある。この意味では，技術とは目標を達成する手段を

指し，ここでは熟練であるが，昔それはよく「盗まねばならぬ」といわれ

た。その意味するところは，文字や記号，さらには口頭による言葉だけで

は移転することのできない「腕」とか「物事の進め方」であった。

ところが1960年代に驚くべきことが起こった。NC（数値制御：数字と

記号で機械を制御する）工作機械の登場である。その工作機械は，一定の

ルールにしたがって作業手順を記述したテープ（当初は�孔，その後は磁

気）を作成し，この機械に与えると，機械は指示通りにかなり複雑な作業

をする。人の持っていた熟練が，テープつまりソフトウェアとして人から

分離した。人の頭で考えられたこの「プログラムド・テープ」は，今では

工場全体を動かすほどに複雑なものになっている。考えてみれば技術は人

の頭脳と熟練を原点とするものではあるが，人から分離，独立しつつある。

人の頭脳の働きと熟練は「プログラムド・テープ」そしてその「テープ」

で動く機械および機械化体系に移転しつつある。しかし注意しなければな
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らないことは，人の頭脳の働きと熟練の獲得は止まることがないというこ

とである。人は機械と制御テープに関連して改良，開発そして新たな発明

を行なう。人はまた自ら生み出した新しい機械，そして制御テープの出現

に伴って新しい形の熟練を生み出す11）。

以上，技術については，次のように要約できる。まず技術は人あるいは

人の集まりから始まり，（人と道具）をセットとして進んだ。やがて（人

と機械）のセットが出現，その後（機械）自体の自律性が高まる（NC化）。

やがて種類の異なる機械群が自律的に動くようになった。「モノ」造りと

しての技術は今ではこのレベルまできた。それは人の手から機械群が離れ，

一定の指示があれば自律的に動くまでになったのである。ここで忘れては

ならないことは，その機械群の保全や改良，特に，開発は，相変わらず人

の頭と手にゆだねられているということである。機械群はあくまでも技術

の一部分であり，しかも技術という人の頭脳と熟練から生み出される手順

体系の一つに過ぎないのである。機械は完成したその日から陳腐化を始め

ると言われるのは，技術の本質が人の頭脳の働きと熟練に宿っているから

である。このような「モノ」造りの技術は実は，今日の流通，サービスと

いったあらゆる産業活動に等しく適用できる概念であることが段々明らか

になってきた。例えば，CIM（コンピュータ統合生産）にしても，物流，

在庫，販売に製造活動が密接に結び付いており壮大な技術の体系を構成す

るに至っている。そこには製造技術のみならず，物流技術，在庫技術，販

売技術が組み込まれている。「モノつくり」からスタートした技術という

概念は，今では，現代社会のあらゆる目的を達成するための手段にかかわ

る場面に適用される。

技術という概念は，今日ではある特定の目標を達成するための合理的な

ひとまとめの手順の総称と定義できる。そしてそれは人と機械と情報（プ

ログラムに象徴される）の組合せとして理解するのがよい。今日の広義に

とらえた技術も，すべての産業において，人→機械→情報→人へと戻るト
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ライアングル関係で理解することができる。技術をトライアングル関係で

考える際，そこでの人の決定的に重大な役割を忘れてはならない。人は創

造力を持ち，熟練を自らのものにできる。もちろん学習して知識を高める

こともできる。人がそうなるためには，そうしようとする意欲と意志が基

本であり，これを可能とする動機が外部から与えられる必要がある。人が

そうしようとさせるための対策や対応を講じるのが企業や組織体として，

あるいは社会全体として基本的に重要なことである。

人→機械→情報→人へと戻るトライアングルは，組織→機械体系→情報

体系→組織へと戻るトライアングルによって囲まれ，人と組織，機械と機

械体系，情報と情報体系は，それぞれ互いに結び付いている。このように

技術を二重のトライアングルの結び付きと考え，この変化を捉えるという

考え方をすることが技術の変化を理解する上で極めて重要かつ基本である。

ここでの技術の変化は，人，機械，情報のいずれか一つから起こり，それ

が他の二つの変化を促進し，技術つまり「手順の体系」が変化する。ハー

ドウェアが変わり，ソフトウェアも変わる一つの状態に新たな技術水準が

決定される。それがまた，何らかの刺激によって次なる変化をもたらすこ

とになる。特に，企業のようなある目的を持っている組織体は，外部的要

因に影響されやすい。例えば，購買，製造，販売，財務，人事などの組織

部門である。そして，MOTは，見方をかえれば戦略や革新という言葉で

表現ができる。企業にとって画期的なアイデアに基づいた戦略決定とその

展開を指すものと捉えてよい。このように考えると，戦略の三段階つまり

企業戦略，事業戦略，機能戦略と分けると，これに対応して企業革新，事

業革新，機能革新と一応分類することが可能である。つまり，ここで革新

とは企業が革新的戦略を採用，展開することだと言える。

企業革新，事業革新，機能革新の間の関係は，普段見ている以上に複雑

である。例えば，製造業で企業が現場主義を貫く戦略をとるとする。これ

は企業戦略か，それとも事業もしくは機能戦略かと問われると答えは一様
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ではない。ある企業は製造部門の主たる戦略というだろう。他の企業は特

定事業部の最重要戦略という。さらに，これら以外の企業の中には「現場

主義を貫く戦略」が最重要戦略と位置づけ，トヨタ系の企業は「現場主義」

を企業戦略のレベルまで高めている。企業が「革新」を唱えるとき，上に

言うように捉え方に差が生じる。企業全体のレベルでの革新こそ「革新」

の名に値するものだといっても，その他の局地的革新が革新でないとは言

えない。さらに，企業レベルの革新が，事業部門，その下の機能部門へと

より具体的へと展開される関係にある。いずれも革新活動である。逆に企

業の一部分で取り組まれた革新活動が，やがて全社的革新活動まで広がる

場合もある。トヨタ自動車における「かんばん方式」のある工場への導入

は，やがてトヨタ生産方式導入という企業戦略となり，協力企業までその

適用を広げていく12）。今では，リーン生産方式として世界中に広がってい

る13）。

企業より一般的には組織において従来とは質的に大いに異なった活動が

行われることであるが，それは究極的には個人の創造性に負っている。そ

れでは個人の創造性はどこからくるかというと，世の中には発明家，起業

家がいる。誰もがこの人たちになれはしないが，近づくことは可能であろ

う。それには，

a．常に「好奇心」を持ちこれを展開するライフ・スタイルを持つ。

b．毛色の変った人と愉快に交際する，またそれができる。

c．新しい専門知識をつねに取り入れることが創造性に向かう基本と

いってよい。

上記のような個人の創造性を発揮できる組織に進めるためには，組織の

創造性を高める役割を果たす人の存在が重要である。また，日本の企業の

中には職場単位の従業員が他業種の優れた企業を見学するという実践を行

なうことがある。さらには下請企業同志が協力会をつくって（この場合事

実上異業種グループである），互いに職場の診断をするという試みも決し
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て少なくない。組織ぐるみで創造性を高める努力である。革新は創造活動

であり，その組織的展開である。企業における革新は一般に着想，展開，

事業化の三段階に分けられる。着想は自由に，展開はシステマティックに，

事業化はまた比較的自由に進めるのがよいというのが過去における調査の

結果である。つまり革新のプロセス段階別理解が重要なのである。この革

新プロセスが企業を超え，産業社会全体に著しい影響を与えるようなとき

技術革新と呼ばれる。ここでは技術革新は社会全体に及ぶ変化を意味して

いる。これに対して企業の革新は限定的である。企業にとって従来無かっ

た事業コンセプトの導入，製品・サービスの開発，あるいは工程の開発等

の新しい試み，とりわけ戦略レベルの決定と展開を必要とするものについ

ては，企業はそれらの活動を革新と考える14）。

革新は言ってみれば，変化の一類型である。企業に見られる変化は一般

的に四つの変化に分類できる15）。

a．現場小集団による日常行われる職場改善であり，変化というものの

原点的基礎である。それは変化が企業に定着するための最終段階であ

り，しかもこの段階に終わりがないことも大きな特徴である。

b．工程ラインの変化である。製造業で言えば製造ラインの取り替えで

ある。画期的機械ならびにそのシステムが昔のシステムに代って取り

替えられるか，または新しく導入されるかである。ここでは生産技術

者と現場作業者の両方が協力して変化に取組む。

c．製品もしくはサービスの変化である。その変化が画期的であれば，

製品革命またはサービス革命と呼ばれる。ここには製品・サービスの

開発者，設計者，生産技術者，現場技術者まですべてがこの変化に加

わる。製品・サービスが変れば，そしてまたその変化度が高ければ高

いほど製品・サービスの提供方法，その作業のやり方も変る公算は大

である。
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d．事業の変化は，企業にとっての新事業の導入である。この変化が最

も革新の名にふさわしい変化である。全くの新事業といえば，新技術，

新市場，新製法，新組織を必要とするだろう。

このように革新にふさわしい変化は，事業変化，一部の製品・サービス

変化，一部の工程の変化だろう。このうち事業変化と一部の製品・サービ

スの変化には，①新技術の導入，②新市場の開拓による区別がある。①と

②の両者が起こる場合と，①か②かのいずれかが起こる場合である。もち

ろん，①と②の両方が起こる場合，革新性が一般的に高い。

以上の四つの変化のうち特定部分が革新の名に値するといっても，四つ

の変化は互いに関係している。事業変化から始まって製品・サービスの変

化，さらには工程（プロセス）変化，ついには作業の変化に至るプロセス

があると共に，その逆の経過もある。トヨタ生産方式の変化パターンは，

現場の作業変化から工程（プロセス）変化へと向かい，さらには製品・サー

ビスの変化に至る。革新は変化の一部分であり，企業の変化は革新を内に

含んだ今日的な普遍的現象としてみるのがよい。技術変化，市場変化の進

む今日，この考え方はごく自然なものといってよい。

経営を進める上で，製品製造・サービス供給システムを与えられたもの

として，システムの稼動効率を高めることにのみ注意を集中する（管理的

観点）のではなく，システムを変え，システムの基礎である戦略をも変え

ることが重要である16）。ここでシステムという言葉は技術的合理性に基づ

いて考え抜かれた一連の系を意味している。これに対して，生身の人間を

統合することを狙うシステムと不即不離の関係にある組織という言葉があ

る。両者の関係を見ると，通常システムが変れば，組織も変る関係にある。

また，組織を変えるためには，マネジメントが必要になる。マネジメント

は企業を取り巻く環境変化に積極的，弾力的に対応する経営手法を意味す

る。それはときには積極的な戦略展開によって環境をも変化させようとす

―104―



る。革新的製品・サービスの開発は，技術環境を変え，市場環境を変える。

ここではマネジメント自体の革新性，弾力性が問われることになる。革新

的なマネジメントとは，人を生かし，人と人の関係を意味ある強力なもの

とし，人および関係する企業の行う事業が顧客を含めて関係者一同に魅力

あるものとするように計画し，実践し，その成果をモーターするある種の

サイクル活動である。それはどこまでも現状を打ち破り，向上しようとす

るスパイラル的変化活動である17）。

ここでいうマネジメントの要点は三つある。

一つ目は，人を確保し，育成するマネジメントである。有能な人が企業

に魅力を感じて入社してくれるような企業とすること，そして入社した人

が絶えず成長できるような機会を提供することが大切である。

二つ目は，関係重視のマネジメントである。従業員と企業との関係以外

に，仕入先，得意先，金融機関，同業者，異業種企業，大学，研究機関，

行政機関，地域社会等との関係が良好なことである。もちろん企業内の事

業部間，職能部間，部内の各セクション間の関係が良好なことも大切であ

る。ここで関係が良好であるということは，互いに信頼感を持ち，情報を

共有し，共に向上しようとする意欲が関係者の間に満ちている状態である。

三つ目は，独自のマネジメントである。企業が産業社会の中で生きてい

けるのは，社会に貢献しているからである。その貢献の源泉は企業の保持

する独自性にあると言える。

独自性とは，事業コンプセトの独自性から始まり，製品・サービスの独

自性である。また，仕事（業務）のプロセスの独自性，人・組織の独自性，

情報と情報ネットワークの独自性，設備の独自性，資本の調達，運用にお

ける独自性，販売における独自性，製造における独自性等に分類できる。

ここで重要なことは，重点をどこに置くかの戦略的判断である。

今日マネジメントを考える上で特に大切なことがいくつかある。まず管

理は自己管理に勝るものはない。これに向かって管理を変えていくことで
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ある。そして第2にマネジメントの意味する戦略決定は，企業内，企業外

からの情報を十分取り入れた上で，トップ経営者が断固として決定し，関

係者の協力を得るよう推進する責任を持つことである。これが行えるため

には日頃からの有効なコミュニケーションが企業の内外において行われて

いることが前提である。第3にマネジメントは変化のマネジメントこそ今

日基本的な特徴であるという点である。企業は自ら変化しなくても環境の

方から変っていってしまう。自ら変らずして市場維持も可能とならぬし，

新製品・サービスの開発によって積極的な変化をつくり出さねばならない。

変化はすでに述べたように四つに分けることができるが，マネジメントは，

この四つの変化の適切な組み合わせを考えることだといえる。その組合せ

の決定は容易ではない。まず現場小集団による改善運動は一日たりとも休

んでよいものではない。そのうえに仕事を進める工程（プロセス）変化を

始めるタイミングを見計らわねばならぬ。製品・サービスの開発のペース

も従来に比べたらより頻繁になってきた。この戦略的タイミングを判断す

る必要がある。そのうえ事業の推移如何によっては，新事業の開発に向かっ

て活動を開始しなければならない18）。

これらの変化はいずれも人の時間とエネルギー（知的ならびに肉体的エ

ネルギー）を使用する。資本を使う。設備を使う。情報を活用する。つま

り四つの変化を同時に進めることは，持てる資源からみても容易ではない。

変化への取り組みは整然と進められなければならない。この意味において

マネジメントは変化についての資源配分を決定，資源活用の進行を調整す

ることだといってよい。すでに述べたように変化には二つの方向がある。

一つは現場小集団活動から変化の規模をトヨタ式の変化に見るように拡大

する方向であり，次には新事業の開発から製品・サービスの設計，プロセ

ス設計，現場活動の展開へと進む変化プロセスである。この二つを同時に

進めることは，ほとんど不可能である。しかし各部署の活動を詳細に見れ

ば，二つのうちいずれかの流れの下で一つ選択している。マネジメントは
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今日ではむしろ企業間関係のマネジメントがより重要となる。企業間で互

いに影響し合い，調整し合うプロセスが今後益々重要になるだろう。

4．お わ り に 技術革新に対する今後の展開

今後の展開は，経済全体で考えてみると，企業の始めた企業技術革新の

持つ革新性が世に受け入れられ，大きく産業社会を揺り動かすことは，今

日のような時代には大いにありうることである。どの企業も企業技術革新

がこのように進み，自らが産業社会において主導権を握ることを夢見てい

る。むしろ中小企業は堂々として自らの企業技術革新を誇りに思ってよい

だろう。それが産業の活性化を促し，業界自体の競争力も高めることにな

る。

新たなる飛躍的発見の可能性の高いことも確かである。�情報技術の活

用，�先端技術成果の応用，�市場変化へのよりきめ細かい対応，�企業

間連携，�外部専門機関との連携を進めれば，新しい事業展開の可能性は

むしろ過去に比べれば高くなっている。中小企業にも企業技術革新が従来

以上に不可欠で重要な活動となっている。大企業にも中小企業にとっても

企業技術革新が時代の戦略的焦点であることには間違いはない。

新製品の開発としての企業革新も，自然にやさしい製品でなければなら

ない。製造中に公害がでない，使用中に公害を発生させない，使用後に環

境を汚染しない，そしてなお人に便利・快適を提供しなければならない。

その意味でマクロな技術革新ならびに企業技術革新には従来以上に厳しい

制約が付くことになった。これを忘れた技術革新は今後受け入れられない。

このことは，技術革新における技術評価が前にも増して重要性を増し，こ

れを行う有効な方法の開発が進められなければならないことを意味してい

る。次に，技術革新プロセスに関する統合的観点の必要性から言うと，技

術革新のプロセスは長い。研究開発から長い連鎖を経由して市場に到達す
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る。ここでは大企業の統合的マネジメント，中小企業の統合的観点，業界

的観点からみるマネジメントの必要性，政府のなすべき政策振興と制約と

いう広義のマネジメントまでありうる。事が大きくなれば革新技術に関す

る国際的な調整さえ必要になる。これもある種のマネジメントにほかなら

ない。大企業の技術革新に関する統合のマネジメントの特徴は，長期的観

点である。研究開発から，これが成功して市場に出るまでに10年から15

年かかるくらいの覚悟が大企業には必要だと言われる。基礎研究からカウ

ントすればこのような長期を要することは不思議とはいえない。

基礎研究の開発期間に注文をつけることは本来おかしいことだが，目的

を決めた基礎研究には，開発期間に一応の目標が置かれるだろうし，応用

研究，開発研究ともなればもちろんのことである。基礎の基礎となるよう

な研究は，予算的にも別枠で自由に行うのが良いのかも知れない。しかし

そこから成果が出て，応用研究・開発研究・商品設計・製造準備・製造・

販売へと進み始めるや否や，この全プロセスの短縮はむしろ至上命題とな

る。

「立ち上がり期間の短縮」は戦術的課題ではなく競争的観点からみて高

度な企業戦略的焦点となる。ここに同時並行的な進行を計るコンカレント・

エンジニアリング（ConcurrentEngineering）という言葉が誕生する理

由がある。この言葉の誕生は，もともと日本企業の実践にある。つまり，

「品質，コスト，納期を商品開発段階から造り込む」ということである。

そのためには，開発部門への下流部門の情報が集まらねばならない。そし

て，技術革新へのマネジメントの対応もまた重要である。技術革新は企業

においても市場においても，新たな変化を起こし，普及し，定着させるプ

ロセスの総称である。特に企業における変化はすでに述べたように，現場

の改善，仕事を進める工程（プロセス），製品・サービス，新事業の着想

に至るまでの四つのタイプの変化がある。

企業における新事業の着想そして決定する以前に，大企業では基礎研究
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→目的基礎研究→応用研究があり，その応用研究の段階に至って，企業トッ

プ陣によって新事業をスタートさせるか否かの決断が下される。ここから

先の開発期間の短縮が要請される理由も，これまでにかかった期間の長さ

を考えれば理解できるものである。

以上の変化はもっぱら企業内変化を取り扱っているが，企業技術革新に

ふさわしい変化は，変化が企業外に及ぶ。応用研究としての開発段階では

大学，その他の研究機関，異業種企業等との新しい協力関係の形成という

変化がしばしば必要である。既存仕入先と得意先に対する変化の要請，新

しい仕入先，得意先の開拓は製品・サービスの製造，販売段階に必要とな

る変化といえよう。変化つまり「アイデアの着想→試行→普及→定着」の

変化プロセスはまた企業外でも試みられる。その適切なマネジメントは相

手の立場を十分考慮しつつ，その際に飛び込み積極的に協力関係を形成し

なければならない。

さらに，変化のマネジメントに際しては上からの変化と下からの変化の

区別，そしてその流れのいずれをとるかの戦略的決定が重要である。企業

技術革新といえるような変化は，企業のトップの決定によって強力に展開

される変化と，トップが決定せざるを得なくなるような変化運動の下から

の盛り上がりによる変化のプロセスがある。トップダウン型の企業技術革

新の展開にしても，トップの決断の際には企業内外の情報を十分吸い上げ

ていることは不可欠の前提といってよい。

他方ボトムトップ型の技術革新にしても，企業の辺境ともいえるところ

で小規模にむしろ密やかにアイデアの創造，普及が細々と始まり，次第に

多くの賛同者を得るに至る。遂にはトップ陣がアイデアを評価し，企業の

戦略として決断するに至る。その後は前のトップダウン型と同じプロセス

が始まる。いずれの進め方が優れているかは，トップの力量，企業内部の

アイデア創造力によって判断すべきである。さらに，企業技術革新推進の

ための変化のマネジメントにおける革新の展開にあたっての注意点につい
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て若干整理してみる。企業技術革新の推進のマネジメントについては，い

くつかのポイントをまとめたが，なぜ企業は企業技術革新を行うかといえ

ば，それは顧客の支持を得るためである。顧客の満足を変らず高いものと

するためには，顧客の変化に企業は同調しなければならない（顧客満足度

の向上）。つまり，顧客自身の獲得は，企業自らの変化によってのみ可能

であると考えるところに変化のマネジメントの核心があり，企業技術革新

のマネジメントを行う意義がある。

高度情報化社会といわれるようになって久しい。今ではどこにでもある

コンビニエンス・ストアの成長の裏側には，情報技術の洗練と物流の同調

があった。必要なもの・サービスを必要な時に少量，しかも比較的安価に

得ることができることは消費者にとって便利なことである。消費者は安く

て良質な商品・サービスを，欲しい時に得られることを常に望んでいる。

これに対して情報技術，物流，加工・組み立ての流れ，金の流れ，人の流

れなどを同調させようと努力する企業は驚くほど成長することになる。

現在ではさらに情報化が進み，個人の周りにコンピュータ，ファックス，

コピー機などの情報機器があふれている。企業がこれに遅れず企業技術革

新に努め，さらに一歩先へ進めば，客は企業に魅力を感じ，その愛顧を強

める。過去の価値観や先入観にとらわれず，柔軟な発想のできる企業では，

これまで以上に成長の機会が増えることだろう。

1） 野口宏，須藤春夫他『現代情報ネットワーク論』ミネルヴァ書房，1992,pp.

2�5.

2） 今井賢一『情報ネットワーク社会』岩波新書，1984,pp.33�36.

3）『前掲書』，pp.10�11.

4）『前掲書』，pp.109�123.

5）『前掲書』，pp.146�165.

6）『前掲書』，pp.86�106.
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1．は じ め に

本稿では，2012年の国際協同組合年を契機に筆者が中心になって行っ

た協同組合についての学習活動の実践を紹介する。国際協同組合年とはど

のようなものか，その意義を述べる。次に，これを踏まえて協同組合につ

いてどのような学習活動を行い，それがどのような意義を有し，どのよう

な課題が残ったかについて述べたい。

2．国際協同組合年の意義

協同組合とは，その国際組織である国際協同組合同盟の定義によると

「共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ，共通の経済的・社会的・

文化的ニーズと願いを満たすために自発的に手を結んだ人々の自治的な組

織である」とされる。すなわち，人々の自主的な結びつきによる非営利か

つ共同管理による事業体といえる。国際協同組合同盟傘下の組合員数は世

界で約10億人，世界の主要な協同組合上位300団体の総売上高は2兆米

ドルにのぼるという（2012年のデータ。国際協同組合同盟による）。日本
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でも，農林水産業（農協など），購買・共済（生協など），金融（信用金庫・

信用組合など）をはじめ，多くの分野で事業を展開し，人々の生活に貢献

している。

さて，この協同組合について国際協同組合年が設定された。国際協同組

合年とは，国連の定める国際年（あるテーマについて世界全体が特定の年

に取り組みや運動を行う年）の1つとして，2009年12月の国連総会で決

定されたものである。このように国際年として協同組合が取り上げられた

のはこれが初めてであり，「協同組合がもたらす社会経済的発展への貢献

が国際的に認められた証で，特に協同組合が貧困削減・仕事の創出・社会

的統合に果たす役割が着目されてい」るとされた（IYC2012Japan,2010）。

これに従い，日本でも各種の協同組合やその連合組織が共同で，あるい

は個々に各種の取り組みを始めた。共同での取り組みとしては，2010年

に「2012国際協同組合全国実行委員会」が結成され，その傘下に都道府

県レベルでの委員会がつくられた。全国実行委員会では，協同組合への理

解・認知の促進を目的として，各種の広報活動，イベント，協同組合憲章

素案の取りまとめのほか，大学での協同組合をテーマとする講座への協力，

中学校・高校における協同組合・非営利組織に関する教育のためのメニュー

やツールの作成，市民を対象とする学習交流会などを実施した。

このうち，中学校・高校での教育への取り組みについては研究機関への

委託により行うこととされた。大学での講座については，地域生協・大学

生協の寄付講座として，あるいはこれら生協や農協・労働金庫・信用金庫

等からのゲストスピーカーによる講演を中心として実施されたものが多かっ

た。大学や学生への取り組みは「将来の協同組合の担い手となりうる学生

に，協同組合への関心・認識を高めるため」という目的で行われた（IYC

2012Japan,2013B）。

これらの取り組みの成果としては，協同組合の役割や意義に関する学習

や意見交換が進んだこと，協同組合間の連携が進んだこと，政府に協同組
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合に対する基本的な考え方や方針を提示させたこと1），などが挙げられて

いる（IYC2012Japan,2013A）。

3．拓殖大学における協同組合学習の実践（1）

3．1 取り組み開始の契機

上述のような取り組みが全国各地で行われていたが，これらは主に，既

存の協同組合（生協・農協・信用組合・労働金庫など）が中心になって行

われていたため，協同組合活動のあまり行われていない地域・職域・学校

などでは，こういった取り組みへの参加は非常に限定的なものであったと

思われる。大学の場合であれば，学内に大学生協が設立されていたり，近

隣に農協や地域生協があったり，これら協同組合との連携による教育・研

究等の取り組みが行われていたりする場合に限られていたのではないかと

思われる。拓殖大学の場合，大学生協はなく，協同組合との共同の取り組

み（研究・教育）も筆者の見る限りほとんど見られず，従って，国際協同

組合年についてはもちろん，協同組合に対する理解・認知が十分だったと

はいえない状況にあったと思われる。

筆者は協同組合の一形態といえる信用金庫の中央金融機関（全国信用金

庫連合会，現在の信金中央金庫）での勤務経験がある。また，その後の在

学・在勤時において大学生協との関わりがあり，現在でも大学生協のない

大学のための生協である東京インターカレッジコープ（以下，東京インカ

レと略す）の理事を務めている。このため，国際協同組合年についての情

報は入ってきており，これを拓殖大学での教育の現場で展開できないか検

討していた。

そこで，おそらく協同組合についてほとんど知識がないであろう学生の

状況に鑑み，まず経営学教育の一環としての教育を考えた。すなわち，経

営体としての協同組合を，主に株式会社との比較から学ぶという方法であ
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る。学生が必ずしも意識していないことも多いが，実は学生の出身地や生

活地域には，地域によって差があるとはいえ，少なからず協同組合が存在

する。農村部であれば農協のプレゼンスが高いことが多く，都市部であれ

ば信用金庫や信用組合が店を構えていることも多い。食の安全・安心など

への関心から生協の宅配サービスを利用する人も少なくない。しかし，学

生の多くはこういった協同組合の特徴についてはほとんど知識がない。身

近な事例から説明していくことが，関心を高めることにつながると考えた

のである。

また，協同組合は「加入し，利用し，（運営に）参加する」という3つ

の活動が重要であるとされるが，実際に協同組合に「加入し，利用し，参

加する」体験をしてもらうことが，理解を深めるために重要であると考え，

希望者を中心に協同組合へ加入・参加させてみることとした。特にこの

「参加」という活動は協同組合の特徴というべきものである。今日の大企

業はいわゆる所有と経営の分離が進み，仮に出資して株主になっても，株

主総会への出席以外で，企業の運営に参加することは非常に難しい。これ

に対して協同組合の場合，出資者たる組合員（会員）の運営参加の可能性

が大企業に比べて高くなると思われる。とりわけ大学生協はその構成員の

大部分が学生および大学教職員であり，学生も組合員代表として総代さら

には理事（株式会社の取締役にあたる）あるいは監事（株式会社の監査役

にあたる）として運営に参加している。これは学生にとっては経営参加の

経験であり，経営学教育の成果の実践というべきものである。こういった

経験を積ませたいと考えたのである。

これに加えて，就職先としての協同組合の可能性についての情報を伝え

る活動も多少行った。特に大都市部以外の比較的大企業の少ない地域出身

で，かつ出身地近郊での就職を希望する学生にとっては，就職先となりう

る企業の選択肢が少ないことが多い。このような場合，信用金庫や農協は

地域の安定した企業として就職希望先に挙げられることが多い。こういっ
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た関心に応える形で，協同組合についての理解を深めてもらうことも有効

ではないかと考えたのである。

なお，国際協同組合年を契機とした学習活動であることから，国際協同

組合年全国実行委員会への支援要請も検討したが，手続がかなり煩雑であ

ると判断されたため，後述の講演会におけるロゴ使用の承認申請にとどめ，

ほかは個々の協同組合（東京インカレ，全国農業協同組合連合会など）の

協力を仰ぐにとどめた。

3．2 今回の取り組みの全体像

今回の取り組みは，予めすべてを計画して始めたものではなく，学生の

反応や外部からの働きかけ（イベント参加の勧奨など）によって追加や変

更などを繰り返しながら行ってきたものである。

これを大きく分けると

Ａ．協同組合についての知識を得させる取り組み

・筆者担当の授業科目やゼミナールにおける筆者による講義，学習会，

および協同組合企業の職員による講演。

・協同組合等が主催する講演会・イベント等への参加

Ｂ．協同組合への参加

協同組合への加入や，協同組合の運営への参加

に分けることができる。これらを組み合わせて取り組みを進めていったの

である。

3．3 当初の取り組み

まず，筆者の担当科目の「経営学総論」において協同組合形態の企業に

ついての説明を行うこととした。ただ，経営学教育において協同組合の位

置づけは必ずしも大きなものではなく，入門・概論レベルのテキストでも

ほとんど記述がないものが多い（NPOの一形態という記述のものもある）。
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しかも拓殖大学では「経営学総論」は複数の教員で同時開講されている科

目であり，特定のクラスであまり突出した内容構成をとることは難しい。

このため，多様な企業形態の1つとしての説明にとどめざるを得なかった。

同時に，筆者担当のゼミナール（3・4年）でいくつかの取り組みを行っ

た。まずは上述の「加入」「参加」の体験である。希望する学生を中心に，

実際に協同組合に加入し，総代や理事・監事になり，運営の経験を積んで

もらうのである。対象とした協同組合は，学生がこういった体験をできる

ところとして上述の東京インカレを選んだ。理事会では経営方針や決算，

人事に関する報告・議論もあり，最初はついていくのに苦労していたよう

ではあるが，しっかり学んで卒業していった学生も少なくない。特に監事

の場合，実際の会計帳簿に基づき，実地での監査も行うという，大学生で

は難しいであろう経験を積むことができている。大学生協の場合，これら

以外に組合員の意見を集めて業務に反映させたり，組合員相互の交流など

に携わったりするメンバー（学生委員会と呼ばれていることが多い）もい

るが，これに参加している学生もいる。

しかし，こういった経験をすべての学生に積ませるのは非常に難しい。

そこで，協同組合の役職員やその経験者による話を聞いてもらう機会を作っ

た。そこでまず，かつての筆者の上司であって，信金キャピタル株式会社

社長の服部秀樹氏に，筆者のゼミ生を対象として2012年6月に講演いた

だいた。内容は信用金庫の特徴や意義，信用金庫業界で求められる人材像

などであった。これは筆者のゼミのテーマである人的資源管理論の面だけ

でなく，キャリア形成や就職という面からもゼミ生に好評であった。

そこでさらに対象を広げて，より多くの人に協同組合についての理解を

深めてもらうために，公開講演会を企画した。この講演会は事前の学習会

から筆者のゼミ生が企画・運営し，多くの方の参加を得ることができた。

章を変えて述べたい。
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4．1 公開講演会の前段階での取り組み

まず，ゼミ生の協同組合についての理解を深めておくため，改めて「協

同組合」について基本から学習することとした。ゼミの農協就職内定者と

筆者を講師に，2012年11月に協同組合とは何かについての学習会を行っ

た4）。

筆者のゼミは経営学（人的資源管理論）のゼミであり，ゼミ生は既に経

営学についてある程度学んでいたことから，それまでに知識のある一般的

な企業である「株式会社」と比較し，協同組合への理解を深めやすくした。

協同組合は，個人あるいは事業主などが共通する目的のために自主的に集

まり，その事業の利用を中心としながら，民主的な運営や管理を行う，営

利を目的としない組織であることを学んだ。出資者は，協同組合が組合員，

株式会社は株主と呼称が異なり，根拠法や事業，運営参加者においても違

いがある。運営方法においては，持ち株が多いほど議決権が強くなる株式

会社とは異なり，協同組合は出資の多少に関係なく，1人1票制を採って

いる。この様に，多くの部分で協同組合と株式会社は違うことを理解して

もらった。運営方法などからみても明らかな通り，協同組合には，多くの

人がお金を出し合って組織を作り，連帯して助け合う「相互扶助」の考え

があることも理解してもらった。

4．2「協同組合と人材育成」公開講演会の開催

次に，拓殖大学の学生をはじめ，より多くの人に協同組合について知っ

てもらうために，公開講演会を行うこととした。国際協同組合年関係です

でに多くの行事があるなかで，筆者のゼミのオリジナリティを出すため，

ゼミのテーマである「人材活用」に関する講演テーマとして「協同組合と
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人材育成」と題して講演会を行うこととした。

講演会の主旨は，以下のようなものである。協同組合における人材育成

は，大きく分けて「役職員」に対するものと，「組合員」に対するものに

分けることができる。前者は，一般の企業でも見られるいわゆる教育訓練

の活動である。後者には，組合員同士で行う学習活動や，協同組合が事業

として行う教育の活動がある。本講演会では，この両者の例を紹介いただ

き，その意義や課題などについて考えることとした。

講師には，東京インカレ店長の白石昌則氏と，農協の中央組織である全

国農業協同組合連合会（以下，全農と略す）の燃料部ガス課課長（前人事

部人事課）竹之内啓氏にお願いした（いずれも肩書は当時）。また，拓殖

大学商学部就職委員会，東京インカレ等からも後援をいただくことができ

た。講演会に先立ち，筆者のゼミ生が東京インカレと全農に伺い，講演会

の主旨を伝えたうえで講演内容についての打ち合わせを行った。

2012年12月4日，拓殖大学文京キャンパスで講演会が開催された。

120名以上の聴衆（拓殖大学生約110名，学外約10名）が集まった。

全農の竹之内氏からは協同組合および国際協同組合年の意義についてお

話しいただき，そのうえで農協，とりわけ全農においての人材育成方針に

ついて講演いただいた。全農では，協同組合理念を意識することが筆頭に

挙げられ，これを踏まえて積極的に行動する人材が求められていること，

全農という農協の中央組織の特性が人材像や人材育成の体系の中に埋め込

まれていることが示された。

東京インカレの白石氏からは，東京インターカレッジコープの意義と，

同組合で展開されている「大学生の学びと成長」プログラム，さらに組合

員とのふれ合いの中で職員がどう成長していくかという内容で講演いただ

いた。白石氏は，ご自分の学生とのウイットに富んだやり取りを紹介され，

その中で生協としての取り組みをアピールし，学生の学びと成長につなが

るようなアドバイスも行っていることを話してくださった。
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この講演会を通じて，筆者のゼミ生はもちろん，聴衆の皆さんにも，協

同組合の意義や，協同組合が組合員（である顧客）と職員の両方の人材育

成に深くかかわっていることを理解してもらえたのではないかと思ってい

る。アンケートにも，協同組合の活動の多様さへの驚きを示したものが多

く見られた。就職先となりうる企業としての協同組合の魅力を一層感じた

学生も多くいたようであった。

この講演会の後，ゼミ生による総括が行われ，以下のような報告がゼミ

内で行われた。

「今まで決して身近とはいえなかった協同組合について学ぶことに

より，協同組合の存在意義や必要性が少しずつ理解できているように

思われる。例えば，店と客の間で単に売り買いするのとは異なり，出

資し，参加し，互いに学び合うという関係ができているのは協同組合

の大きな意義であること，人材育成という観点からは，協同組合の活

動を通して，組合員（出資者にして顧客でもある）も，職員も学び，

成長していくことができる，そしてそれが協同組合の理念にもかなっ

ていること，などである。こういった学習を通じて，次第に協同組合

が身近に感じられるようになっている。これからも協同組合について

の学びを続けていきたいと思っている。」

4．3 講演会後の取り組み

上述のとおり講演会は好評であったが，筆者のゼミ生の中にはまだ，協

同組合を身近な存在として実感しきれないという思いが残った学生もいた

ようである。そこでゼミ内で議論を重ね，拓殖大学出身で協同組合に就職

した若い先輩の話を聞くことによって，協同組合をより身近に感じること

ができるのではないかという結論に達した。
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そこで，拓殖大学就職部の就職体験記から大学生協に就職した方を探し，

東京インカレおよび当該生協（東京工業大学生協）の専務経由で紹介いた

だき，講演をお願いした。また協同組合形態の企業が多い金融業界からの

お話も聞きたいということで，拓殖大学出身の職員を多く輩出している朝

日信用金庫にお願いし，同金庫の若手職員（拓殖大学出身）を紹介いただ

き，講演をお願いした。今回は，アットホームな雰囲気の中でじっくりお

話を伺いたいということで，ゼミ内に限定しての講演会とした。

この時点でまた年度が変わり，筆者のゼミにも新しいゼミ生が入ってき

た。このため，改めて協同組合についての学習会を行い（これは筆者が講

師となった），予備知識を得ることとした。そのうえで，前年の講演会同

様，東工大生協には筆者のゼミ生が，朝日信用金庫には筆者が伺い，講演

会の主旨をお伝えしたうえで講演内容についての打ち合わせを行った。今

回はキャンパス内の生協の見学もでき，大学生協の意義を感じたゼミ生も

多かったようである。そして2013年6月に講演が行われた。内容は，協

同組合としての生協・信用金庫の組織や業務運営，さらには顧客へのマー

ケティングや接し方，就職先として協同組合を選んだ理由などであった。

やはり年齢の近い，かつ同じキャンパスで学んだ先輩からの話ということ

で，質問もしやすく，実感をもって受け止められたようである。

この後，協同組合の職員の方の講演は継続的に実施しており，2014年4

月には多摩信用金庫の方に講演をお願いした。このような学習もあってか，

筆者のゼミからはほぼ毎年協同組合企業への就職者が出ており，今後はこ

ういったゼミOBからの講演も検討している。

他方，これまで述べてきた取り組みはかなり珍しいものであったという

ことで，東京インカレ等の勧めもあり，取り組み全体を学会の場で報告す

ることとなった。具体的には，2013年8月に東京大学駒場キャンパスに

おいて，コンピュータ利用教育学会（CIEC）の全国大会「2013PCカン

ファレンス」が開かれ，筆者および筆者のゼミ生3名（石垣遥平・原木彩
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冬＝当時商学部4年，赤崎弘洋＝当時政経学部3年）が共同で報告を行っ

た（テーマ「国際協同組合年を契機とした協同組合学習の実践報告」）。こ

の学会は全国大学生活協同組合連合会（以下，大学生協連と略す）が支援

しており，コンピュータを利用した教育のほかに，大学生協関係の取り組

みについての報告も例年行われているものである。フロアには大学生協連

の庄司興吉会長（当時。東京大学名誉教授）もおられ，同会長からは，こ

の取り組みを継続的に行うよう励ましのコメントがあった。これは協同組

合学習の直接的な取り組みではないが，協同組合学習の実践を広く知って

もらうとともに，学生が学会という場で報告することにより一段と成長す

ることを企図したものであり，その成果は少なくなかったと思われる。

さらに本取り組みを2013年10月に開かれた拓殖大学の「社会人基礎力

グランプリ学内予選会」でも報告した。本取り組みを通じてゼミ生がどの

ように成長したかを発表したものであり，これもゼミ生には意義深いもの

であったと思われる。

5．本取り組みの意義と限界 むすびに代えて

本取り組みは，国際協同組合年を契機として，拓殖大学において実施し

た協同組合についての学習活動である。本取り組みにはいくつかの問題点

や限界がある。

まず，なぜ協同組合について学習するのか，その意味が不明確，あるい

は未整理なままで学習活動を開始し，継続してしまっているという点であ

る。筆者としては，協同組合の存在意義やこれについて学習することの意

義は強く感じていたところであるが，それをきちんと整理した形で伝えら

れていたかは疑問なしとしない。学生の社会経験の場として協同組合を位

置づけることと，協同組合について学習することが混在していた嫌いもあ

る。必ずしも計画的とはいえない取り組みもあったといわざるを得ない。
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学習内容の定着の確認もあまり十分とはいえなかった。筆者の見る限り，

協同組合の理念が学生に浸透し，協同組合に対する親近感を持ち，協同と

いう考え方が日々の行動にまで影響を与えられればよかったのであるが，

この取り組みに深くかかわった学生を除けば，多くの学生はそういったレ

ベルには達しなかったように感じられた。

次に，対象者の問題である。すでに述べたとおり，筆者担当の講義科目

の受講者などを除けば，本取り組みの対象者は筆者のゼミ生である。しか

も筆者のゼミは人的資源管理論のゼミであり，協同組合論のゼミではない

ため，協同組合学習はゼミ活動のごく一部に留めざるを得ず，ゼミ生全体

が参画するとはいいがたい状況であった。なるべく多くの学生に協同組合

への理解を深めてもらうために，課題は多い。

また，筆者のゼミ中心の活動になっていることから，本取り組みの教員

の参加者は基本的に筆者のみであって，学内他部署からの協力や参加はあ

まりなく，そういった働きかけも十分ではなかった。これでは広がりを欠

く活動といわざるを得ない。これも今後の課題である。

とはいえ，この取り組みを通じて，学生の協同組合に対する理解がいく

らかは進んだのではないかと思っている。協同組合が今日の社会において

どのような位置を占め，どのような意義を有しているかは，協同組合のプ

レゼンスの高い地域・職域などにかかわっている場合は別として，ある程

度意識的な取り組みがなければ理解されないものであって，そういう意味

で本取り組みは意義あるものと思っている。大学は毎年新しい学生を迎え，

卒業生を社会に送り出していく。継続的な取り組みが必要とされるゆえん

である。

今後は，取り組みの一層の改善を図るとともに，協同組合について学習

することの意義をさらに考察するとともに，大学の教育活動，例えば経営

学教育やキャリア教育の中でこれをどのように位置づけるかを検討してい

きたい。その中では，国際協同組合年の取り組みとして全国の大学で行わ
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れた学習活動や，国際協同組合年とは直接は関わらない形で，カリキュラ

ムの中で常設科目として位置づけられている他大学の協同組合関係の科目

などについても分析していければと考えている。
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ループ企業であり，信用金庫の顧客である中小企業への投資やM&Aなどの

支援を行っている。なお，服部氏は信金中央金庫の元職員である。

3） 本章のうちゼミ生の活動に関わる部分は石毛・石垣・原木・赤崎［2013］の

記述をもとにしている。

4） 農協などの協同組合企業に就職する場合，協同組合と株式会社との違いなど，

協同組合の特徴については（多くが紙上のものとはいえ）ある程度調べていく

ことが多く，その意味で，講師として務まると考えての起用であった。

石毛昭範・石垣遥平・原木彩冬・赤崎弘洋［2013］「国際協同組合年を契機とし

た協同組合学習の実践報告」『2013PCConference論文集』pp.108�110

国際協同組合年記念協同組合全国協議会［2013A］「IYC全国実行委員会 活動
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�研究ノート〉

EU域内の法人税制に関する一考察

稲 葉 知恵子

要 約

国際会計基準へのコンバージェンスに伴い，法人税課税所得のあり方に

ついても議論が活発になっている。ヨーロッパ域内で単一市場を形成する

ためには法人税制の統一も必要とされ，2011年には共通連結法人税課税

標準に関するEU指令案も公表された。財務会計上の利益概念の変遷に伴

い，財務会計と税務会計の関係や法人税課税所得の本質も見直されている。

財務会計と税務会計の関係は，その結び付きが強い確定決算主義と結び

付きが緩やかな分離独立主義に分類することができる。財務会計と税務会

計が全く関連していない国はない。本論文では，EUに加盟している28

か国を対象に，確定決算主義を採用している国と分離独立主義を採用して

いる国に分類して，各国の法人税課税所得を比較した。

確定決算主義国に分類したのはオーストリア，ベルギー，ブルガリア，

クロアチア，キプロス，チェコ共和国，フィンランド，フランス，ドイツ，

ハンガリー，イタリア，ラトビア，リトアニア，ルクセンブルグ，マルタ，

ポルトガル，ルーマニア，スロバキア，スペイン，スウェーデンの20か

国である。これらの国は自国の会計基準により作成した財務諸表により算

出された利益を基に税法上の調整を行い算定する。この中でキプロス，フ

ランス，マルタ，スロバキアの4か国においては国際会計基準により算定

した利益を基に課税所得を算定することもできる。

分離独立主義国に分類したのはデンマーク，エストニア，ギリシャ，ア

イルランド，オランダ，ポーランド，スロベニア，イギリスの8か国であ

る。この8か国はさらに，コモンローアプローチによる英米型の会計モデ

ルを持つ国（イギリス・アイルランド・オランダ）と，ポーランドのよう

に旧共産圏に属する国やエストニア・スロベニアのように新しくEUに加

盟した新興国家と，EC4号指令を受けた会計基準改正の結果財務会計上



1．問題の所在

本論文の目的は，EUに加盟している28か国の法人税課税所得を比較

することである。

EUではヨーロッパ域内で単一市場を形成するという経済政策が推し進

められている1）。単一市場とは，財，サービス，資本，人（労働）の移動

について自由が保障される市場である2）。

財務会計においては，2005年より上場企業に対して国際会計基準

（InternationalFinancialReportingStandards:IFRS）に準拠した連結

財務諸表を作成することが義務付けられた。IFRSに準拠した連結財務諸

表を作成することにより会計情報の比較可能性が保たれ，資本市場が活性

化する。

IFRSへのコンバージェンスに伴い，課税所得の算定方法についても議

論がなされている。 2011年 3月 16日には欧州委員会 （European

Commission）より共通連結法人税課税標準（CommonConsolidated

CorporateTaxBase:CCCTB）に関するEU指令案（以下，CCCTB指
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の利益を基礎とする課税所得計算の枠組みを残しつつも損金経理要件がな

くなり分離独立主義に移行した国（デンマーク）に分類することができる

（ギリシャは未分類）。この中でエストニア，アイルランド，スロベニア，

イギリスの4か国においては国際会計基準を参照して課税所得を算定する

こともできる。

法人税課税所得を比較することで，会計と税の結び付きが緩やかになっ

ていることを明らかにした。国際会計基準が適用されることにより利益の

質が変わり，会計と税の結び付きが緩やかになった。EU加盟国における

財務会計と税務会計の関係については収れんする傾向にある。

キーワード：課税所得，確定決算主義，分離独立主義，EU，IFRS，共通

連結法人税課税標準



令案とする）が公表された3）。これはEU域内の法人税制統一を提案する

ものである。コンプライアンス・コストが大幅に削減される点，企業グルー

プ内における移転価格問題が解消する点，EU域内での利益と損失を通算

できる点，国際的な組織再編成に対して税制の中立性が保てる点をメリッ

トとして提案されたが，税金に関する決定は欧州閣僚理事会での全会一致

が求められるため4），合意には至っていない。

本論文ではEUに加盟している28か国の法人課税所得を比較すること

により，EU域内の課税所得のあり方について考察する。

2．法人税課税所得算定方法の分類

OECD（1987）による研究では，OECD22か国の財務会計と税務会計

の関係を確定決算主義（Uniform）と分離独立主義（Separate）の2つ

に分類している。財務会計上で算定された利益を基に課税所得を算定する

考え方を確定決算主義と言い，財務会計とは独立して課税所得を算定する

考え方を分離独立主義と言う。

各国の課税庁ホームページに基づき確定決算主義国と分離独立主義国を

分類すると図表1のとおりである。税務会計と財務会計とが全く連携して

いない国はないが，財務会計から全般的に独立した税法規定によって規制

されている国を「分離独立主義国」と定義する（PeterEssersetal.（2009）

p.23）。

確定決算主義を採用している国と分離独立主義を採用している国の地理

的関係をみると，確定決算主義を採用している国がヨーロッパ全体を占め，

その中で分離独立主義を採用している国が分散している。

西側の分離独立主義国はコモンローアプローチによる英米型の会計モデ

ルを持つ国（イギリス・アイルランド・オランダ）である。英米型の会計

モデルとは，「投資者および債権者の意思決定ニーズを指向している」6）会
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計モデルを意味する。

東側の分離独立主義国はポーランドのように旧共産圏に属する国や，エ

ストニア・スロベニアのように新しくEUに加盟した新興国家である7）。

これらの新興国家は，当初は西側諸国とは大きく異なる独自の会計制度を

採用していたが，現在はコンバージェンスが進み，EU域内の上場企業に

ついてはIFRSにより連結財務諸表を作成している。これに伴い，財務会

計上の利益を基に課税所得を算定する方法から，財務会計と税務会計の結

び付きを緩和する方向で制度変更が行われた。

北欧の国々はスウェーデンの影響を受けて確定決算主義国であったが，

デンマークはEC4号指令を受けた会計基準改正の結果，財務会計上の利

益を基礎とする課税所得計算の枠組みを残しつつも損金経理要件はなくな

り，分離独立主義へ移行している。

3．確定決算主義国における法人税課税所得

ここでは，第2節で確定決算主義を採用していると分類した国の課税所

得を概観する。
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図表1 会計と税制の関係の分類

確定決算主義国 分離独立主義国

Ｅ
Ｕ
加
盟
国

オーストリア，ベルギー，ブルガリア，

クロアチア，キプロス，チェコ共和国，

フィンランド，フランス，ドイツ，ハ

ンガリー，イタリア，ラトビア，リト

アニア，ルクセンブルグ，マルタ，ポ

ルトガル，ルーマニア，スロバキア，

スペイン，スウェーデン

デンマーク，エストニア，ギリシャ，

アイルランド，オランダ，ポーラン

ド，スロベニア，イギリス

（出所） OECD（1987）p.45の図表における分類，DieterEndresetal.（2007）pp.159�168

の調査における分類，2014WorldwideCorporateTaxGuideErnst&Young5）お

よび各国の課税庁のホームページを参考に作成。



オーストリア（Austria）における法人税制は財務省（Bundesminis-

terium fuerFinanzen）が司っている8）。オーストリアにおける法人税課

税所得は，オーストリアにおいて一般に公正妥当と認められた財務諸表に

基づいて算定する。税務上の貸借対照表は要求されない。特段の規則が別

途規定されていない限り，財務会計は税務税務の目的と一致している。

ベルギー（Belgium）における法人税制は財務省（FederaleOverheids-

dienstFinanci�en）が司っている
9）。ベルギーにおける法人税課税所得は

一般に公正妥当と認められた会計原則に従い作成された財務諸表の当期純

利益に，法人税法規定の加算減算調整を行い算定する。所得から控除でき

ない費用として，①自動車関連費用，②レストラン費の31％，③交際費

の50％が例示されている。また，棚卸資産，減価償却費，引当金，繰延

資産の償却，為替差損益，支払利息，キャピタル・ゲイン，使途不明金に

ついて，税務上の取扱いが会計上の取扱いと異なる場合は，調整を行う必

要がある。

ブルガリア（Bulgaria）における法人税制は国家歳入庁（National

RevenueAgency）が司っている10）。ブルガリアにおける法人税課税所得

はIFRSに従って作成された財務諸表に基づいて算定される。中小法人に

ついては，ブルガリアの会計基準に基づいて作成された財務諸表に基づい

て算定される。賞与，未消化の有給休暇，資産の減価償却および減損につ

いて税務目的により調整することが要請される。

クロアチア（Croatia）における法人税制は財務省（Ministryof

Finance）が司っている11）。クロアチアにおける法人税課税所得はクロア

チア会計基準またはIFRSにしたがって算定した利益を基に税務上の調整

を加えて算定する。課税所得を減額する項目として，受取配当金，株式の

評価益，前期以前に課税済みの償却債権取立益，繰越減価償却費の認容額，

優遇税制による調整，金融部門または非金融財務部門において実現した以

外の再投資利益があげられる。課税所得を増額する項目としては，減価償
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却超過額，関連会社間における遅延に伴う支払利息，寄附金，関連会社間

の貸付金に対する控除不可能な利息，租税公課，未実現の株式の評価損，

未実現の償却資産の評価損，交際費の70％，罰金，棚卸減耗損，税務調

査の過程で特定された費用があげられる。

キプロス（Cyprus）における法人税制は財務省（MinistryofFinance）

が司っている12）。キプロスにおける法人税課税所得は，非課税収益と非控

除費用を調整した後の会計上の利益に基づいて算定する。税務貸借対照表，

税務損益計算書はない。別段の定めがない限り，財務会計に依拠する。

IFRSを適用して算定された会計上の利益は税務目的に従って調整しなけ

ればならない。

チェコ共和国（CzechRepublic）における法人税制は財務省（Ministry

ofFinance）が司っている13）。チェコ共和国における法人税課税所得は，

法人税法（IncomeTaxAct:ITA）の規定に従って調整された会計上の

利益を基に算定する。独立した税務貸借対照表および税務損益計算書はな

い。調整は税務申告書で直接行われる。繰延税金の計算を除いて，税法規

定は会計上に何ら影響を及ぼさない。IFRSを適用して会計上の利益を確

定した場合，チェコ会計基準に従った利益へ調整しなければならない。

フィンランド（Finland）における法人税制は財務省（Ministryof

Finance）が司っている14）。フィンランドにおける法人税課税所得は，フィ

ンランドにおける一般に公正妥当と認められる会計基準に従って算定した

利益を基に算定する。会計と税制が密接に結びついている。独立した税務

貸借対照表および税務損益計算書はない。会計上の費用は原則として損金

算入されるが，非課税収益を得るために発生した費用，租税公課，罰金は

損金不算入である。また，2014年1月1日より交際費も損金不算入となっ

た。

フランス（France）における法人税制は連邦財務省（Ministeredes

Finances）が司っている15）。フランスにおける法人税課税所得は商法上で
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計算された利益を出発点として，免除所得や税務上否認される費用，特別

の控除，欠損金の繰越控除等の調整を行って算定される。商法における計

算も，税法における計算も，ともにプラン・コンタブル・ジェネラル

（PlanComptableGeneral:PCG）の影響を受けているため，調整項目は

少ない。また，国外事業所得免除方式を採用しており，国外事業所得は非

課税である。

ドイツ（Germany）における法人税制は財務省（Bundesministerium

derFinanzen）が司っている16）。ドイツにおける法人税課税所得は，ド

イツ商法典（Handelsgesetzbuch:HGB）に基づいた財務諸表の利益を基

準とし，税法上の非課税所得および損金不算入項目の調整を行うことによ

り算定される。

商事貸借対照表と税務貸借対照表に対する法的基礎は，会計法現代化法

（Bilanzrechtsmodernisierungsgestz:BilMoG）によって大きく変わった。

「税務貸借対照表に対する商事貸借対照表の基準性原則」（dieMa�geb-

lichkeitsprinzipdesHandelsbilanzf�urdieSteuerbilanz:基準性原則）

は継続しているが，BilMoGは商事貸借対照表と税務貸借対照表において

異なる選択権行使の可能性となる領域をつくりだした。HGBに準拠した

財務諸表は税務当局にも提出されるが，税法と商法の間に差異がある場合

には，税務貸借対照表の作成または調整項目に関する説明資料の税務申告

書への添付が求められる。

ハンガリー （Hungary） における法人税制は財務省歳入関税庁

（NationalTaxandCustomsAdministration）が司っている17）。ハンガ

リーにおける法人税課税所得はハンガリー会計基準に準拠して作成された

財務諸表に基づいて算定される。ハンガリー会計基準は，主にEU指令を

モデルにしている法律に規定されている。ハンガリーは，税制と会計基準

の間に多くの相違点があるが，課税所得は損益計算書上の利益をもとに算

出する。実務上は，税法が財務会計に影響を及ぼしている。
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イタリア（Italy）における法人税制は財務省（Dipartimentodelle

Finanze）が司っている18）。イタリアにおける法人税課税所得は，税務貸

借対照表において算定される。実質的に多くのケースで財務会計上の貸借

対照表と税務貸借対照表は一致している。税額控除および条件付きの税額

軽減は財務会計上示されなければならず，課税所得は会計上の利益に準拠

しなければならない。課税所得を算定するために，財務諸表で開示された

利益は控除対象外費用，特別控除及び繰越損失について調整されている。

ラトビア（Latvia）における法人税制は財務省（MinistryofFinance）

が司っている19）。ラトビアにおける法人税課税所得はラトビアの会計基準

によって算定された当期純利益または当期純損失を法人税法の規定に従っ

て調整して算定するが，税務会計のルールは財務会計原則とは分離してい

る。独立した税務貸借対照表または税務損益計算書はない。

リトアニア（Lithuania）における法人税制は財務省（Ministryof

Finance）が司っている20）。リトアニアにおける法人税課税所得は会計上

の利益に非課税所得および非控除項目を調整して算定する。財務会計上の

利益はリトアニア企業会計基準（LithuanianBusinessAccounting

Standards:BAS）に従って算定される。法人税法（theCorporationTax

Act）の下になされる課税目的の調整は税務申告書において示される。独

立した税務貸借対照表および税務損益計算書はない。

ルクセンブルグ（Luxembourg）における法人税制は財務省（Ministere

desFinances）が司っている21）。ルクセンブルグにおける法人税課税所得

は，会計年度の開始日と終了日の間に生じた純資産の増減額に配当金を加

算し，資本金の払込額を控除した金額と定義される。純資産の計算は，一

般に認められた会計原則に従って行われるが，税法が特別の規定を設けて

いる場合は税法の規定を優先する。

マルタ（Malta）における法人税制は財務省内国歳入局（Internal

RevenueDepartment）が司っている22）。マルタにおける法人税課税所得
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は，所得税法（theIncomeTaxAct）に従って調整した後の監査済み財

務諸表を基礎に課税所得を算定する。収益を実現するために発生した費用

は損金算入することができる。のれんの償却費，引当金繰入額，無償の供

与，保険により回収した費用，見越費用，未実現の為替差額は損金不算入

となる費用である。

ポルトガル（Portugal）における法人税制は財務省（Portaldas

Finan�cas）が司っている
23）。ポルトガルにおいては，別段の定めがない

限り，会計は税務目的に従わなければならない。ポルトガルに本社を持つ，

商業，農業および工業に従事している法人の場合，課税所得は内国歳入法

（InternalRevenueCode:IRC）により調整されたポルトガルの一般に認

められた会計原則に従って算定された会計上の利益である。主に，商業，

農業または工業以外の事業活動に従事するポルトガルに本社を有する法人

の場合，課税所得はIRSで個々に規定されている収益の総額から費用を

控除した額である。

ルーマニア（Romania）における法人税制は財務省（Ministerul

FinantelorPublice）が司っている24）。ルーマニアにおける法人税課税所

得を算定する際は，原則として，収益として計上されているすべての収入

は課税所得を形成する。収益獲得に貢献した支出は損金となるが，納税者

が正当性を説明できない場合のサービス費用，労働災害保険以外の保険に

関する費用，一定限度額以上の支払利息，罰金，棚卸資産や無保険資産の

評価損ならびに関連する付加価値税による損失，一定の控除対象外の費用

に関連する付加価値税，外国法人税額，一定限度額を超える給与，非課税

所得に関連する費用は損金不算入となる。

スロバキア（Slovakia）における法人税制は財務省（Ministryof

Finance）が司っている25）。スロバキアの法人課税所得は，スロバキア会

計基準により確定した会計上の利益を基に税法上の調整を行い算定する。

税務貸借対照表はない。配当金，清算所得，受贈益，組織再編成による新
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株式の交付は非課税である。

収益獲得に貢献した支出は損金となるが，旅費交通費，見本品費，交際

費，企業年金制度への拠出額，ファイナンス・リース取引に係るリース料

は一定限度額までしか損金に算入することができない。また，土地の売却

損とのれんの償却費は損金不算入である。

IFRSにより財務諸表を作成する法人は，税務上，スロバキア財務省が

定める国内会計基準への調整を行うか，国内会計基準に準拠した財務諸表

も作成しなければならない。

スペイン（Spain）における法人税制は財務省（Ministerio de

Hacienda）が司っている26）。スペインにおける法人税課税所得は，全収

益から損金算入できる費用を差し引いた利益から欠損金を差し引いて算出

される。独立した税務貸借対照表および税務損益計算書は存在せず，財務

会計上の損益計算書で課税所得を算定するための税務調整がなされる。税

務当局は課税所得の算定がスペイン会計基準に準拠していない場合，これ

を修正することができる。

スウェーデン（Sweden）における法人税制は国税庁（Skatteverket）

が司っている27）。スウェーデンにおける法人税課税所得は特定の税法規定

がない限り，一般に公正妥当と認められた会計原則により算定された利益

である。課税所得は特段の税法規定がない限り，簿価に従って算定されな

ければならない。独立した税務貸借対照表および税務損益計算書はないが，

非控除項目や繰越欠損金の繰延など特定の税務上の調整は独立した税務申

告書上でなされる。

第2節において，確定決算主義を採用していると分類した国の課税所得

算定方法は上記のとおりである。確定決算主義国における法人税課税所得

は，自国の会計基準により作成した財務諸表により算出された利益に基づ

き税法上の調整を行い算定する。ルクセンブルグでは純資産の増減額を基
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に課税所得を算定するが，純資産の増減額も広義での利益と捉えることが

できる。

確定決算主義国における法人課税所得として会計と税制のつながりが強

い国の課税所得を概観したが，その本質は異なる。各国の会計基準はコン

バージェンスしているとは言え，算出される利益の本質は全く同じもので

はない。CCCTB指令案によりEU域内で法人税制を統一する案が提案さ

れたが，各国の規定する課税所得の本質が異なる以上，法人税制を統一す

ることは難しい。

課税所得を算定する上で，IFRSにより算定した利益を採用できる国が

ある。ChristophSpengel（2010）によれば，IFRSを参照する国はキプ

ロス，エストニア，フランス，アイルランド，マルタ，スロバキア，スロ

ベニア，イギリスである28）。

IFRSを参照する国で確定決算主義を採用している国はキプロス，フラ

ンス，マルタ，スロバキアである。キプロス，マルタ，スロバキアは2004

年の第5次拡大でEUへ加盟した新興国家であるため，IFRSを参照する

ことを認めたものと考えられる。フランスにおいてIFRSを参照すること

が認められている論拠については，今後分析する必要がある。共通の会計

基準であるIFRSにより算定された利益が課税所得算定の上での基礎とな

り得るということは，課税所得の概念が変化していることを意味する。

4．分離独立主義国における法人税課税所得

次に，第2節で分離独立主義を採用していると分類した国の課税所得を

概観する。

デンマーク （Denmark） における法人税制は課税省 （Skatte-

ministeriet）29）が司っている30）。デンマークにおける法人税課税所得は会

計と税法で異なる個所を修正した年次報告を基に算定する。最初に監査済
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みの年次報告書を作成し，これに税法を反映して調整する。課税所得を算

定するための処理を示す年次報告書と突き合わせ（areconciliation）は

添付されなければならない。収入を取得，確保，維持するために発生した

費用は，発生主義で控除の対象となる。低廉譲渡，無償譲渡，租税公課な

どの特定の費用は控除の対象ではない。交際費は25％まで税務上損金算

入される。

エストニア（Estonia）における法人税制は財務省（Rahandusminis-

teerium）が司っている31）。エストニアの税法は，全ての所得が非課税で

あるため，課税所得を明確にしていない。配当，給料以外に従業員に支払

われる金品あるいは特典（Fringebenefits），寄附金，交際費の支払のみ

課税されることがある。

ギリシャ（Greece）における法人税制は財務省（MinistryofFinance）

が司っている32）。ギリシャにおける法人税課税所得は年間総収入から認め

られた控除額を差し引いて算定する。原則として，費用は発生した事業年

度の総所得からのみ控除することができる。費用は次の条件が満たされた

場合にのみ税務上控除される。条件とは，その事業経費および特定の項目

が事業の利益のためにまたは通常取引の過程で発生していること，間接的

な監査の方法（クロスチェック）に基づいて実際の取引を反映しているこ

とが証明されること，会計帳簿に記録されていることというものである。

アイルランド（Ireland）における法人税制は財務省（AnRoinn

Airgeadais）が司っている33）。アイルランドにおける法人税課税所得はシェ

ジュール（Schedule）およびケイス（case）と呼ばれる所得の種類ごと

に計算される34）。ScheduleDCaseⅠに該当する事業から得られる所得は

アイルランド会計基準かIFRSにしたがって算定された利益を調整して算

定する。課税所得にはキャピタル・ゲインも含まれる（ScheduleDCase

Ⅳ）。詳細な規定はアイルランド会計基準からIFRSへと移行している。

税務会計は会計処理が税法と矛盾しない限り会計処理に従う。
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オランダ（theNetherlands）における法人税制は財務省（Ministerie

vanFinanci�en）が司っている
35）。オランダにおける法人税課税所得は課

税事業年度の全体利益（totalprofit）から控除可能な費用を控除した金

額である。キャピタル・ゲインも事業利益と同様に益金算入される。課税

所得はオランダの法律上の概念である「健全な企業実務」（soundbusi-

nesspractice）に基づき算出される。課税所得は予測される結果から独

立し，一貫した行動に関する「健全な企業実務」に従って決定される。

「健全な企業実務」においては会計基準と異なる解釈を含む。例えば，未

実現損失は損金に算入できるが，未実現の収益は実現時まで繰り延べら

れる。

ポーランド（Poland）における法人税制は財務省（Ministerstwo

Finans�ow）が司っている
36）。ポーランドの法人税課税所得は課税対象収

入から税金控除費用（tax-deductibleexpenses）を差し引いた額である。

事業活動を行う法人の課税対象収入は発生主義（anaccrualbasis）で認

識されている。税金控除費用は収益獲得に貢献した支出である。

税制は会計とは分離独立しているが，実務上は税務上の扱いが明確に規

定されていない場合，会計処理に準拠している。

スロベニア（Slovenia）における法人税制は財務省（Ministryof

Finance）が司っている37）。スロベニアにおける法人税課税所得は法人税

法において益金と損金の差額と定義された所得である。課税所得はIFRS

またはスロベニアの会計基準に準拠して作成した年次報告書の利益に基づ

いて損金不算入項目を調整して算定する。損金不算入となる費用は，理事

会や取締役会に支払われるインセンティブ，罰金，寄付金，賄賂，監査役

会に支払われる交際費や手数料の50％を超える額である。課税所得の算

定は税法規定によって補完された会計規則に従うことも認められる。独立

した税務貸借対照表または税務損益計算書はない。

イギリス（theUnitedKingdom）における法人税制は歳入関税庁
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（HerMajesty・sRevenue&Customs:HMRC）が司っている38）。イギリ

スにおける法人税課税所得はシェジュール（Schedule）により区分され

一定の加減算調整をされた各区分所得およびキャピタル・ゲインの合計額

から，所得に対するチャージ（Chargesonincome）39）を差し引いて算定

する。元は収益の源泉となる資産ごとに課税していた収益税を所得税とし

てまとめたため40），所得の性質によって次の図表2のように区分されてい

る。なお，ScheduleBおよびScheduleCは廃止された。

第2節において，分離独立主義を採用していると分類した国の課税所得

算定方法は上記のとおりである。第2節において言及したように，分離独

立主義国はさらに，コモンローアプローチによる英米型の会計モデルを持

つ国（イギリス・アイルランド・オランダ）と，ポーランドのように旧共

産圏に属する国やエストニア・スロベニアのように新しくEUに加盟した

新興国家と，財務会計上の利益を基礎とする課税所得計算の枠組みを残し

つつも損金経理要件がなくなり分離独立主義へ移行した国（デンマー

ク）41）に分類することができる。分離独立主義国として一括りにすること

―140―

図表2 イギリスにおける所得区分

ScheduleA 国内源泉不動産所得

ScheduleD CaseⅠ 居住者の事業所得，非居住者の国内源泉所得

CaseⅡ 国内外で生ずる専門業務による所得

CaseⅢ 利息，年金，CaseⅠで課税されない所得

CaseⅣ 国外で生じる抵当証券，債券等から生ずる所得

CaseⅤ 国内源泉から生ずる投資所得，国内事業所得

CaseⅥ CaseⅠからCaseⅤ以外の所得

ScheduleE 給与所得

ScheduleF 内国法人から受ける配当金

（出所） IncomeandCorporationTaxesAct（ICTA）1988,s.15からs.21を参考に作成。



はできず，損金経理要件を持たないだけで財務会計における利益を基に課

税所得を算定する国（デンマーク）もあれば，キャピタル・ゲインをも含

めた課税所得を算定する国（イギリス・アイルランド・オランダ）もある。

新興国家は西側諸国とは異なる独自の会計基準を有していたため，税法に

もその名残があり，コンバージェンスの進んだ財務会計と，自国基準を重

視する税務会計とで乖離している。

分離独立主義を採用している国でIFRSを参照することができる国はエ

ストニア，アイルランド，スロベニア，イギリスである。この4か国も投

資家を重視する英米型の会計モデルを持っているアイルランド・イギリス

と，新興国であるエストニア・スロベニアというように分けて捉えること

ができる。

5．む す び

EU域内では，確定決算主義国と分離独立主義国の課税所得概念におけ

る垣根が低くなってきている。1978年に公表されたEC4号指令「個別財

務諸表」によってEU域内の会計法規を調和化することが要請されてから，

財務会計と税務会計の結び付きが緩やかになり（Hoogendoorn（1996）

p.786），IFRSによって会計基準が統一されてからさらにその傾向が顕著

になった。

イギリスとドイツの会計学者による共同研究報告書（Halleretal.

（2010））によれば，1996年以降のイギリスでは税法規則を会計に接近さ

せ，ドイツでは2010年の会計法現代化法（Bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetz:BilMoG）に伴い所得税法（Einkommensteurergesetz:EStG）

第5条第1項を変更して「逆基準性原則」（umgekehrtesMa�geblich-

keitsgrundsatz）を廃止し，損金経理要件がなくなった。IFRSが適用さ

れることにより，会計と法人税制の関係についても収れんする傾向にある。
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このような状況下で，EU域内における法人税制の統一を提案する

CCCTB指令案が公表された。CCCTB指令案によれば「課税所得＝収益－

（非課税収益＋控除可能費用＋その他の控除項目）」と算定する。

IFRSが適用されることにより利益の質が変わり，財務会計と税務会計

の結び付きが緩やかになった。IFRSにより利益を算定してもこれが課税

所得算定のための基礎になることはなく，IFRSを課税所得算定のために

用いる国も認容規定としてIFRSを参照することを認めている。すなわち，

EU域内で統一した会計報告を行うことは可能でも，課税所得概念を収れ

んさせることはできないため，財務会計と税務会計が乖離してきているこ

とを意味する。CCCTB指令案で提案された課税所得の算定方法がIFRS

により算定された利益とは分離独立していることからも財務会計と税務会

計のつながりは今後さらに緩やかになると考えられる。

1） EU成立以降に行われてきた域内市場形成に向けた取組みは，欧州委員会が

1985年に提出した WhitePaperfrom theCommissiontotheEuropean

Council,COM（1985）310を契機に始まり，通貨統合やユーロ圏内での統一し

た金融政策の実施が実現した。

2） 1992年署名の欧州連合条約によって発足した欧州連合の最大の目標の一つ

が単一市場の設立と運営であり，単一市場の創設によって，財，サービス，資

本，人の自由な移動という4つの自由が追求されている。

3） EuropeanCommission（2011）ProposalforaCOUNCILDIRECTIVEona

CommonConsolidatedCorporateTaxBase（CCCTB）,SEC（2011）315,SEC

（2011）316.

4） EUの運営に関する条約（TreatyonFunctioningoftheEuropeanUnion）

115条の規定によって要請されている。

5） 2014WorldwideCorporateTaxGuide http://www.ey.com/GL/en/Ser

vices/Tax/Worldwide-Corporate-Tax-Guide---Country-list 2015年 2月 9
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2015年2月9日アクセス。
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res/2012-10-30-abc-on-taxes-pdf.pdf?＿＿blob＝publicationFile&v＝12 2015

年2月9日アクセス。
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summary＿companies.html 2015年2月9日アクセス。

18） イタリア財務省 http://www1.agenziaentrate.gov.it/english/italian＿
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9日アクセス。
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23） ポルトガル財務省 https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/ES/inicio.
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本書が研究の対象としている「企業の社会的責任（CSR）」は，環境問

題や企業の不正行為の発覚などと関連して注目され，現在では大学の講義

科目として設置されるようになった研究分野である。

著者は，学位申請論文『日本型CSR経営の研究：多元的ステイクホル

ダー経営への新たな視点』（早稲田大学，2010年提出）で博士の学位を取

得し，すでにこの分野の研究の第一人者として高く評価されている。また，

さまざまな企業やNPO，その関係者との交流を通じた社会活動をおこなっ

ており，本書は，これまでのそうした研究や活動の成果として刊行された

本格的なCSRの研究書である。

研究史上の著者の貢献は，CSR経営を，日本企業が競争力を構築する

上での有効な戦略として位置づけたことにあろう。

CSRは，単なるコンプライアンスやPR活動の一環として誤解された

り，多様なステークホルダー全体を配慮していく活動として考えられてき

た。そうした一般的な理解に対し，本書では，競争優位やイノベーション

の観点から，ステークホルダーである従業員へのCSRを重視する経営が

グローバル時代の日本企業に求められていることが論じられている。

ここでは本書の特徴と意義として次の3つあげ，本書の概要を紹介して
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いくことにしたい。

まずは序章・終章を含む全12章を通じて，理論的な考察とインタビュー

やアンケート調査の分析とを組み合わせ，多角的にCSRを考察し，体系

化な研究をおこなっている点である。

多元的なステークホルダーへの視点を検討するなかでは，企業の社会的

責任と企業倫理の違い，私益と公益の関係といった議論の理論的枠組みが，

先行研究の成果や論点をふまえて整理され，アンケートやインタビュー調

査の分析を通じて著者のフレームワークや仮説が検証されている。その検

討結果からは，CSRがコンプライアンスといった将来のリスクを回避す

る受動的な活動ではなく，事業に対する投資と位置づけ，競争優位の構築

を通じて利益獲得に結びつく経営戦略として考えるべきであることを明ら

かにしている。

そうした能動的で戦略的なCSRを提案するうえでは，どのようなCSR

活動が利益とどのようにして結びつくのかが説明されなければならないだ

ろう。

ステークホルダーのなかの株主の利益が重視される欧米企業に対し，本

書では，日本企業を対象としたCSRと利益の関係を調査したアンケート

の分析から，戦略的CSRを実践する上で重視すべきステークホルダーが

従業員であることを特定している。

さらに，こうした従業員へのCSRとの関連で，「遊戯論」，「フロー体

験」，「ダイバーシティ」といった隣接分野の研究も積極的に議論のなかに

取り入れられ，新たな人材マネジメントのあり方が示されている。

労働の意義を再検討し，自主性や創造性，イノベーションを生み出す遊

戯の要素を企業活動に取り込み，楽しさを享受できるフロー体験に仕事を

転換することを従業員へのCSRととらえることで，仕事を通じて得られ

る誇りと満足が内発的報酬となり，企業に対する利益と結びつくとともに，

企業と社会に価値が提供される可能性が指摘されている。
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また，性差・年齢・国籍などに関わりなく異質・多様な人材の能力を活

用し，組織活性化をはかるダイバーシティ・マネジメントの観点からは，

インタビュー調査をふまえ，女性の視点や能力，リーダーシップの活用が

競争優位を構築する上で重要になることが示されている。

2つめの特徴は，本書が日本企業のCSR活動の経営史的研究となって

いる点にある。

これまでも経営史研究の分野でも，近世商家の商業倫理や家訓の研究，

企業家史的なアプローチから渋沢栄一や波多野鶴吉，大原孫三郎といった

人物の経営思想や倫理，道徳観が検討されてきた。

それに対し本書は，CSR経営の観点から，江戸時代の商家経営におけ

る価値観や女性の活躍，ステークホルダーとの信頼関係の構築を通じて自

社の利益と共同体全体の利益の連鎖を形成した明治期の食品企業の戦略的

倫理性，大正期の製菓企業にみるイノベーションの倫理的側面，ステーク

ホルダーの要望と期待を把握しようとする現代企業の共感力，といった事

例の紹介と考察がなされている。

時系列的には戦中戦後の統制期や高度経済成長期の検討に欠けるものの，

日本企業がステークホルダーとの関係や公益を重視するCSR経営を実践

してきたことを明らかにすることで，CSRをビジネス・チャンスやイノ

ベーションとして捉え，社会と企業に双方にとっての価値を生み出す経営

こそが，グルーバル時代のめざすべき日本型CSR経営であるとする議論

を裏付けている。

特徴の3つめは，NPOや行政，市民を含む社会のなかでの企業の役割

を論じ，CSR研究の新しい領域として，「社会起業家」や「ソーシャル・

エンタープライズ」の重要性を取り上げている点であろう。

本書で取りあげられたJリーグやオーケストラの事例からは，多主体複
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雑系のネットワークの一員としての企業が，NPOや行政，市民と協働し，

コミュニケーションを通じて学習することで，社会と自らの組織に価値を

生み出すCSR経営を実践し，存続と成長を可能にすることが明らかにさ

れている。

変化し複雑化した現在の経営環境のなかでは，公益と私益を明確に区分

することができなくなってきている。また，本書で指摘されるように，営

利目的の企業において企業倫理やCSR経営が重視され，公共領域で社会

性のある新しいビジネスを創出しようとする一方では，社会的課題をビジ

ネスとして解決しようというソーシャル・エンタープライズや社会起業家，

非営利組織のNPOがみられるようになった。

そうした多主体複雑系のネットワークのなかで企業やNPO,ソーシャ

ル・エンタープライズの間で形成されていく社会性を重視した新たな関係

は，CSRをビジネス・チャンスやイノベーションとして捉え，競争優位

を構築していく経営戦略の面からも，また，今後の「企業と社会」のあり

方やソーシャル・イノベーションの実現を考える上でも，重要な鍵を握っ

ているに違いないであろう。

（白桃書房，2014年，�＋390頁，4,500円［税別］）
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○拓殖大学 研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経

済研究所，言語文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研

究所」という。） が発行する紀要は，研究成果の多様な学術情報の発表の場を提

供し，研究活動の促進に供することを目的とする。

（種類）

第2条 研究所は，次の紀要を発行する。

� 経営経理研究所 紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所 紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所 紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所 紀要『拓殖大学理工学研究報告』

� 人文科学研究所 紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

（投稿資格）

第3条 研究所が発行する紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1

名）は，原則として研究所の研究員でなければならない。

2 研究所の編集委員会（以下「編集委員会」という）が認める場合には，研究員

以外も，投稿することができる。

（著作権）

第4条 研究所が発行する紀要に掲載された著作物の著作権は，研究所に帰属する。

2 研究所が必要と認める場合には，投稿者の許可なく，著作物の転載や引用を許

可する。ただし，事後に投稿者に報告するものとする。

3 研究所の紀要に掲載した著作物は，電子化しコンピュータネットワークを通じ

て，本学のホームページ等に公開するものとし，投稿者はこれを許諾しなければ

ならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿する原稿は，研究所の執筆要領に指示に従って作成する。

2 投稿する原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。
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3 学会等の発行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，研究

所の紀要に投稿することはできない（二重投稿の禁止）。

（原稿区分他）

第6条 投稿区分は，別表1，2のとおり，定める。

2 投稿する原稿の区分は，投稿者が選定する。ただし，研究所の紀要への掲載に

あたっては，査読結果に基づいて，研究所の編集委員会の議を以て，投稿者に掲

載の可否等を通知する。

3 研究所の紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成

し，投稿した原稿のキーワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表

や文献の使用あるいは引用は，認めない。

4 研究所研究助成を受けた研究成果発表（原稿）の投稿区分は，原則として論文

とする。

5 研究所研究助成を受けて，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録と

して掲載することができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

2 投稿者には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希望

する場合は，超過分について有料とする。

（正誤の訂正）

第8条 印刷上の誤りについては，投稿者の申し出があった場合，これを掲載する。

ただし，印刷の誤り以外の訂正や追加は，原則として取り扱わない。

2 投稿者の申し出があり，研究所の編集委員会がそれを適当と認めた場合には，

この限りでない。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，研究所の編集委員会の議

を以て決定する。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営員会委員長が

決定する。
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附 則

この規則は，平成26年4月1日から施行する。
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別表1 原稿区分（理工学総合研究所以外）

� 論 文
研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について

明確であり，独創性および学術的価値のある研究成果をまとめ

たもの。

� 研究ノート
研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に

準じる）。

新しい方法の提示，新しい知見の速報などを含む

� 抄 録 研究所研究助成要領第10項�に該当するもの。

� その他 上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（判例研究，解説論

文，調査報告，資料，記録，研究動向，書評等）については，

編集委員会において取り扱いを判断する。

また，編集委員会が必要と認めた場合には，新たな種類の原稿

を掲載することができる。

別表2 原稿区別（理工学総合研究所）

� 展望・解説，� 設計・製図，� 論文，� 研究速報，� 抄録（発表作品

の概要を含む），� 留学報告，� 公開講座，	 学位論文



『拓殖大学 経営経理研究』執筆要領

1．発行回数

本紀要は，原則として年3回発行する。各回の発行について，以下の原稿提出

締切日を設ける。

第1回 5月末日締切 ―9月発行

第2回 9月末日締切 ―12月発行

第3回 12月末日締切 ―3月発行

紀要冊子としての発行のほか，拓殖大学経営経理研究所（以下，「当研究所」

という）のホームページにもその内容を掲載する。

2．執筆予定書の提出

本紀要に投稿を希望する者は，『拓殖大学 経営経理研究』執筆予定表を当研究

所に提出しなければならない。各年度における執筆予定表の提出期限は，別に定

めるものとする。

3．使用言語

使用言語は，原則として日本語又は英語とする。

これら以外の言語で執筆を希望する場合には，事前に経営経理研究所編集委員

会（以下，「編集委員会」という）に申し出て，その承諾を得るものとする。

4．様 式

� 投稿区分の指定

投稿規則に示された，「論文」，「研究ノート」，「抄録」以外の「その他」に

あたる投稿原稿は，「資料」，「調査報告」，「判例研究」，「書評」，「公開講座」，

「文献紹介」，「学会展望」，「その他」のいずれかに区分される。

� 字数の制限

投稿原稿は，A4縦版，横書きで作成し，原則として下記の字数を上限とす

る。図表についても挿入部分に対応した文字数で換算し，制限に含める。日本

語以外の言語による原稿についても，これに準ずる。

ただし編集委員会が許可した場合に限り，同一タイトルの原稿を複数回に分

割して投稿することができる。その場合，最初の稿で投稿記事の全体像と分割

回数を明示しなければならない。
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Ⅰ 論文，研究ノート 24,000字

Ⅱ 資料，調査報告 20,000字

Ⅲ Ⅰ，Ⅱ以外 6,000字



� 投稿原稿の取扱

投稿原稿の受理日は，完成原稿が編集委員会に到着した日とする。

投稿原稿原本は編集委員会に提出された原稿とし，その写しを投稿者が保管

する。

� 投稿原稿は，原則としてワープロ・ソフトで作成したものに限定する。

� 原稿作成にあたっては，A4用紙を使用し，原則として，日本語原稿は横書

きで1行33文字×27行，英文原稿はスペースを含め1行に半角66文字，ダ

ブルスペースで作成すること。

� 数字はアラビア数字を用いること。

� 上記以外の様式で投稿する場合には，編集委員会と協議する。

5．表 紙

投稿原稿の提出に際しては，「『拓殖大学 経営経理研究』投稿原稿表紙」に必

要事項を記入し，ホームページでの公表を認める捺印を行った上で提出すること。

6．図・表・数式の表示

� 図・表の使用は必要最小限にとどめ，それぞれに通し番号と図・表名を付け，

本文中の挿入位置を指定する。図表についても挿入部分に対応した文字数で換

算し，制限に含める。

� 図・表は，そのまま印刷できる形式で作成すること。

� 数式は，専用ソフトを用いて正確に表現すること。

7．注・引用・参考文献

� 注は，必要箇所の右肩にアラビア数字で通し番号をつけることで，記載があ

ることを示すこと。

また，注記内容は文末，あるいは注をつけた部分の記載頁の下に記載するも

のとする。参考文献の表記は，文末に一括して記載するものとする。

� 英文の場合は，TheChicagoManualofStyleを準用する。

8．電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会による審査後，編集委員会により指示された修正・加筆な

どが済み次第，完成原稿のデジタルデータと，それをプリントした出力原稿1部

を提出すること。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿論文等データを保管しておくこと。

9．掲載の可否，区分の変更，再提出

� 投稿原稿の採否は，編集委員会が指名する査読者の査読結果に基づいて決定

する。

� 投稿した原稿を，編集委員会の許可なしに変更してはならない。
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� 編集委員会は，投稿者に若干の訂正や部分的な書き直しを求めることができ

る。

� 編集委員会において本紀要に掲載しないことを決定した場合には，拓殖大学

経営経理研究所長名の文書でその旨を執筆者に通達する。

10．校 正

掲載が認められた投稿原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，

編集委員会と所長が三校を行う。

校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

校正は，所長の指示に従い迅速に行う。

投稿者による校正が決まられた期日までに行われない場合，紀要掲載の許可を

取り消すことがある。

11．改 廃

この要領の改廃は，経営経理研究所会議の議を経て，経営経理研究所長が決定

する。

附 則

本要領は，平成26年4月1日から施行する。

―156―



執筆者紹介（目次順）

秋 山 義 継 地方政治行政研究科教授（自治体経営論）

伊 藤 善 朗 商学部教授（管理会計論，予算管理論）

潜 道 文 子 商学部教授（経営戦略論，企業と社会論）

三代川 正 秀 商学部教授（財務会計論，会計史）

武 上 幸之助 商学部教授（貿易政策，貿易理論）

田 嶋 規 雄 商学部准教授（マーケティング，消費者行動）

海老名 一 郎 商学部准教授（国際経済学，ゲーム理論）

金 山 茂 雄 商学部教授（経営産業論，産業心理学）

石 毛 昭 範 商学部准教授（人的資源管理論，経営組織論）

稲 葉 千恵子 商学部准教授（税務会計，財務会計）

内 田 金 生 商学部准教授（経営史，現代企業論）

編集委員 内田金生 金山茂雄 島内高太 潜道文子 武上幸之助 田嶋規雄

中村竜哉

拓殖大学 経営経理研究 第103号 ISSN 1349�0281

2015（平成27）年3月20日 印刷

2015（平成27）年3月27日 発行

編 集 拓殖大学経営経理研究所編集委員会

発行者 拓殖大学経営経理研究所長 潜道文子

発行所 拓殖大学経営経理研究所

〒 112�8585 東京都文京区小日向3丁目4番14号

Tel.03�3947�7595 Fax.03�3947�2397（研究支援課）

印刷所 株式会社 外為印刷





EditedandPublishedby

THEBUSINESSRESEARCHINSTITUTE

TAKUSHOKUUNIVERSITY

Kohinata,Bunkyo-ku,Tokyo,Japan

TAKUSHOKUUNIVERSITY

RESEARCHIN
MANAGEMENTAND
ACCOUNTING

No.103 March2015

AppreciationforRetirementProfessor

AKIYAMAYoshitsugu （ 1）

SENDOAyako （15）

GreetingsontheOccasionofRetirement

ITOYoshiro （ 5）

MIYOKAWAMasahide （19）

Papers

JapaneseTradePolicyFocusingonEnergyResources（15）:
QE&ConversionofUSDollarPolicyandTransformation
ofInternationalOilMarket TAKEGAMIKonosuke（37）

AStudyofConsumerBehavior
andMarketingintheSocialMediaEra:
MarketingforIncreasingInternal
andExternalInformationforConsumers TAJIMANorio（57）

InternationalNegotiationonPatentProtection EBINAIchiro（77）

StudyNotes

TheImpactofMOTonEnterprise KANAYAMAShigeo（89）

ImplementationofthePracticeofCooperatives
inthe・YearofInternationalCooperatives・ ISHIGEAkinori（113）

AStudyoftheCorporateTaxSystemintheEU INABAChieko（127）

BookReview

Sendo,Ayako
CSRandItsDevelopmentinJapan:
FromthePerspectiveofPlay,FlowExperiences
andDiversity UCHIDAKaneo（147）

…………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………

………………

……

……………

……

…

………………………………………………




